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Ⅰ． 一般事項 

１．一般事項 
（１）目的 

本マニュアルは、お客さまとの電気料金取引に使用する計測器について、適正な計量の維

持を確保すべく、計量法および関係する政令・省令ならびに当社の各種約款※を遵守した、計

測器業務の基本的業務・事項に関わる取り扱いおよび内容について定めた「Ｎ－１－６ 計

測器業務マニュアル」に関して、取り扱いの具体的な内容について定め、円滑な管理運営を

図ることを目的とする。 

※各種約款とは、電気供給約款（特定一般小売供給約款）、電気標準約款［低圧］、電気

標準約款［高圧］、離島供給約款［低圧］、離島供給約款［高圧］、電気最終保障供給

約款、託送供給等約款をいう。 

（２）適用範囲 

本マニュアルは、特別高圧を除く高低圧計測器業務に関わる工事業務、予算管理、設備管

理等の各業務処理について定める。 

（３）用語の定義 

本マニュアルで使用する用語は、次のとおりとする（計測器の略号は参考資料－１参照）。 

ａ．計測器……………………計量器、変成器、契約安全ブレーカおよびタイムスイッチ等の

総称 

ｂ．計量器……………………電力量計（単独計器または変成器付計器および電子式計器また

は機械式計器、ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ）、最大需要電力計、無効電力量計等 

ｃ．変成器……………………計量器に付属して使用する計器用変圧変流器および変流器 

ｄ．計測器箱…………………計器箱、変流器箱、計器用保護カバーの総称 

ｅ．契約用安全ブレーカ(SB)…電流制限器 

ｆ．タイムスイッチ(TS)……通電制御スイッチ 

ｇ．試験用開閉器……………高圧変成器２次配線で変成器と計量器との間に設ける開閉器 

ｈ．その他付属品……………電磁接触器(MC)、高圧開閉器、補助継電器、通信端末等 

（４）本マニュアルの位置付けと関連マニュアル 

（会社規範）

Ｎ－１－１
配電業務管理マニュアル

Ｎ－１－１
配電業務管理マニュアル

Ｎ－１－８
配電工事基準マニュアル

Ｎ－３－３
配電工事基準マニュアル

Ｎ－１－１０
計測器業務マニュアル

Ｎ－１－６
計測器業務マニュアル

施工基準編（計測器）
施工基準編（計測器）

工量基準編（計測器）
工量基準編（計測器）

Ｎ－１－１０－１
計測器業務マニュアル　業務管理編

Ｎ－１－６－１
計測器業務マニュアル　業務管理編

Ｎ－１－１０－２
計測器業務マニュアル　業務処理編

Ｎ－１－６－２
計測器業務マニュアル　業務処理編

 
 

図Ⅰ－１－１ 
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Ⅱ． 業務の基礎知識 
 

１．計測器業務の概要 
（１）業務処理の種類 

計測器業務には工事業務、予算管理、設備管理、関連業務等があり、代表的な業務の種類

を図Ⅱ－１－１に示す。 

 

 

    業 務 の 概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅱ－１－１ 

 

 

 

 

 
・各種計測器工事設計 
・計測器受払 
・補修工事 
・検満工事 
・１８ヵ月超過計測器撤去工事 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 工 事 業 務 
 
・計測器工事(建仮・修繕)計画 
・委託費用計画 
・執行管理 
・未竣工管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 予 算 管 理 

 
・購買請求 
・電力量計請求予告月報作成 
・事故処理 
・計測器ネジキャップの取扱い 
・ﾀｲﾑｽｲｯﾁ設定ﾌﾞﾛｯｸの管理 
・棚卸し 
・各種年報、月報整理 
・各種帳票の確認 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 関 連 業 務 
 
・システム管理する計測器 

設備情報のメンテナンス 
・年度末設備情報を 

用いた設備数管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 設 備 管 理 
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２．計測器業務の流れ 

 

（１）計測器業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  住宅・ビル・工場等の建設、増改築の供給工事に伴う計測器の新設・容変工事を行う。 

新設・容変工事 

  検定有効期間満了取替工事（略して「検満工事」という。）は、計量法に基づく有効期間満了

前に計測器を取替するものであり、有効期限が近づくと計測器管理システムにより自動的に対

象のお客さまが抽出されるため、配電担当箇所は、この情報をもとに半期に１回（７月、１月）

検満工事計画を実施する。 

検満工事計画後、検満工事計画時に指定した工事予定月をもとに検満工事設計を実施し、発

注の手続きを行う。また、取外した計測器の一部は修理され再利用によりコスト低減を図る。 

検満工事 

修
理
・
再
生 

計測器の有効期間は何年あるの？ 

本店倉庫 

（北海電気工事㈱計測器部） 

各事業所（統括支店・支店・ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ） 

および各工事組合等の倉庫 
取外計測器の一部は 

再生される 

取
外
し 

低圧単独計器 

変成器 

※詳細は参考資料－４参照 

 
 

有効期限は、「単独計器」は計器ガラス面の丸い『シール（検定ラベル）』および『計器封印』に、「変成器付計器」は
カバーねじに付けられた『ファイバー票（検定票）』に表示されている。 

高圧計器･ 

低圧変成器付計器 

（電子式は７年） 

     5   7    10      14    19 21  
（年） 
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計測器の事故も配電線と同様に各種の原因があり､計測器取替工事等を迅速に進めるととも

に、原因特定や再発防止対策を的確に行うことが必要である。 

計測器事故取替・補修工事 

 

計測器工事の予算は、建設仮勘定、修繕費、諸費、委託費等があり、年度当初に配分される。 

担当箇所は各々の工事および業務の進捗状況を管理し、予算の適正な運用を図る。 

予算・設備管理 

 

設備は、全道で約３７９万個（２０２４年３月末現在）と膨大であるが、お客さまとの契約

に重要な役目を持っており、適正かつ効率的に管理する必要がある。 

また、各種月報類は各々の工事システムデータの蓄積であるため、その運用も正確に行うこ

とが必要である。 

 

その他、多種多様な業務があるが、以下にその一部を記載する。 

・購買請求 

・電力量計請求予告月報および特別検定計器予告月報の作成、報告 

・計測器ネジキャップの取扱い 

・ＴＳ設定ブロックの取扱い 

この他、計測器の受払、移管および残数管理等がある。 

関連業務 
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関連業務 

予算管理 

・工事計画（長期、短期） 

・執行管理（建仮、修繕、

諸費） 

・未竣工管理 

計測器ﾈｼﾞｷｬｯﾌﾟの取扱い 

工事管理 
・計測器管理システム               ・資材･経理システム 

TS 設定ﾌﾞﾛｯｸの取扱い 

（２）計測器業務と関連システム 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○資材調達 

○工事費支払 

○工事会社マスター管

理         

     

○件名別予実算比較表 

○営業修繕工事事業所

別実績表等の帳票出

力 

 

設備管理 
 

【配電関係】 

・計測器管理システムにおける計測器設備情報

（お客さま情報を含む）のメンテナンス 

・年度末設備情報（計測器管理システムより 

ＣＳＶ出力が可能）を用いた設備数管理 

 

【業務・料金担当箇所との関わり】 

・電設工事計測器情報連絡（指示数、乗率等） 

・検満取替計測器情報連絡（指示数、乗率等） 

・ 工事会社施工 

・ 委託会社およ

び直営作業 

・ 新設、撤去 

・ 事故、補修 

・ 検満工事 

・ 増加、減少  

・ 種別変更 
○計測器工事の設計 

○計測器の倉出･倉

入処理 

○竣工処理 

○実績管理（月報類） 

○各種工事統計資料

の出力 

○検満工事計画 

○計測器設備登録・

訂正 

 

○ 

工事設計

の都度、 

連係的に

処理 

工事発生の都

度、相互的に

処理 

工事 

発生 

付託 

発注 

各種 

情報 ・ 検針担当 

 

信頼度管理 

・事故処理業務 

ＤＢ 

工事発生の都

度、相互的に

処理 

事故 

報告 
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（３）計測器の流通体系 

  

 

 
 

 

各事業所から電力量計請

求予告月報および特別検

定計器予告月報で数量通

知 

報告 資材担当 計測器メーカー 
（製造） 

工事組合 
各事業所（統括支店・
支店・ﾈｯﾄﾜｰｸｾﾝﾀｰ） 

委託会社 

お客さま 施工会社 

【 参 考 】 

１．移管とは 

本店倉庫から各計測器倉庫への計測器の補充や引き上げ

等、各計測器倉庫間で計測器を配送することをいう。 

２．倉出・倉入とは 

計測器を工事目的のために倉庫から工事会社や作業者へ

払出することをいう。 

通
知 

合格品 

受 検 

納
品 

本店倉庫の委託会社 
日本電気計器 

  検定所 

（検査試験） 
（受入・修理調整） 

   移管 

   倉出・倉入 

   工事施工 

発注 
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Ⅲ．工事業務 

１．設備工事 

（１）設備工事の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ－１－１ 

 

ａ．電設工事に伴う計測器工事 

電気工作物の新設、増設、変更等の電設工事に伴う計測器工事 

ｂ．スイッチング工事 

他の小売事業者への契約切替による従来計器からスマートメーターへの取替工事 

ｃ．転入（再点）工事 

転出中の家屋に入居することに伴い、電気を使用し、新たに電気の需要を開始する場合

に伴う計測器工事。１８ヵ月超過工事等により計測器が撤去された箇所に対して、契約の

復活が発生した場合の計測器の取付工事も含む。 

ｄ．事故取替工事 

計測器事故に伴う単位物品（計量器）の取替工事 

ｅ．全撤工事 

住宅の取壊し等に伴う計測器の撤去工事 

ｆ．ＳＢ容量変更工事 

契約容量の増加または減少に伴うＳＢ容量変更工事 

ｇ．非単位物品取替工事 

非単位物品（ＳＢ（容量変更以外の取替）、ＴＳ、ＭＣ、その他付属品）の取替工事 

  

ａ．電設工事に伴う計測器工事  

ｇ．非単位物品取替工事 

ｂ．スイッチング工事 

ｃ．転入（再点）工事 

ｄ．事 故 取 替 工 事 

ｅ．全 撤 工 事 

ｆ．ＳＢ容量変更工事 

設 備 工 事 

ｈ．１８ヵ月超過工事 
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ｈ．１８ヵ月超過工事 

原則として全廃後１８ヵ月を超過した単独計器（電子式計器、大容量計器を除く）の撤

去工事。 

１８ヵ月超過工事の実施方法については、別に定める「契約廃止後長期未使用計器の撤

去の手引き」によるものとする。 

 

（２）設備工事の受付 

設備工事の受付は、ネットワーク情報管理システムによる受付情報を選択して工事設計を

実施する。 

ａ．概要 

受付担当箇所にて異動受付登録した受付情報が、ネットワーク情報システムから計測器

管理システムに連係される。 

なお、計測器工事が発生しない契約異動の受付情報も連係されるため、その場合は、自

動削除（設計未着手で異動年月日から６ヶ月超過した受付情報はシステム月次処理により

削除）される。 

受付情報のシステム的な連係タイミングは、電気使用申込書や接続供給契約申込書が配

電（図面照査担当箇所）に回付された時点で、受付情報が連係されている。 

ｂ．修正 

ネットワーク情報システムから連係される受付情報に対して、次の理由により修正が必

要となる場合は、図面照査担当または計測器担当等にて実施する。詳細は「計測器管理シ

ステム オンライン操作ガイド」を参照する。 

① 即日倉出の受付に対して、契約情報およびお客さま情報の一部等、主に自動選定に

必要な情報を補完する場合。 

② 「受付お客さま一覧」画面の確認欄に既設確認フラグ「＊」があり、連係情報の内

容を確認する場合。 

③ 高圧契約の受付に対して、主任技術者情報を入力する場合。 

④ 受付情報の連係後に、申込内容に変更・取り消しが発生した場合。 

 

なお、集合住宅の受付で、受付情報の連係後に部屋番号の変更があった場合は、部屋番

号等の修正は行わないこと（変更後の部屋番号等は、初回料金発行後に電設異動受付シス

テムから連係され、自動的に計測器管理システムのお客さま情報を更新する）。 
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（３）計測器工事設計と設計起案 

受付された設備工事に対して図面照査を実施した後、計測器の自動選定に必要な受付情報

の確認を行い（自動選定しない場合は、計測器の選定を行う）、「計測器管理システム」によ

り計測器工事設計を行い「設計起案」する。 

計測器工事設計にあたり、設計共通項目情報の登録において受付情報を選択した後、計測

器工事設計を作成する。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

 

計測器工事設計に際しては、次の点に注意する。 

ａ．工事発生の理由が適正か（設備工事としての受付がされているか）。 

ｂ．契約に適した計測器が設計されているか。 

ｃ．取替工事の場合、取付・取外の計測器の内容および数量が一致しているか。 

ｄ．事故取替工事の場合、取付・取外の計測器の種別、相線電圧、容量および数量が一致

しているか。 

ｅ．設計された計測器の組合せおよび単位物品数が適正か。 

ｆ．負担金対象の有無（負担金対象がある場合は、請求漏れが無いよう担当に指示する）。 

ｇ．全撤工事の場合、工事目的コードが「全撤工事」であること。 

ｈ．高圧精密級（容量１００Ａ以上）で一般検定品の対象となる場合があること。 

 

（４）実施承認 

上長は、設計起案された計測器工事設計について、上記の注意点に関して内容を審査し、

計測器管理システムにより「実施承認」処理を行う。詳細は「計測器管理システム オンラ

イン操作ガイド」を参照する。 

 

（５）工事発注と倉出 

ａ．工事発注 

工事発注とは、設備工事を当社認定施工会社（以下、｢施工会社｣という。）に発注するこ

とをいう。 

実施承認後、「計測器管理システム」から｢計測器工事票｣（参考資料－３．３－１（４）

参照）を出力し、必要書類を添付のうえ、施工会社へ発注する。 

なお、工事発注は、「Ｎ－１－１配電業務管理マニュアル 引込線・計測器施工会社認定

編｣により、工事施工範囲と発注先の施工会社区分を確認したうえで行う。 
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ほくでんＮＷ 

工事会社 

倉 出

す 

計測器類 

図 Ⅲ－１－２ 

表 Ⅲ－１－２ 施工会社区分 

施工会社 

区分 

低圧施工会社 高圧施工会社 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ 

施工範囲 

低圧引込線工事 

低圧計測器工事 

低圧引込線工事 

低圧メッセンジャ 

付引込線工事 

低圧計測器工事 

低圧計測器工事 低圧引込線工事 

低圧計測器工事 

高圧計測器工事 

低圧引込線工事 

低圧メッセンジャ 

付引込線工事 

低圧計測器工事 

高圧計測器工事 

  

ｂ．倉出 

倉出とは、新設工事等に伴い計測器の取付けを施工会社へ発注するため、当社計測器倉

庫より計測器を払出すことをいう。 

なお、倉出は原則として、しゅん工調査申込予定日の数日前以内とする。 

（ａ）計測器倉出 

① 計測器倉出箇所は、｢計測器工事         

票｣を確認後、払出計測器の「計測器管

理シール（ＱＲコード付）｣を電気使用

申込書や接続供給契約申込書等に貼付

け（払出計測器情報の異動票への転記

は不要）し、計測器管理シールの「Ｑ

Ｒコード」の読み取りにより当該計測

器設備情報を計測器管理システムへ登

録後、「倉出計測器設備票」（参考資料－３．３－１（１４）参照）を出力し申込書類

に添付する。 

なお、「倉出計測器設備票」には個人情報が記載されていることから、紛失等が無い

よう、取扱いには十分留意する。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイ

ド」を参照する。 

② 高圧計器、変成器（ＶＣＴ）を倉出する際は、「計測器管理シール（ＱＲコード付）」

を「受付票」の写し等に貼付けし、ＱＲコードの読み取り（計測器倉出設備登録）に

より当該計測器設備情報を計測器管理システムへ登録後、「倉出計測器設備票（高圧）」

（参考資料－３．３－１（１５）参照）を出力し、計測器工事の検収作業（以下、「計

測器検収作業」という。）時まで配電担当箇所にて一時保存する。計測器検収作業後、

受付担当箇所に回付し、返付された後、配電担当箇所にて１年間保存する。 

③ 変成器付計測器（低圧ＣＴ付計測器、高圧計測器）を倉出する際は、「変成器付計測

器工事自主検査票兼現地調査処理票」（自主検査および工事検収に使用する。参考資料

－１７参照。）を渡し、施工会社の自主検査工事前後の確認を実施させる。 

施工会社が使用した当該帳票は、計測器検収作業時に使用し、計測器検収作業後は、

「倉出計測器設備票」とともに配電担当箇所にて１年間保存する。  
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図 Ⅲ－１－３ 倉出計測器設備票（高圧）のフロー 

 

 

本店倉庫 配電 施工会社 受付担当箇所 

 

   

計測器管理シール 
（ＱＲコード付） 

計測器管理シール 
（ＱＲコード付） 

高圧計器 

高圧変圧変流器 
（ＶＣＴ） 

移管 
（補充） 

工事実施 

計測器倉出設備登録 

＆倉出確定 

計測器 

倉庫 

計測器設備・取付 

指示数登録 

高圧計器 

高圧変圧変流器 
（ＶＣＴ） 

高圧変圧変流器 
（ＶＣＴ） 高圧計器 

倉出計測器設備情報連係（倉出時） 

受付票（写） 

倉出計測器設備票 

（高圧） 

計測器管理シール（ＱＲコード付）を貼付 

計器とＶＣＴの計測器設備情報（ＱＲコー

ドの情報）が印字されている 

受付票（写） 

倉出計測器設備票 

（高圧） 

一時保存 

工事検収 

計測器倉出登録 

２次配線の太さ・こう長等の登録 

※登録作業は配電のみ行う 

送電立会 

（計測器検収作業） 

高圧変圧変流器 
（ＶＣＴ） 高圧計器 

照合 

検収登録 

竣工処理 

保存（１年間） 

計測器設備 

データベース 

工事竣工 

連係内

容確認 

計測器設備・ 

指示数登録 

受付票（写） 

倉出計測器設備票 

（高圧） 

受付票（本書） 

異動完了 

受付票（写） 

倉出計測器設備票 

（高圧） 

回付 

返付 

計測器設備シール（ＱＲコード付）

が剥がされた状態 

計測器設備シール（ＱＲコード付）を

受付票の本書へ張り替え 

倉出計測器設備情報連係（検収時） 

変更なし 

変更あり 

ＱＲコードの入力情報がデータ

ベース（ＤＢ）に更新 

※送電日の４営業日前までに行う 

※配電は当該帳票を用いて施工状態の確認を行う 

受付票（写） 

倉出計測器設備票 

（高圧） 

受付票（写） 

倉出計測器設備票 

（高圧） 

※当該帳票により施工会社は 

工事前後の確認を行う 

高圧計測器工事 

自主検査票兼 

現地検査処理票 

（高圧） 

高圧計測器工事 

自主検査票兼 

現地検査処理票 

（高圧） 

高圧計測器工事 

自主検査票兼 

現地検査処理票 

（高圧） 

高圧計測器工事 

自主検査票兼 

現地検査処理票 

（高圧） 

高圧計測器工事 

自主検査票兼 

現地検査処理票 

（高圧） 
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図 Ⅲ－１－５ 

ほくでん NW 

工事会社 

倉 入 

計測器類 

（ｂ）倉出確定 

計測器倉出箇所は前述（ａ）の倉出処理を終えた後、計測器管理システムにて「倉出

確定」処理（倉出年月日の登録）を行う。詳細は「計測器管理システム オンライン操

作ガイド」を参照する。 

（ｃ）計測器の移管（定数の補充） 

計測器の倉出後、定数より減少した数量を、倉出月日の入力により品目別に定数との

差を補充する。前述（ｂ）の作業を終了すると、次回の補充日に倉出した計測器と同種

類、同容量のものが補充される。到着後、種類・容量・数量を確認し計測器倉庫に受入

れする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

集計日Ａの翌日から集計日Ｂまでの入力分が補充日Ｂに移管される。 

すなわち、この図表上ではｂ日～ｅ日の倉出処理分が補充日Ｂに移管される。 

（ａ日、ｂ日、ｃ日、ｄ日、ｅ日、ｆ日、ｇ日は倉出処理日の翌営業日である。） 

 

（６）倉入と工事検収 

ａ．倉入 

倉入とは、撤去工事および取替工事に伴い撤 

去した計測器を各計測器倉庫が受け取ることを

いう。 

なお、倉入を伴わない工事の場合、計測器管 

理システムにおける倉入処理は不要である。 

（ａ）計測器倉入 

施工会社は、現場より撤去した計測器を倉  

入する。その際、「計測器返納票（Ｃ票、Ｄ票）」

を取付ける。 

（ｂ）倉入確定 

イ．計測器の検収作業を行った後、計測器管理システムにて「倉入確定」処理（倉入年

月日の登録）を行う。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照

する。 

ロ．良品、廃品の区別は倉入された計測器を確認し、「ＲＪ－２－１ 貯蔵品管理マニュ

アル 別表－２不用品判定基準」により判断する。 

  

図 Ⅲ－１－４ 計測器移管スケジュール例 

ａ日 ｂ日 ｃ日 ｄ日 ｅ日 ｆ日 ｇ日 

集計日Ａ 補充日Ａ 集計日Ｂ 補充日Ｂ 
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（ｃ）計測器の移管（引き上げ） 

① 計測器の移管（引き上げ）は、計測器作業スケジュールリスト（資材担当箇所作成）

に基づき行う。「移管指示票」（移管指示票とは、移管する内容が記載されたもので、

倉入票の入力処理後集計され、帳票出力日以降に端末機から出力可能）と照合した計

測器は良品、要修理品に区別し、本店倉庫を通して移管（引き上げ）する。 

② 良品と判断された計測器は、一定の試験が行われ、使用可能なものは再度使用し、

廃品は処分される。 

ｂ．工事検収 

工事検収とは、工事完了後の検収作業を終え、計測器管理システムに検収内容を入力す

ることをいう。 

（ａ）検収 

計測器検収作業は、低圧の場合しゅん工調査時に、高圧は送電時にあわせて行うこと

を基本とする。種変工事等で、しゅん工調査または高圧送電が発生しない場合は単独で

計測器検収作業を行う。 

なお、事故取替工事、全撤工事、復活計器取付工事および異動に伴う取替工事の計測

器検収作業は、施工会社の自主検査による書類検収とする。 

計測器検収作業には「倉出計測器設備票」および施工会社から返却された「変成器付

計測器工事自主検査票兼現地検査処理票」（低圧ＣＴ付計測器工事および高圧計測器工

事の場合）を用い、これら帳票の記載情報と現地施設計測器の情報・施工状態を照合し

て一致していることを確認する。 

次の①～④の情報について該当がある場合は、「倉出計測器設備票」の確認箇所に記入

する。 

① 計器容量、番号、表示確認、計測器の取付位置、取付状態および接続の確認なら

びに計測器箱・板の取付け状態等を確認する。 

なお、取付位置については、施設計測器のすべて（ＳＢを除く）に対してシステ

ム入力が必要なため、検収時に確認した結果を「倉出計測器設備票」の該当箇所に

記載し、当該設備情報を工事検収前までに倉出設備登録にてシステム入力する。 

② 変成器と組合せて使用する計量器の検収については、合番号・乗率・容量の組合

せが一致していることを確認するとともに、２次配線太さ・こう長等も確認する。 

なお、２次配線太さ・こう長・２次配線の資産区分は、「倉出計測器設備票」の該

当箇所に確認結果を記載し、当該設備情報を工事検収前までに倉出設備登録にてシ

ステム入力する。 

③ 高圧通信端末の検収については、通信端末の電源取得先、収納箇所等も確認する。 

④ スマートメーターは双方向計量のため、逆潮流がある場合においても動作確認は

順方向のみとする。 

また、次の①～⑦については、適正計量の実施および適正な契約の履行を目的に、重

点的に確認する（適正に実施されない場合は、「電気事業法 第１８条 第２項、第２０条 

第２項、第２１条 第２項」、「計量法 第１０条 第１項」および「計量法 第１６条 第２

項」に抵触する）。 
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① 契約に適した計測器が施設されていること。 

② 計測器の組合せが適正であること。 

③ 変成器付計器については、計器と変成器の合番号・乗率・容量の組合せが一致し

ていること。 

④ 電子式計器およびＴＳにおける各種設定（現在年月日・現在時刻・計量確定日・

夜間開始時刻・通電時間帯設定等）が適正であること。 

⑤ １需要場所において複数の計測器が施設される場合において、二重計量が発生し

ないように適正配線されていること。 

⑥ 集合住宅については、各戸に施設された計測器が（配線上、またはシステム登録

上）入り繰りしていないこと。 

【集合住宅の計測器検収の注意点】 

集合住宅の受付情報連係後に部屋番号の変更があった場合は、受付担当箇所より回付
された電気使用申込書に付された「連係内容連絡票」の「６．その他」欄に部屋番号
等が変更となっていることが記されているため、その内容に基づき、倉出計測器設備
票の「お客さま名」に記載されている部屋番号を手書き（朱記）により修正し、修正
後の部屋番号にて現地計測器の確認を行う。 

⑦ 高圧精密級（容量１００Ａ以上）で一般検定品の対象となる場合があること。 

 

（ｂ）検収データの登録 

現地における計測器検収作業終了後、２次配線太さ・こう長等を計測器管理システム

に入力（計測器倉出設備登録）した後、当該設計の「工事検収」処理を行い、上長の確

認を得る。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

なお、工事検収前には、次の注意点を確認する。 

① 当該設計の工事が確実に完了したか。 

② 契約に適した計測器が施設されていたか。 

③ 施工内容が工事設計に漏れなく反映されているか。 

④ 取替工事の場合、取付・取外の計測器の内容および数量が一致しているか。 

⑤ 事故取替工事の場合、取付・取外の計測器の種別、相線電圧、容量および数量が

一致しているか。 

⑥ 施設された計測器の組合せ（合番号含む）および単位物品数が適正であり、かつ、

工事設計に漏れなく反映されているか。 

⑦ 負担金対象がある場合は、負担金請求漏れが無いか。 

⑧ 高圧精密級（容量１００Ａ以上）で一般検定品の対象となる場合があること。 

⑨ 変成器付計測器を施工する際に、「変成器付計測器工事自主検査票兼現地調査処理

票」による確認を行っているか。 

 

ｃ．検収登録 

上長は、工事検収完了後の工事竣工が可能な計測器工事設計について、上記の注意点に

関して内容を審査し、計測器管理システムにより「検収登録」処理を行う。詳細は「計測

器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。  
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ｄ．計測器設備情報のネットワーク情報管理システムへの連係 

ネットワーク情報管理システムから計測器管理システムへ連係した受付について、計測

器払出時にＱＲコードから読み取りされた計測器設備情報は、「倉出登録」時と「検収登録」

時の２回、ネットワーク情報管理システムへ連係される。ただし、容変・種変・全撤等、

計量器を撤去する場合においては、取外指示数（終針）がシステムに連係されないため、

「倉出計測器設備票」に取外指示数を記入して通知する。 
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計測器業務フロー ａ．電設工事に伴う計測器工事 

電気工事店 受付担当箇所 配電 本店倉庫 

    

申込書 

 

計測器工事設計 

申込書 

 

申込書 

 

工事実施承認 

工事発注 

受付登録 

申込書 

 

計測器工事票 

申込書 

 

計測器工事票 

受付情報確認 

計測器工事票 
 

図面照査担当他 

工事受注 

※電設Ｗｅｂ経由で受け付ける場合 
小売電気事業者がデータ格納し、 
受付担当箇所にて申込書類一式を 
印刷する 

計測器倉出登録・倉出確定 

計測器 
倉出依頼 

計測器設備・取付 

指示数登録 

倉出計測器設備情報連係 
（倉出時） 

倉出計測器設備票 

申込書 

 

計測器工事票 

倉出 工事実施 

受付 

ＱＲコード読込み後に 

出力する。 

倉出計測器に貼付されている 

計測器管理シール（ＱＲコード付）を 

申込書に貼付。 

※計測器設備情報（計器指示数含む）の 

異動票への転記は不要。 

しゅん工調査受付 

しゅん工調査 

（計測器検収作業） 

計測器倉出設備登録 

２次配線の太さ・こう長等の登録 

※登録作業は配電のみ行う 

工事検収 

検収登録 

竣工処理 

書類保管 

移管 
準備 

資材連係 

移管 
（補充） 

異動完了 

計測器設備・ 

指示数登録 

倉出計測器設備情報連係 
（検収時） 

計測器設備 

データベース 

工事竣工 

倉出計測器 
設備票 

申込書 

 

ＱＲコードの入力情報がデータ

ベース（ＤＢ）に更新 

しゅん工調査依頼 

変更なし 

変更あり 

現地検収者の押印が必要な書類 
・計測器工事票 
・倉出計測器設備票 
・変成器付計測器工事自主検査票 
兼現地検査処理票 

再倉出時の処理 
・再倉出分の倉出計測器設備票および異動
票に“マル再”の印または記入する 
・異動票に貼付している計測器管理シール
を再倉出のものに貼り替える 
（古いシールは計測器に貼り戻す） 

計測器 
計測器 

計測器 

計測器工事 
票（写） 

（必要に応じて写
しを）保存 

倉入指示 
移管 
準備 

資材連係 

移管 
（引き上げ） 

取外計測器 取外計測器 

取外計測器 

倉出計測器 
設備票 

456 

申込書 

 

計測器工事票 

倉出計測器 
設備票 

456 

取外計器の指示数（終針）を記入 

自主検査結果を記入 

倉入 

計測器
倉庫 

計測器
倉庫 

計測器工事票 

計測器工事票 

申込書 

 

計測器工事票 

倉出計測器設備票 

申込書 

 

計測器工事票 

計測器工事票 

倉出計測器 

設備 

申込書 

 

倉出計測器 
設備票 

申込書 

 

計測器工事票 

 
連係内容 

確認 

計測器工事票 

供給検討回答等 

負担金処理 

施工依頼 

※特定小売メニューで負担金が 
ない場合は直ちに発注可 

変成器付計測器工事の場合のみ 

自主検査票 

変成器付計測器 

工事自主検査票兼 

現地検査処理票 

（高圧） 

自主検査票 

自主検査票 

自主検査票 

自主検査票 

自主検査票 
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計測器業務フロー ｂ．スイッチング工事 

電気工事店 受付担当箇所 配電 本店倉庫 

    

計測器検収作業完了の押印が 
必要な書類 
・異動作業票 
・計測器工事票 
・倉出計測器設備票 
・変成器付計測器自主検査票兼 
現地検査処理票 

倉出計測器
設備票 

異動作業票 
異動作業票 

計測器工事設計 

工事実施承認 

工事発注 

受付登録 受付情報確認 

工事受注 

計測器工事票 

計測器工事 
発注票 

計測器倉出登録・倉出確定 

計測器工事票 

計測器工事 
発注票 

計測器設備・取付 

指示数登録 

倉出計測器設備情報連係 
（倉出時） 

倉出 工事実施 

ＱＲコード読込み後に出力する。 

倉出計測器に貼付されている計測器管理シール

（ＱＲコード付）を倉出計測器設備票に貼付。 

現地作業者時に施工者が貼付する。 

計測器倉出設備登録 

２次配線の太さ・こう長等の登録 

※登録作業は配電のみ行う 

工事検収 

検収登録 

竣工処理 

移管 
準備 

資材連係 

移管 
（補充） 

計測器設備 

データベース 

工事竣工 

ＱＲコードの入力情報がデータ

ベース（ＤＢ）に更新 

１年間保存 

計測器 

計測器 

計測器 

計測器工事
票（写） 

（必要に応じて
写しを）保存 

倉入指示 
移管 
準備 

資材連係 

移管 
（引き上げ） 

取外計測器 
取外計測器 

取外計測器 

倉出計測器 
設備票 

456 

取外計器の指示数（終針）を記入 

倉入 

計測器
倉庫 

計測器
倉庫 

異動作業票 

計測器工事票 

異動作業票 

異動作業票 

計測器工事票 

異動作業票 

計測器工事票 

異動作業票 

計測器工事票 

倉出計測器 
設備票 

456 

異動作業票 

計測器工事票 

倉出計測器 
設備票 

異動作業票 

計測器工事票 

倉出計測器 
設備票 

作業結果登録 

変成器付計測器工事 
の場合のみ 

自主検査票 

変成器付計測器 

工事自主検査票兼 

現地検査処理票 

（高圧） 

自主検査票 

自主検査票 
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計測器業務フロー ｃ．転入（再点）工事（復活計器取付） 

工事付託しない場合(委託先or直営)

工事付託する場合

工事付託しない場合(委託先or直営)

工事付託する場合

倉出

NO

YES

保存

計測器倉出設備登録
＆倉出確定

工事発注

工事実施

計測器工事設計
（計測器管理システム）

・計測器設計

工事受注

移管
準備

移管
（補充）

工事検収

竣工処理

営業担当箇所
（お客さまセンター）

配           電施工会社
計器工業

（資材部倉庫）

計測器

受付

倉出

計測器工事
発注票

計測器

工事竣工

計測器設備
データベース

工事実施承認
（電子承認）

計測器検収作業完了の押印が必要な書類
　・異動作業票
　・計測器工事確認票（検収票）

検収登録

計測器
倉庫

ＱＲコードの入力情報がデータ
ベース（ＤＢ）に更新される

倉入確定

異動作業票

異動作業票

検収票

計測器工事
発注票

工事完了報告

倉出計測器設備情報連係

計測器設備・取付
指示数登録

検収票

異動作業票

計測器工事
受付

工事会社付託

計測器
倉庫

工事実施

異動作業票

計測器

倉出計測器に貼り付けされている計測器管理シール
（ＱＲコード付）を異動作業票等に貼り付けする。
※計測器設備情報の当該帳票への転記は不要。

異動作業票

検収票

検収票

計測器工事
発注票

計測器工事
確認票

（検収票）

検収票を確認票で代用
する場合は不要

異動作業票

１年間保存

資材連係

検収票

異動作業票

異動作業票

計測器工事確認票を検収票
として使用しない場合は破棄

計測器

確認票
（検収票）異動作業票

倉出計測器に貼り付けされている計測器管理シール
（ＱＲコード付）を異動作業票に貼り付けする。
※計測器設備情報の当該帳票への転記は不要。

 

(委託先or直営)

(本店倉庫) 
店倉庫) 

 
店倉庫) 

受付 本店倉庫 

計測器 

工事票 

計測器 

工事票 

計測器 

工事票 

計測器 

工事票
（写） 

（必要に応じて） 

工事票 

工事票 

工事票 

変成器付計測器工事 
の場合のみ 

・変成器付計測器自主検査票兼現地検査処理票 

計測器 
工事票 

計測器 
工事票 

変成器付計測器 

工事自主検査票兼 

現地検査処理票 

（高圧） 

自主検査票 

自主検査票 
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計測器業務フロー ｄ．事故取替工事・ｇ．非単位物品取替工事（ＳＢ除く） 

 

その他書類

お客さまの声

工事付託しない場合

工事付託する場合

工事付託しない場合

工事付託する場合倉入

倉出

NO

YES

保存

計測器倉出設備登録
＆ 倉出確定

工事発注

工事実施

計測器工事設計
（計測器管理システム）

・計測器設計

工事受注

移管
準備

移管
（補充）

工事検収

竣工処理

営業担当箇所
（お客さまセンター）

配 電施工会社
計器工業

（資材部倉庫）

計測器

倉出

計測器工事
発注票

計測器

保存（１年間）

工事竣工

計測器設備
データベース

工事実施承認

（電子承認）

計測器検収作業完了の押印が必要な書類
・計測器工事票（一般）A／B票
・計測器工事確認票（検収票）
・倉出計測器設備票

倉入

倉入指示

検収登録

移管
準備

資材連係

計測器
倉庫

移 管
（引き上げ）

QRコードの入力情報
がデータベース（DB）
に更新される。

倉入確定

計測器
倉庫

※「倉入設備設計」にて撤去対象（既設）設備
を選択し、「倉入設備登録（設計支援）」機能に
より撤去計測器の自動設計が可能

工事票発行

検収票

計測器工事
発注票

工事完了報告

保存もしくは破棄

倉出計測器設備情報連係

計測器設備・
指示数登録
終針確認含む

取外計測器

取外計測器

取外計器の指示数（終針）を記入すること。

計測器工事
受付

工事会社付託

計測器
倉庫

工事実施

計測器
倉庫

工事票発行

計測器工事確認票を検収票
として使用しない場合は破棄

計測器倉出計測器に貼付けされている計測器管理シール（QRコ
ード付）を計測器工事票（一般）A票に貼付けの上、計測器
設備情報（計器指示数含む）を当該帳票に転記する。

計測器

倉出計測器に貼付けされている計測器管理シール
（QRコード付）を計測器工事票（一般）A票に貼付け
の上、計測器設備情報（計器指示数含む）を当該帳
票に転記する。

取外計測器
取外計器の指示数（終針）を記入すること。

検収票

倉出計測器
設備票

検収票

計測器工事
発注票

計測器工事
確認票

検収票を確認票で代用
する場合は不要

工事済みの場合は、この時点で取外
計器の指示数（終針）を記入する。

ＱＲコード読込み後に出力する。
※高圧計測器の場合のみ出力

取外計測器

資材連係

受付
その他書類

お客さまの声
連絡票

計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

その他書類

お客さまの声連絡票

計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

4 5 6

計測器工事票B票

計測器工事票

（一般用）A票 その他書類

お客さまの声
確認票

計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

倉出計測器
設備票

4 5 6

検収票
計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

倉出計測器
設備票

4 5 6

4 5 6

検収票
計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

倉出計測器
設備票

4 5 6

4 5 6

計測器工事票
（一般用）B票

倉出計測器
設備票

4 5 6

4 5 6

倉出計測器
設備票

4 5 6

計測器工事票
（一般用）B票

4 5 6

保存（１年間）

その他書類

お客さまの声
連絡票

その他書類

お客さまの声
連絡票

（検収票）

１年間保存

事故取替の場合は、事故計測
器調査原票を作成し、取外計測
器とともに送付する。

※計測器事故が原因で供給
支障が発生した場合は、各
支店配電（工事・技術）Gにお
いて、「計測器事故報告書
（供給支障分）」（計器工業で
の事故原因調査完了後に配
電部より送付）を基に、総括
保守管理者および主任技術
者へ報告する。

詳細はⅦ．計測器関連業
務 １．計測器事故処理業務
を参照。

 
店倉庫) 

受付 本店倉庫 

計測器 

工事票 

計測器 

工事票 

計測器 

工事票 

計測器 

工事票 （必要に応じて） 

工事票 

工事票 

工事票 

・計測器工事票 

※計測器事故が原因で供給支
障が発生した場合は、各事
業所において「計測器事故
報告書（供給支障分）」（北
海電工計測器部での事故原
因調査完了後に本店配電部
より送付）を基に、統括保
守管理者および主任技術者
へ報告する。 
詳細は、Ⅶ．計測器関連業
務 １．計測器事故処理業
務を参照。 

変成器付計測器工事 
の場合のみ 

・変成器付計測器自主検査票兼現地検査処理票 

自主検査票 

変成器付計測器 

工事自主検査票兼 

現地検査処理票 

（高圧） 

工事票 

自主検査票 

自主検査票 

自主検査票 

自主検査票 

自主検査票 
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計測器業務フロー ｅ．全撤工事 
施工会社 受付担当箇所 配電 本店倉庫 

    

 

 【※１ 異動作業票への指示数の記入方法】 

 従来型計器 ＳＭ（現在値検針） ＳＭ（30分値収集） 

単時間帯契約 作業時指示数を記入 作業時指示数を記入 
ＳＭ終針日時の 
指示数を記入 

多時間帯契約 作業時指示数を記入 ― 
記入しない 

（後に検針担当で記入） 

  

ｵﾝﾗｲﾝ異動票 

異動作業票 
(廃止申込書) 

受付 

計測器工事 
受付 

 
工事会社付託 

計測器工事設計 
（計測器管理システム） 

・計測器設計 

工事実施承認 
（電子承認） 

計測器工事票 
ｵﾝﾗｲﾝ異動票 

異動作業票 
(廃止申込書) 

456 

直営工事実施 

ｵﾝﾗｲﾝ異動票 

異動作業票 
(廃止申込書) 

計測器
倉庫 

倉入 

ｵﾝﾗｲﾝ異動票 

異動作業票 
(廃止申込書) 

Yes 

No 

検収票 

計測器工事票 

工事実施 

計測器工事票 

（必要に応じて）
保存 

取外計測器 

計測器
倉庫 

竣工処理 

竣工登録 

取外計測器 取外計測器 

計測器工事票 

ｵﾝﾗｲﾝ異動票 

異動作業票 
(廃止申込書) 

指示数登録 
終針確認 

456 

ｵﾝﾗｲﾝ異動票 

異動作業票 
(廃止申込書) 

456 

移管 
準備 

取外計測器 

工事付託 
しない場合 

工事付託 
する場合 

工事完了報告 

資材連係 

移管 
（引き上げ） 

※「倉入設備設計」にて撤去対象（既設）設備
を選択し、「倉入設備登録（設計支援）」機能に
より撤去計測器の自動設計が可能。 

低圧全撤⇒異動作業票（オンライン異動票） 
高圧全撤⇒廃止申込書 
※供給地点特定番号が必ず記載されていること。 

取外計器の指示数（終針）を記入すること 

検収票を確認票で代用 
する場合は不要 

撤去対象のお客さま情報の関
連付けがないまま工事検収す
ることはシステム的に不可 

１年間保存 

異動作業票への

指示数の記入方

法は※１を参照 

ＳＭは倉入箇所にて電圧

印加を行い、作業用ＨＴに

より３０分値データ収集

を行う 

計測器工事票 

ｵﾝﾗｲﾝ異動票 

異動作業票 
(廃止申込書) 

工事発注 工事受注 

倉入確定 

検収登録 

工事検収 

倉入指示 

※工事目的 CDは必ず「全撤工事」を選択する。 
（全撤工事以外で「撤去のみの内容」となる」工事の
設計は、該当する工事目的 CD（18超工事、OP撤去、
部分撤去）を選択する。） 

検収票 

計測器工事票 

ｵﾝﾗｲﾝ異動票 

異動作業票 
(廃止申込書) 
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計測器業務フロー ｆ．ＳＢ容量変更工事 

 

  

工事付託する場合

工事付託する場合

工事付託しない場合
（委託先 or 直営）

倉入

倉出

NO

YES

保存

計測器倉出設備登録
＆倉出確定

工事発注

工事実施

計測器工事設計
（計測器管理システム）

・計測器設計

工事受注

移管
準備

移管
（補充）

工事検収

竣工処理

営業担当箇所
（お客さまセンター）

配           電施工会社
計器工業

（資材部倉庫）

受付

倉出

計測器工事
発注票 資材連係

工事竣工

計測器設備
データベース

工事実施承認
（電子承認）

計測器検収作業完了の押印が必要な書類
　・異動作業票
　・計測器工事確認票（検収票）

倉入

倉入指示 移管
準備

資材連係

計測器
倉庫

移　管
（引き上げ）

倉入確定

計測器
倉庫

異動作業票

※「倉入設備設計」にて撤去対象（既設）設備
　を選択し、「倉入設備登録（設計支援）」機能
　により撤去ＳＢの自動設計をすることも可能。

検収票

計測器工事
発注票

計測器工事
確認票

（検収票）

工事完了報告

１年間保存

計測器工事
受付

工事会社付託

計測器
倉庫

工事実施

計測器
倉庫

契約用安全
ブレーカ

契約用安全
ブレーカ

検収票

異動作業票

異動作業票 異動作業票

倉出ＳＢに貼り付けされている計測器管
理シール（ＱＲコード付）を異動作業票に
貼り付けする。
※ＳＢ情報の当該帳票への転記は不要。

異動作業票

契約用安全
ブレーカ

契約用安全
ブレーカ
（取外）

検収票

計測器工事
発注票

検収票

異動作業票

検収票

異動作業票

契約用安全
ブレーカ
（取外）

契約用安全
ブレーカ
（取外）

契約用安全
ブレーカ
（取外）

計測器設備登録

一般異動（増加／減少）のＳＢ
取替の設備ＤＢ更新は、営業
システムの異動情報で行う。

複数一括（グロス）設計で行う場合は、
取付ＳＢの倉出設備登録は不要。

倉出計測器設備情報連係
（取付ＳＢの倉出設備登録を実施した場合）

取付ＳＢの倉出設備登録を実施した
場合、ＱＲコードの入力情報がデー
タベース（ＤＢ）に更新される

検収登録

異動作業票

委託先 or 直営の場合

検収票を確認票で
代用する場合は不要

工事付託しない場合
（委託先 or 直営）

※取付ＳＢの倉出設備登録を
　実施した場合も、最終的には
　営業システムの異動情報に
　より更新される。

 
店倉庫) 

受付 本店倉庫 

計測器 

工事票 

計測器 

工事票 

計測器工事

票（写） 

（必要に応じて）保存 

工事票 

工事票 

工事票 

・計測器工事票 

計測器 

工事票 
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計測器業務フロー ｇ．非単位物品取替工事（ＳＢ事故取替） 

 

工事付託する場合

工事付託しない場合

工事付託する場合
倉入

倉出

NO

YES

保存

計測器倉出設備登録
＆倉出確定

工事発注

工事実施

計測器工事設計
（計測器管理システム）

・計測器設計

工事受注

移管
準備

移管
（補充）

工事検収

竣工処理

営業担当箇所
（お客さまセンター）

配 電施工会社
計器工業

（資材部倉庫）

受付

倉出

保存（１年間）

工事竣工

計測器設備
データベース

工事実施承認
（電子承認）

計測器検収作業完了の押印が必要な書類
・計測器工事票（一般）Ａ／B票
・計測器工事確認票（検収票）

倉入

倉入指示

検収登録

移管
準備

資材連係

計測器

倉庫

移 管
（引き上げ）

ＱＲコードの入力情報がデータ
ベース（ＤＢ）に更新される

倉入確定

計測器
倉庫

※「倉入設備設計」にて撤去対象（既設）設備
を選択し、「倉入設備登録（設計支援）」機能
により撤去ＳＢの自動設計が可能。

工事票発行

工事完了報告

保存もしくは破棄

１年間保存

倉出計測器設備情報連係

計測器設備登録

計測器工事

受付

工事会社付託

計測器
倉庫

工事実施

計測器
倉庫

工事票発行

計測器工事確認票を検収票
として使用しない場合は破棄

倉出計測器に貼り付けされている計測器管理シール
（ＱＲコード付）を計測器工事票（一般）Ａ票に貼り付け
の上、計測器設備情報を当該帳票に転記する。

倉出ＳＢに貼り付けされている計測器
管理シール（ＱＲコード付）を計測器
工事票（一般）Ａ票に貼り付けの上、
計測器設備情報を当該帳票に転記

する。

契約用安全
ブレーカ

契約用安全
ブレーカ
（取外）

契約用安全
ブレーカ

契約用安全
ブレーカ
（取外）

契約用安全
ブレーカ
（取外）

契約用安全
ブレーカ

契約用安全
ブレーカ

契約用安全
ブレーカ
（取外）

計測器工事
確認票

（検収票）

検収票を確認票で代用
する場合は不要

工事付託しない場合

資材連係

その他書類

お客さまの声
連絡票

その他書類

お客さまの声
連絡票

計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

その他書類

お客さまの声

計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

その他書類

お客さまの声
連絡票

計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

検収票

計測器工事
発注票

検収票

計測器工事
発注票

計測器工事
発注票

検収票
計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

検収票
計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

その他書類

お客さまの声
確認票

計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

その他書類

お客さまの声
検収票

計測器工事票B票

計測器工事票
（一般用）A票

計測器工事票
（一般用）B票

計測器工事票
（一般用）B票

本店倉庫 

 
店倉庫) 

受付 

計測器 

工事票 

計測器 

工事票 

（必要に
応じて）
保存 

計測器工事

票（写） 

工事票 

工事票 

工事票 

工事票 

・計測器工事票 
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（７）定数管理 

定数とは、計測器倉庫単位で必要な種類および数量を過去の実績に基づき定めた計測器の

種類および数量をいう。 

定数管理とは、主に計測器倉庫の残数管理であり、定数を日常運用していくうえで差異発

生防止のために定期的または必要に応じて数量の照合、確認を行うことをいう。詳細は  

「ＲＪ－２－１貯蔵品管理マニュアル」を参照する。 

ａ．棚卸 

（ａ）棚卸とは、資材担当箇所の依頼に基づき棚卸実施担当者（原則として、計測器受払・

保管に直接携わっていない者）が年１回、定数の照合と保管状況の確認をするもので、

計測器担当はこれに協力する。 

（ｂ）棚卸の実施は、「棚卸実施表」を端末機から出力し、棚卸実施担当者が倉庫コード設置

箇所単位に行い、計測器担当はこれに協力する。詳細は「ＲＪ－２－１貯蔵品管理マニ

ュアル」を参照する。 

ｂ．日常管理 

計測器担当は移管日（補充・引き上げ）等に合わせ、端末機から「残高照合表」を出力

し計測器の残高照合および保管状況等について調査を行い日常管理に努める。詳細は  

「ＲＪ－２－１貯蔵品管理マニュアル」を参照する。 
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（８）移管 

移管とは本店倉庫から各計測器倉庫への計測器の補充や引き上げ等、各計測器倉庫間で計

測器をやり取りすることをいい、移管に際しては上長の確認を得る。 

なお、移管は事前移管請求を原則とする（注２）。 

 

（注２）特別検定計器については、配電システム側の都合（※１）により、「事前移管請求」扱いであっても「移管請求」

で行う。だたし納期年月日は定期便の配送年月日（※２）を入力し、スポット配送を回避すること。 

※１ 事前移管請求の摘要欄へお客さま名・合番号等を入力しても内容が本店倉庫の委託会社側へ反映されない

ため。 

※２ 定期便の配送年月日を入力しないとスポット扱いとなってしまうため、必ず定期便の配送日を入力する。 

 

ａ．事前移管請求 

（ａ）各計測器倉庫において、次回の補充日に定数に基づき補充される計測器数量とは別に

請求する場合に行う。 

（ｂ）請求は、資材担当箇所から送付される計測器作業スケジュールリストの払出データ集

計日まで行うことができ、それ以降払出到着日まで、次回の補充日に向けての請求はで

きない。 

（ｃ）受注生産計測器や本店倉庫に在庫の少ない計測器は、事前に本店倉庫へ連絡し、その

有無を確認する。 

（ｄ）補充日までに手配がつかず未補充となることがあるので、その場合は再度請求しなけ

ればならない。 

ｂ．移管請求 

（ａ）各計測器倉庫において、やむをえず次回の補充日まで間に合わないような倉出請求が

発生した場合または定数超過計測器を委託先である本店倉庫へ引き上げる場合に行う。 

なお、各計測器倉庫間で計測器をやり取りする場合も同様に行うことができる。 

（ｂ）受注生産計測器や本店倉庫に在庫の少ない計測器は、事前に本店倉庫へ連絡し、その

有無を確認する。 

ｃ．請求方法 

請求は、資材システム（貯蔵品管理システム）により行い、事前移管請求と移管請求と

では処理方法が異なるので注意する。 
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ｄ．移管イメージ 

図 Ⅲ－１－６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）受払委託管理 

各計測器倉庫における日々の計測器受払管理は、貯蔵品管理システムにより行う。 

 

（１０）受払委託管理 

計測器工事の実施に伴う計測器受払業務を委託する場合は、次による。 

ａ．受払委託費の管理 

年度始め（４月）に本店から配分された受払委託費の予算を計測器管理システムに入力

する。受払委託費の執行状況は「計測器受払業務委託実績表（当社用）」により毎月確認す

る。受払委託費の予実算訂正は、計測器管理システムにより行う。詳細は「計測器管理シ

ステム オンライン操作ガイド」を参照する。 

ｂ．受払委託費の支払い 

計測器工事の実施に伴う計測器受払業務の委託先に対し、委託費の支払処理を行う。委

託費の支払いについては、表Ⅲ－１－３の手順により毎月実施する。詳細は「計測器管理

システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

  

計測器倉庫

計器工業
（資材部倉庫）

資材オンライン

移管

事前移管

臨時便

毎月定期便

指定日
に補充

毎月の定期ス
ケジュールに
基づき補充

移管分

定数不足分・事前移管分

他計測器倉庫
移管

補充（取りに行く等）

資材担当

移管指示票

毎月定期便

毎月の定期ス
ケジュールに
基づき倉入分
の引き上げ

 

本店倉庫 

貯蔵品管理システム 
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表 Ⅲ－１－３ 

手順 実施項目 実施内容 

① 委 託 費 の 請 求 

受払委託先は、毎月月初めの営業日に「計測器受払業務委

託実績表（委託先用）」を計測器管理システムから出力し、当

社配電担当箇所に請求書（適格請求書）を提出し、委託費の

請求を行う。 

② 委 託 費 の 審 査 

配電担当箇所は、①により委託先から提出された請求書（適

格請求書）の内容について、計測器管理システムから出力し

た「計測器受払業務委託実績表（当社用）」を基に、その内容

を審査する。 

③ 委託費の支払い 

電子決裁システムによる決裁の後、新会計システム（会計

モニター）により委託費の支払い手続きを行う。【上長による

電子決裁】 

なお、新会計システム（会計モニター）により委託費の支

払い手続きを行う場合は、①により委託先から提出された請

求書（適格請求書）を会計モニターの証拠書類（電子保存）

として添付すること。ただし、支払い誤り等が発生した場合

は、委託先より内容修正した請求書の提出依頼を行い、訂正

処理を実施する。 

 

新会計システム（会計モニター）による委託費の支払いについては、「通常月」と「四半

期末」で次のように行う。 

①通常月（４・５月、７・８月、１０・１１月、１・２月）の支払い 

証拠書類となる委託実績表（当社用）を添付し、毎月１５日頃までに新会計システム

に入力する。通常月は翌月勘定・翌月支払いとなる。 

②四半期末（６月、９月、１２月、３月）の支払い 

四半期末月は勘定上、当月（６、９、１２月）または当年度勘定（３月）とするため、

当月勘定・翌月支払いとなることから、未払い計上処理を行う。 
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２．検満工事 

（１）検満工事とは 

ａ．計量法において、計測器で電力量を計量しその計量値により料金取引をする場合は日本

電気計器検定所または指定検査機関が行う検定を受け、これに合格し検定証印が付された

計器を使用すると定められている。また、検定証印には有効期間が定められており、この

期間を超えて使用することは出来ない（参考資料－４参照）。 

仮に、有効期間を超過した計器を取引又は証明における法定計量単位による計量に使用

し、又は使用に供するために所持した場合は、「計量法 第１６条 第１項の３」に抵触する。 

ｂ．一般的に「検満」とは検定証印の有効期間の満了を意味し、「検満工事」とは、まもなく

有効期間の満了を迎える計測器を取替える工事をいう。 

ｃ．本マニュアルに基づいて検満工事を計画的に推進し、適正計量および的確な設備管理を

し、検満年月経過後の計測器使用を防止する。 

（２）計画 

ａ．毎年６月末・１２月末に検満工事対象となる設備データを計測器設備情報から抽出し、

検満工事計画に利用する検満計画データを計測器管理システムにて作成する（検満工事計

画実施時期と検満対象データ抽出範囲については、図Ⅲ－２－１参照）。 

検満対象データ抽出後に「高圧検満計画対象お客さまデータ」（参考資料－３．３－３（３）

参照）が出力可能となるため、高圧検満におけるお客さまとの停電調整および負担金対象

の確認等に活用する。 

なお、検満計画情報作成時、取付け品名コードに変換できなかった場合、または、１施

設Ｎｏ．に複数の計器受量器情報が存在する場合は、「検満計画データ作成エラーリスト」（参

考資料－３．３－１（２９）参照）に設備の情報を出力する。詳細は「計測器管理システム 

オンライン操作ガイド」を参照する。 

「検満計画データ作成エラーリスト」に出力された設備情報に関する処理については、「計

測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

ｂ．配電担当箇所は、検満対象データ抽出機能により抽出された低圧または高圧のお客さま

データに対して、取替え対象設備ならびに検定種別等を確認した後、低圧の場合は「ブロ

ック－住所」または「ブロック－住所－街区」毎に、高圧の場合は「お客さま」毎に工事予

定月を設定する（上期工事計画は「１月中」、下期工事計画は「７月中」に実施すること）。 

工事予定月の設定に際しては、月毎の工事数をできるだけ均一にすることが望ましいが、

お客さまの停電取得状況、施工会社の繁忙状況などを十分に考慮する。 

工事予定月設定後、検満工事計画を確定する（確定は低圧ならびに高圧で個別に処理が

可能）。 

なお、確定後は工事月の変更は不可とする。詳細は「計測器管理システム オンライン

操作ガイド」を参照する。 

ｃ．検満計画が確定された検満計画情報から「計測器月別検満計画表」（参考資料－３．３－

２（１）参照）ならびに「特別検定計器予告期報」（参考資料－３．３－２（２）参照）の

情報を計測器管理システムにて作成する。 
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ｄ．配電担当箇所は、計画確定した検満工事計画により作成された「計測器月別検満計画表」

ならびに「特別検定計器予告期報」を出力し、上長回付する。また、「検満計画データ作成

エラーリスト」が存在する場合は出力し、その内容に応じて検満計画確定処理により作成

された「計測器月別検満計画表」「特別検定予告期報」などの各種情報の変更を行う。詳細

は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

ｅ．配電担当箇所は検満計画が確定されたものに対し、上長の了承が得られた後、その情報

をデータベースに反映させる「検満工事計画反映指示」を上長が行うとともに、「計測器月

別検満計画表」ならびに「特別検定計器予告期報」を指定期日（上期工事計画：１月末、下

期工事計画：７月末）までに事業所毎に資材担当箇所へ報告する。詳細は「計測器管理シ

ステム オンライン操作ガイド」を参照する。 

ｆ．「検満工事計画反映指示」された検満計画情報から、検満取替え予定の情報を計測器管理

システムにて作成する。この処理により検満設計支援が可能となる。 

なお、「検満工事計画反映指示」を実施しなければ「検満設計支援」が可能にならないこ

とから、確実に行う。 

ｇ．配電担当箇所（決裁者）は「検満工事計画反映指示」を処理した翌営業日に、お客さま情

報の一部が記載されている「高圧検満工事対象お客さまデータ」（参考資料－３．３－３（２）

参照）を出力する。当該データは料金担当箇所において無線検針対応などの事前準備資料

として利用する場合もあるため、料金担当箇所から依頼された場合は送付する。詳細は「計

測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

 

 

 

「上期検満工事計画（下期工事分の計画）」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「下期検満工事計画（翌上期工事分の計画）」 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

※特殊要因抽出期間とは、計測器管理システムに登録されたお客さま情報のうち、「検満可能月（４～６月、７～９月、

１０月～１２月、１～３月）」および「年次点検月」が指定されている計測器を対象とした抽出期間を指す。 

なお、融雪契約の計測器については、基本的に使用期間外である上期に工事するため、システム内で「検満可能月」

を４～６月、７～９月として初期設定している。 

図 Ⅲ－２－１ 検満工事計画実施時期と検満対象データ抽出範囲 

ｎ年 

４月 １０月 

（ｎ＋２年） 

１月 ７月 

（ｎ＋１年） 

４月 １０月 ４月 ７月 ７月 

検満工事期間 
特殊要因抽出期間 

（低圧） 低圧抽出期間 

ＴＯＵ抽出期間 

高圧抽出期間 

特殊要因抽出期間 

（ＴＯＵ・高圧） 

計画 

６月 最終営業日の業後 

検満対象データ抽出 

１０月 

（ｎ＋２年） 

１月 

 

４月 １０月 ４月 ７月 １０月 

（ｎ＋３年） 

１月 
（ｎ＋１年） 

１月 

検満工事期間 特殊要因抽出期間 
（低圧） 

低圧抽出期間 

ＴＯＵ抽出期間 

高圧抽出期間 

特殊要因抽出期間 

（ＴＯＵ・高圧） 
１２月 最終営業日の業後 

検満対象データ抽出 

計画 
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図 Ⅲ－２－２ （２）計画 フロー 

※低圧検満業務を委託していない事業所においては、当社が表中の「当社または委託会社」欄に記載の業務を実施する（高圧

検満に関わる業務は当社が全て実施する）。 

  

 当社 当社または委託会社 その他関係箇所 

(2)

計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※高圧検満における

お客さまとの停電調

整に活用 

ａ．ｂ．

ｃ． ①検満工事計画 

②検満工事計画確定処理 

（計測器管理システム） 

（７月、１月） 

ｄ． 

①検満工事計画結果出力 

・計測器月別検満計画表 

・特別検定計器予告期報 

・検満計画データ作成エラーリスト 

（計測器管理システム） 

※「計測器月別検満計画表」に、当社の担

当者と上長の押印 

ｇ． 

料金担当箇所 

高圧検満工事対象お客さま 

データ出力 

（計測器管理システム） 

資材担当箇所へ報告 

（事業所毎） 

受入確認 

（帳票による確認） 

受入確認 

（帳票による上長確認） 

検満工事計画反映指示 

（７月、１月） 

（計測器管理システム） 

 ※上長限定 

（システム上は操作者を限定して

いないが、業務運用上、上長が

実施） 

※料金担当箇所より依頼された場合 

ａ． 
「高圧検満計画対象 

お客さまデータ」出力 

（計測器管理システム） 

納入審査 

（帳票による上長確認） 

※「計測器月別検満計画表」に、委託会社

担当者と上長の押印 

ｂ． 

工事組合・施工会社 

お客さまとの工事時期調整 

ｅ． 

 

 計測器月別検満計画表 

特別検定計器予告期報 

 

 

 計測器月別検満計画表 

特別検定計器予告期報 

検満計画データ作成エラーリスト 

エラー補正 

ａ． 
設備登録訂正 

（計測器管理システム） 

※必要に応じて現地確認 

※設備登録訂正が必要な場合は、連絡箋

（委－３）に現地取付計測器の写真等の

証拠書類を添付し、上長確認後に報告 

 

本店倉庫の委

託会社 

 【凡例】    ：高圧に関わる業務 
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（３）計測器工事設計と設計起案 

ａ．配電担当箇所は、検満工事計画により検満工事予定となった低圧および高圧のお客さま

に対して、計測器管理システムの「検満設計支援」のお客さま一覧表示から、設計対象の

お客さまを選択する。また、検満工事対象となっていた計器を事故取替等で既に取替えた

場合など、検満工事予定が残ってしまう設備に対し、検満工事予定情報の削除を行う。詳

細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

なお、検満工事計画時に設定した検満工事予定月を経過しても設計していないものにつ

いては、計測器管理システムの「検満設計支援」画面に残り続けるため、毎月１回、上長

はシステムのインフォメーション画面にある「検満工事進捗情報」および「検満対象設備

工事進捗」画面により、前月までの工事対象分（工事予定年月日を超過したもの）につい

て設計未完の有無を確認する。 

設計未完がある場合はその理由を確認し、工事設計漏れがないように管理（注３）する。 

（注３）「検満対象設備工事進捗」画面の備考欄に必要情報を登録することが可能なため、工事予定年月日を超過した場

合の理由等を登録して管理する。 

ｂ．配電担当箇所は、検満工事お客さま一覧において検満工事対象のお客さまを選択した後、

検満設計支援にて設計書を作成する（共通項目：検満北海扱い）。 

なお、設計書の「工事期間自年月日」は、当該設計書の資材が本店倉庫より到着する日

（計測器作業スケジュールリストの払出検満の到着日（Ｈ））と同じ日付にするとともに、

「工事期間至年月日」は当該設計書にて取外した資材を本店倉庫へ戻入れする日（計測器作

業スケジュールリストの戻入検満の発送日（Ｏ））と同じ日付にする。 

ｃ．「検満設計支援」により作成した設計において、設計登録時に設計パターンコードに変換

できなかった設備の情報は「検満自動設計対象外リスト」（参考資料－３．３－１（２６）参照）

に出力されるため、設計修正を行う。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイ

ド」を参照する。 

ｄ．有効期間満了の年月まで３ヵ月以下となった設備は「計測器検満アラームリスト」（参考

資料－３．３－１（３０）参照）に出力されるため、必要な場合は設計に追加する。詳細は

「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

ｅ．次の注意点について確認を行い「設計起案」する。詳細は「計測器管理システム オン

ライン操作ガイド」を参照する。 

① 検満工事対象が漏れなく設計されているか。 

② 「計測器検満アラームリスト」に出力された対象が設計に反映されているか。 

③ 「検満自動設計対象外リスト」に出力された対象が設計に反映されているか。 

④ 取付・取外の計測器の種別、相線電圧、容量および数量が一致しているか。 

⑤ 設計された計測器の組み合わせおよび単位物品数が適正か。 

⑥ 負担金対象はあるか。（負担金対象がある場合は、請求漏れが無いようにすること）。 

⑦ 高圧精密級（容量１００Ａ以上）で一般検定品の対象となる場合があること。 
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（４）実施承認 

ａ．上長は、設計起案された計測器工事設計について、前頁の注意点に関して内容を審査し、

計測器管理システムにより「実施承認」処理を行う。詳細は「計測器管理システム オン

ライン操作ガイド」を参照する。 

ｂ．設計工程が「実施承認済かつ倉出確定未」の検満工事設計書で、「工事期間自年月日」の

月が翌月である設計情報を集計した「電力量計請求予告月報」（参考資料－３．３－２（３）

参照）データを計測器管理システムにて作成する。この処理は当該帳票の資材担当箇所提

出期限の２営業日前に実施される。 

ｃ．配電担当箇所は、「電力量計請求予告月報」（注４）および「特別検定計器予告月報」（参考資

料－３．３－２（４）参照）を出力し、「翌月検満倉出数」の確認、補正ならびに「翌月一

般倉出数」の入力後、事業所毎に資材担当箇所へ報告する。提出された情報は翌月の計測

器の生産計画に使用される。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参

照する。 

（注４）「電力量計請求予告月報」は事業所毎に作成し、予告数量が「０」の場合も作成する。 

※「電力量計請求予告月報」の検満倉出数と「計測器倉出・倉入合計票」の倉出数が合致していることを確認する。 

※「電力量計請求予告月報」ならびに「特別検定計器予告月報」は、あくまで翌月の請求予定であり、実際の請求は「計

測器倉出・倉入合計票」により行うため、注意が必要。 

なお、「特別検定計器予告月報」のデータは検満計画時のデータを使用しているため、検満計画時に「検満計画デ

ータ作成エラーリスト」に出力された対象設備は反映されないため修正が必要となる。 

ｄ．実施承認後、計測器管理システムより「計測器倉出・倉入合計票」（参考資料－３．３－

１（１）参照）を出力し上長回付後、「特別検定計器予告月報」とともに、本店倉庫の委託

会社へメールで速やかに（最終は倉庫到着日の５営業日前まで）送付する。メールの送付

方法等は参考資料－３．３－１（１）ｂ参照。また、「計測器工事票」（参考資料－３．３－

１（４）参照）を出力し工事発注まで保管する（道央統括支店は省略可）。詳細は「計測器

管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

※「計測器倉出・倉入合計票」は、検満工事における計測器の移管書類であり、送付を怠ると移管されないことから、

確実に送付する。 

※「電力量計請求予告月報」（参考資料－３．３－２（３）参照）の検満倉出数と「計測器倉出・倉入合計票」の倉出数

が合致していることを確認する。 

ｅ．実施承認された検満工事設計に関する「検満計測器工事票」（参考資料－３．３－１（２

７）、（２８）参照）を帳票出力するためのデータを計測器管理システムにて作成する。そ

の後、集中機から出力された帳票が各事業所に配送される（工事実施承認から帳票配送ま

では４～５日程度かかる）。 

 

（５）工事発注 

ａ．配電担当箇所もしくは低圧検満業務委託会社は、行動系業務管理システムの検満作業情

報管理メニューにおいて、計測器管理システムから連係した検満工事設計一覧より当該工

事設計を選択し、登録する。 

なお、作業情報において作業事業所等を変更する場合は、都度修正する。 
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ｂ．高圧計器を倉出する際は、高圧計測器設定ツールもしくは計測器設定チェック票を用い

て現在年月日時刻・計量確定日等の設定を行う。また、工事日の４営業日前までに計測器

に添付されているＱＲシールにより計測器管理システムで倉出設備登録を実施する。 

なお、入り繰り防止の観点から、この倉出設備登録の際にＱＲシールを「検満計測器工

事票」に貼付け（先貼り）しないこと。 

ｃ．計測器を移管後、計測器、計測器工事票、検満計測器工事票、作業用ハンディターミナ

ル（以下、「作業用ＨＴ」という。）一式、工事対象需要者への配布帳票一式〔ほくでんネットワー

クから電気メーター取替時のお知らせ，停電作業による電気メーター取替時のお願い，ほくでんネットワークから電気メーター取替完了

のお知らせ〕（単独計器の場合、参考資料－１１～１３参照）、変成器付計器取付取外指針票（Ｇ

票）（変成器付計器の場合取付計器に添付する、参考資料－５参照）および変成器付計測器

工事自主検査票兼現地検査処理票（変成器付計器の場合、自主検査および工事検収に使用

する。参考資料－１９参照）（以下、「自主検査票」という。）を施工会社（検満計測器の受

払い業務を委託している場合は委託会社）へ渡し、検満工事を発注する。 

ｄ．作業用ＨＴを施工会社に貸与する場合、配電担当箇所は、行動系業務管理システム「配

置・利用事業所管理」の備考欄に貸与先の施工会社名および受渡者名、作業用ＨＴを貸与

した年月日などを入力して適切に管理した上、作業用ＨＴを受渡しする。貸与期間は、検

満工事の付託期間を基本とする。 

なお、配電担当箇所から施工会社へ直接受渡し貸与することを基本とするが、必要に応

じて郵送による受渡しを可とする。 

貸与期間中の管理については、施工会社が適切に保管、取扱いするものとし、配電担当

箇所は行動系業務管理システムにて施工会社の作業用ＨＴの使用状況を把握し、適切に管

理されていることを確認する。 

工事完了後の作業用ＨＴ（一式）の返却可否については、翌月の検満工事に着手する日

および施工会社と配電担当箇所間の返却・貸与に要する時間（往復）などを考慮の上、判

断する。施工会社が、上記理由から作業用ＨＴ（一式）を返却せず、検満工事期間外も継

続して保管する場合、配電担当箇所は行動系業務管理システム「配置・利用事業所管理」

の備考欄にて適切に管理すること。 

工事繁忙期に複数社の施工会社に工事発注するため、検満工事に使用する作業用ＨＴが

不足する場合は、配電担当箇所が保有する作業用ＨＴを貸与すること。また、事業所間に

おいて作業用ＨＴを融通する場合は、作業用ＨＴの所属（利用事業所）変更を行った上、

双方の事業所にて適切に管理する。 
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ｅ．「検満計測器工事票」および「作業用ＨＴ」には個人情報等の業務情報が記載または保存

されていることから、紛失等がないよう、取扱いには十分留意する。「検満計測器工事票」

の施工会社への受け渡しは、後述「（９）検満計測器工事票の受け渡し」による。 

  

（作業用ＨＴ貸与時の行動系業務管理システムによる管理） 
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図 Ⅲ－２－３ （３）計測器工事設計と設計起案～（４）実施承認 フロー 

 

※低圧検満業務を委託していない事業所においては、当社が表中の「当社または委託会社」欄に記載の業務を実施する（高圧

検満に関わる業務は当社が全て実施する）。  

 当社 当社または委託会社 

(2)
計
画 

  

 

(3)

計
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工

事

設

計
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設
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案 

  

(4)
実
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承
認 

 

 

 

 

 

検満工事月データ反映 

作業登録 

（計測器管理システム） 

帳票出力 

（計測器管理システム） 

検満工事お客さま一覧 

・設計対象お客さまの選択 

（計測器管理システム） 

検満設計支援 

・設計書の作成 

（計測器管理システム） 

帳票出力 

（計測器管理システム） 

ａ． 

ｂ． 

計測器検満アラームリスト 

出力 

（計測器管理システム） 

ｄ． 

設計起案 

（計測器管理システム） 

※「計測器工事票」と「計測器管理業務

納入一覧」に、検満業務委託会社の

担当者と上長の押印。 

検満自動設計対象外 

リスト出力 

（計測器管理システム） 

設計書修正 

（計測器管理システム） 

ｅ． 

ｃ．

ｄ． 

受入検収 

（計測器管理システム） 

※上長限定 

※詳細は後述「(11)計測器検

満アラームリスト」を参照。 

納入登録 

（計測器管理システム） 

ｃ． 

受入確認 

（上長確認） 

（計測器管理システム） 

納入審査 

（上長確認） 

（計測器管理システム） 

実施承認 

（計測器管理システム） 

※「計測器管理業務納入一覧」に、 

当社の担当者と上長の押印。 

バッチ処理（システム内処理） 人間系処理 【凡例】 

 計 測 器 工 事 票 

 

  

  

 

※検満業務を委託していない事業

所は実施不要 
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図 Ⅲ－２－４ （４）実施承認・配送手配～（５）工事発注 フロー 

 

※低圧検満業務を委託していない事業所においては、当社が表中の「当社または委託会社」欄に記載の業務を実施する（高圧

検満に関わる業務は当社が全て実施する）。 

  

 当社 当社または委託会社 その他関係箇所 

(4)
実
施
承
認 
 

   

 

(5) 

工

事

発

注 

   

 

  

本店倉庫の委託会社 

へメール送付 

※出力後速やかに（最終は倉庫到着日の

５営業日前まで） 

検満計測器工事票 

データ作成（高圧・低圧） 

（集中機、日次） 

ｄ． 

各事業所へ配送 

（検満計測器工事票） 

本店倉庫 

から計測器発送 

※計測器到着・払出は、当社また

は検満計測器の受払い業務を委

託している事業所は委託会社が

実施 

実施承認 

（計測器管理システム） 

検満計測器工事票受渡し 
工事発注 

工事組合・施工会社 

 

 

※施工会社へは、後述「（９）c.

施工会社への受渡方法」を参

照。 

 

 

・「計測器工事票」 

出力（計測器管理システム） 

ａ． 

電力量計請求予告月報作成 

（月次） 

計測器到着・払出（低圧） 

※検満業務を委託していない事業所は

実施不要 

自主検査票 

（変成器付計測器のみ） 

 検満計測器工事票 

 受渡票 

・作業用ＨＴ貸与（低圧のみ） 

（行動系業務管理システム） 

・「計測器倉出・倉入票合計票」（上長回付） 

・「特別検定計器予告月報」 

データ出力（計測器管理システム） 

 

 

※委託会社へは、後述「(９)a.道央

統括支店直轄区域内以外および

（９）b．道央統括支店直轄区域

内の受渡方法」を参照。 

 

作業情報ＨＴ連係 

  

・検満作業情報確認・更新（低圧のみ） 

（行動系業務管理システム） 

・「電力量計請求予告月報」 

・「特別検定計器予告月報」 

データ出力（計測器管理システム） 

本店倉庫の委託会社 

資材担当箇所へ送付 

※毎月１８日まで 

バッチ処理（システム内処理） 人間系処理 【凡例】 

計測器到着・払出（高圧） 

※現在年月日時刻・確定日設定 

ｂ． 

ｃ． 

ｅ． 

ｂ． 
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（６）検満作業情報管理（工程管理） 

作業用ＨＴによる検満工事を実施する場合、配電担当箇所もしくは低圧検満業務委託会社

は、行動系業務管理システムの検満作業情報管理により、工事設計Ｎｏ単位に作業の進捗状

況および施工会社の検満作業状況の他、設計変更の有無などの検満作業情報について、以下

のとおり管理・運用する。 

ａ．検満工事のステータス管理 

検満工事のステータス管理については、工事設計全体の工程管理を行うとともに、サー

ビスポイントＩＤ（注５）（以下、「ＳＰＩＤ」という。）および施設Ｎｏ単位の工事別ステー

タスを確認することにより、適切な検満作業情報の管理、運用を実施する。以下に各ステ

ータスの状態を示す。 

（注５）システム間連係に用いる計器施設場所（施設Ｎｏ単位）に設定するユニークな番号（計測器管理システム自動

発番の 10 桁）。 

 

表 検満作業情報におけるステータス状態 

工事設計 

ステータス 

工事設計内 

工事別ステータス 
状 態 

未着手※１ 未着手 検満工事実施承認後に検満作業情報が連係された状態 

設計 

変更 

あり 

※４ 作業中

※２ 

ＨＴ連係中 
検満作業情報を「ＨＴ連係中」へ更新し、ＨＴ通信サ

ーバーへ登録された状態 

ＨＴ連係済 作業用ＨＴに検満作業情報が連係された状態 

工事未完 
検満作業情報が未着手のまま、計測器設計が検収登録

された状態 

－ 

一部完了 
取外作業のみの完了情報が作業用ＨＴから連係、また

は手入力で登録された状態 

完了または不調 

取付・取外が「完了」または「不調」で登録された場

合 

完了※３ 
全ての取付・取外が「完了」または「不調」で登録さ

れた場合 

－ 設計取消※５ 
検満作業情報が検満工事が完了または一部を完了する

前に取消となった場合 

※１ 工事設計内の工事別（ＳＰＩＤ、施設Ｎｏ単位）のステータスが全て「未着手」の状態。 

※２ 工事設計内の工事別（ＳＰＩＤ、施設Ｎｏ単位）のステータスが「未着手」以外の状態。 
※３ 工事設計内の工事別（ＳＰＩＤ、施設Ｎｏ単位）のステータスが全て「完了」の状態。 
※４ 「作業中」のステータスにおいて、「一部完了」「完了」「不調」以外の工事設計に設計変更が連係された

状態。 
※５ 工事設計取消しにより、検満作業情報が削除されるため、非表示ステータスとなる。 
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ｂ．検満工事の進捗管理 

・配電担当箇所もしくは低圧検満業務委託会社は、施工会社から返付された検満計測器工

事票により作業の実施状況を確認する。 

・工事対象の計測器が全撤または取替済みなどの理由により工事不要となっている場合は、

当該ＳＰＩＤのステータスを「ＨＴ連係済」から「不調」へ変更する。変更後は、工事設

計単位の検満作業情報一覧を確認し、工事不調数量に反映されたことを確認する。 

同一工事設計の全作業情報が完了後、工事完了（不調）数量を確認し、計測器管理シス

テムによる工事検収に反映させる。 

・作業用ＨＴによる検満工事が正常に完了した場合は、当該ＳＰＩＤのステータスが「Ｈ

Ｔ連係済」から「完了」へ自動的に更新される。ステータスが「完了」の作業情報は、日

次バッチ処理でスマートメーター運用管理システム（以下、「ＭＤＭＳ」という。）や計

測器管理システムにデータ連係する。 

なお、外部連係済みとなった作業情報については、修正は不可となる。 

・また、ステータスが「一部完了」となっている作業情報については、取外計測器のみ作

業用ＨＴにて作業を行いシステム連係となったものであることから、取付計測器の作業

状況などを施工会社に確認する。 

・検満工事の設計数量に対して、工事完了数量と工事不調数量の合計数量を比較し、工事

の進捗状況を確認する。 

 

（７）工事検収（低圧検満） 

ａ．施工会社はその日の工事完了の都度、作業用ＨＴにてモバイル通信を行い、行動系業務

管理システムに検満作業結果情報（指示数や計器番号などの計器諸元データ）を送付する。 

ｂ．検満計測器工事票は週１回程度、当社事業所（検満計測器の受払い業務を委託している

場合は、委託会社）に持参してもらう（「検満計測器工事票」の施工会社への受け渡しは、

後述「（９）検満計測器工事票の受け渡し」による）。 

なお、「検満計測器工事票」に貼付けされた計測器管理シール（ＱＲコード付）が、施工

前に事前に貼付け（先貼り）したものではなく、「検満計測器工事票」１枚毎に施工の都度、

貼付けしたものであるかを施工会社から「検満計測器工事票」が返却されるごとに口頭で

確認する。 

※入り繰り防止の観点から「検満計測器工事票」への計測器管理シール（ＱＲコード付）の貼付けは、事前に実施せず、

「検満計測器工事票」１枚毎に施工の都度、貼付けることを徹底する。 

配電担当箇所は、検満計測器工事票および行動系業務管理システムの検満作業情報管理

により工事不要分・工事取消分を確認する（工事不要分・工事取消分の取扱いは、「Ⅶ．計

測器関連業務 ５．未使用計測器（残材品等）の取扱い」による）。 

※工事不要とは、検満工事を発注し工事会社が現地出向したが、現地の計器が不明、外壁工事により計器取替不能等、

検満工事ができなかったもの。 

※工事取消とは、検満工事実施承認後のお客さまで、検満工事前に異動および事故等で計器取替が必要となり、検満工

事を取り消すもの。 

配電担当箇所は、工事完了分の検満計測器工事票に、撤去対象設備に対応する計測器管
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理シール（ＱＲコード付）が貼付けされているか等、内容に誤りが無いことを確認する。

また、工事会社が検満計測器工事票の記事欄に計測器不具合状況（計測器箱の破損など）

や現地施設状況（配線誤りなど）などの特記事項を記載している場合、配電担当箇所は、

その詳細について施工会社に確認し適切に対応、業務処理を行うこと。 

ｃ．行動系業務管理システムの検満作業情報管理において、工事設計内の工事別に作業情報

のステータスが「完了」の作業完了情報は、日次バッチ処理により計測器管理システム、

ＭＤＭＳ等に外部連係する。 

作業用ＨＴによる検満工事を実施した場合は、計測器管理システムに連係した際に「倉

出設備登録済」の状態となる。ただし、計測器管理システムに「検満倉出設備登録エラー

リスト」が出力された場合は、他システムに計測器設備情報が連係されていないため、検

満計測器工事票の内容、行動系業務管理システムおよび計測器管理システムの登録データ

を確認し、必要に応じて修正を行う。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイ

ド」を参照する。 

ｄ．検満計測器工事票が施工会社（検満計測器の受払い業務を委託している場合は、委託会

社）から返付（返付方法は後述「（９）検満計測器工事票の受け渡し」による）された後、

検満計測器工事票に記載されている無停電の要否、割増の有無および工事不要手数料の有

無を確認し、工事実施承認時との差異が発生した場合は、計測器管理システムにより設計

番号毎に修正設計を行う。 

なお、「検満計測器工事票」、「自主検査票」（変成器付計測器の場合）と「検満計測器指

示数連絡票」一式は配電担当箇所にて５年間保存する。行動系業務管理システムの検満作

業情報も同様に５年間保存され、保存期間を過ぎた検満作業情報は自動的に消去される。 

ｅ．配電担当箇所（決裁者）は当該設計に関連付いているお客さま情報の一覧が記載されて

いる「検満工事設計対象お客さまデータ」（参考資料－３．３－３（１）参照）を、当該設

計の検満倉出設備登録完了後から工事検収の前までの期間、計測器管理システムにより出

力することが可能となるため、必要に応じて出力する。詳細は「計測器管理システム オ

ンライン操作ガイド」を参照する。 

ｆ．配電担当箇所は検満工事の検収を行う。検満工事の検収方法は、次の２種類とする。 

（ａ）書類検収 

書類検収は、施工会社から返却された検満計測器工事票により行う。変成器付計測器

の場合は、検満計測器工事票と自主検査票により書類検収を行う。書類検収の基本的な

確認項目は、表 Ⅲ－２－１による。 

なお、作業用ＨＴにより取付計測器のＱＲコードを読取り、検満工事設計どおりの施

工がされているか設備の組合せチェック（計器と変成器の合番号、容量等の整合性チェ

ック）を現地で実施済みであることから、書類検収時における変成器付計測器の合番号、

容量等の整合性確認は省略する。 

取付計測器に添付された「変成器付計器取付取外指針票（Ｇ票）」は、取外計測器にそ

のまま添付した状態で事業所倉庫に戻し入れすること。 
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表 Ⅲ－２－１書類検収項目 

確認項目 確認内容 

【計器】 

工
事
票 

検満年月 ・施工年月が取外計器の検満年月を超過していないか。 

（超過している場合は、協定が必要である） 

QRシール ・工事対象の QRシールが全て貼付されているか。 

自主検査票 

（変成器付計測器の場合） 

・記載内容は適正か。（特に二次配線の接続状態（色の照合）に注意すること） 

【ＣＴ】 

自主検査票 

（変成器付計測器の場合） 

・記載内容は適正か。（特に二次配線の接続状態（色の照合）に注意すること） 

【ＴＳ（タイムスイッチ）】 

工
事
票 

通電・ 

遮断時間 

ＴＳ設定ブロックを使用した場合 

・使用したＴＳ設定ブロックの略号が記入されているか。 

・ＴＳ設定ブロックと通電・遮断時間が一致しているか。 

自主検査票 

（変成器付計測器の場合） 

・記載内容は適正か。 

【ＭＣ（電磁接触器）】 

自主検査票 

（変成器付計測器の場合） 

・記載内容は適正か。 

【その他】 

工
事
票 

工事不要 工事不要の場合 

該当する計測器の工事不要欄に記入されているか。 

※作業用ＨＴによる検満工事を実施することにより、計器Ｎｏ、相線電圧、容量、型式、合番号

などの取付・取外計測器の整合性確認を実施している。 
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図 Ⅲ－２－５ 取付・取外計測器および計器と変成器の合番号、容量等の整合性確認について 
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整合性確認済

整合性確認済



 41 

（ｂ）現地検収（抜取り） 

低圧の変成器付計測器を対象に実施する。抜取り方法は、低圧の変成器付計測器を施

工した工事会社毎（工事組合のみ）に年５％程度※を抜取り、現地検収を行う。 

※施工件数の５％が１件に満たない場合においても、最低１件は現地検収を行う。 

なお、現地検収は「自主検査票」により行う。 

① １次検収 

抜取った工事の現地検収を実施する。 

② ２次検収 

抜取った工事に不良があった場合、施工会社は再度自主検査を行う。 

なお、２次検収で不良があった場合は、文書による改修指示および指導を行い、

当該工事が適合するまで２次検収を実施する。 

ｇ．次の注意点を確認の上、当該設計の「工事検収」処理を行い、上長の確認を得る。詳細は

「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

≪注意点≫ 

① 工事対象箇所に対して確実に工事が実施されたか。 

② 設計分の工事が確実に完了したか行動系業務管理システムにて確認する。 

③ 工事発注分の「検満計測器工事票」が施工会社から全て返却されたか。 

④ 残材が発生した場合、その理由および工事不要手数料が設計に反映されているか。 

⑤ 施工内容が工事設計に漏れなく反映されているか。 

⑥ 施設された計測器の組合せ（合番号を含む）および単位物品数が適正であり、かつ、

工事設計に漏れなく反映されているか。え 

⑦ ＣＴ付計測器を施工する際に、「自主検査票」による確認を実施しているか。 

ｈ．配電担当箇所は、上長へ検収登録（納入審査）を依頼する際、当該設計の全「検満計測器

工事票」に加え、次の受渡票を添付し回付する。 

検満工事設計箇所 添付する受渡票 

配電担当・ 

検満業務委託会社（道央統括支店

直轄区域内以外） 

・［施工会社用・副］の写し、［施工会社用・正］ 

検満業務委託会社（道央統括支店

直轄区域内） 

・［委託会社（道央統括支店直轄区域内）用・副

（写）］の写し、［委託会社（道央統括支店直轄

区域内）用・正］ 

ｉ．上長は、工事検収完了後の工事竣工が可能な計測器工事設計について、ｇ項の注意点に

関して内容を審査し、計測器管理システムにより「検収登録」処理を行う。詳細は「計測

器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。  
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ｊ．計測器の倉入れは、設計番号毎に工事終了後一括して行う。倉入れ計測器の連絡は、計

測器管理システムより「計測器倉出・倉入合計票」を出力し上長回付後、本店倉庫の委託

会社へメールで速やかに（最終は倉庫発送日の１営業日前まで）送付する。また、「計測器

返納連絡書」（参考資料－１５参照）を作成し、本店倉庫の委託会社へメールで速やかに（最

終は倉庫発送日の２営業日前まで）送付する（「計測器返納連絡書」により、本店倉庫の委

託会社が運送手配を行う）。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照

する。 

※「計測器倉出・倉入合計票」は、検満工事における計測器の移管書類であり、送付を怠ると移管されないことから、

確実に送付する。 

 

図 Ⅲ－２－６ （６）検満作業情報管理および（７）工事検収フロー 
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※低圧検満業務を委託していない事業所においては、当社が表中の「当社または委託会社」欄に記載の業務を実施する。 

  

 
当社 当社または委託会社 その他関係箇所 

(6)

検

満

作

業

情

報

管

理

お

よ

び 

(7)

工 

事 

検 

収 

  

 

 

 

 

 

 

 自主検査票 

 

工事組合・施工会社 

・工事内容確認・指示数確認 

※必要に応じて対応 

※検満計測器の受払い業務を委託して

いる事業所は委託会社が実施 

ａ． 

ａ． 

ａ． 

ｂ． 

ｃ． ｃ． 

Ａ 

検満計測器工事票受渡し 

配電担当箇所、低圧検満業務委託会社 

・「検満計測器工事票」受領 

・「計測器」受領（当社の場合） 

 

検満計測器工事票受渡し 

施工会社 

修正設計 

（計測器管理システム） 

※検満計測器の受払い業務を委託

している事業所は委託会社が実

施 

ａ． 

※施工会社からは、「（９）c.施工

会社への受渡方法」を参照。 
 

 

 

変成器付計器取付 
取外指針票（Ｇ票）
等 

受渡票 

検満計測器工事票 

作業完了確認 

行動系業務管理システム連係 

（ＭＤＭＳ、計測器管理システム等） 

  

 

納入書類作成・審査 

（上長確認） 

納入書類送付 

委託元に送付 

※道央統括支店直轄区域内の検満業務 

 自主検査票  

 

 検満計測器工事票 

 受渡票（写） 

 低圧検満業務納入一覧 

 変成器付計器取付取外指針票（Ｇ票）等 

・「検満計測器工事票」、「計測器」受領 

協同組合 

・「作業用ＨＴ」受領 

配電担当箇所 

工事実施、作業用ＨＴシステム連係 

（施工会社） 

 

・検満作業情報管理 

（行動系業務管理システム） 

・工事進捗管理 
（計測器検満アラームリスト、未竣工工事内訳表等） 

（計測器管理システム） 
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※低圧検満業務を委託していない事業所においては、当社が表中の「当社または委託会社」欄に記載の業務を実施する。  

 当社 当社または委託会社 その他関係箇所 

(7)

工 

事 

検 

収 

   

帳票出力 

（計測器管理システム） 

工事検収 

・書類検収・現地検収（抜取り） 

ｃ． 

※上長限定 

※必要に応じて出力 
e．

ｆ． 

本店倉庫へ計測器到着 

「計測器倉出・倉入合計票」 

（上長回付） 

データ出力 

（計測器管理システム） 

※「計測器工事票」と「計測器管理業務納

入一覧」に、検満業務委託会社の担当者

と上長の押印。 

※計測器発送は、当社また

は検満計測器の受払い業

務を委託している事業所

は委託会社が実施 

納入審査 

（上長確認） 

（計測器管理システム） 

 計測器工事票 

 

 

※委託会社から配電担当への検満計測器工

事票受渡しは、「（９）a. 道央統括支店

直轄区域内以外の受渡方法 ｂ．道央統

括支店直轄区域内の受渡方法」を参照。 

ｈ． 

ｈ． 

書類保存 

「計測器返納連絡書」作成 

本店倉庫の委託会社へ 

メール送付 

※出力後速やかに 

（倉庫発送日の２営業日前まで） 

本店倉庫の委託会社へ 

メール送付 

※作成後速やかに 

（最終は倉庫発送日の１営業

日前まで） 

ｈ． 

本店倉庫のへ計測器発送 

受入検収 

（計測器管理システム） 

受入確認 

（上長確認） 

（計測器管理システム） 

※「計測器管理業務納

入一覧」に、当社の

担当者と上長の押

印。 

検収登録 

（計測器管理システム） 

 計測器管理業務納入一覧 

 

Ａ 

  

  

 検満計測器工事票 

  

 計測器管理業務納入一覧 

 受渡票（正）（写） 

※検満業務を委託していない事業

所は実施不要 

作業登録 

（計測器管理システム） 

帳票出力 

（計測器管理システム） 

納入登録 

（計測器管理システム） 

※道央統括支店直轄区域

内は当社で実施 

「検満工事設計対象お客さまデータ」 

出力 

（計測器管理システム） 

 自主検査票 

 

 自主検査票（変成器付計測器のみ） 
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（８）工事検収（高圧検満） 

ａ．検満計測器工事票および自主検査票は工事完了の都度、当社事業所（検満計測器の受払

い業務を委託している場合は、委託会社）に持参してもらう（「検満計測器工事票」の施工

会社への受け渡しは、後述「（９）検満計測器工事票の受け渡し」による）。 

なお、「検満計測器工事票」に貼付けされた計測器管理シール（ＱＲコード付）が、施工

前に事前に貼付け（先貼り）したものではなく、「検満計測器工事票」１枚毎に施工の都度、

貼付けしたものであるかを施工会社から「検満計測器工事票」が返却されるごとに口頭で

確認する。 

※入り繰り防止の観点から「検満計測器工事票」への計測器管理シール（ＱＲコード付）の貼付けは、事前に実施せず、

「検満計測器工事票」１枚毎に施工の都度、貼付けることを徹底する。 

配電担当箇所は、検満計測器工事票および検満計測器工事票 受渡票（施工会社用）を

もとに工事不要分・工事取消分を確認する（工事不要分・工事取消分の取扱いは、「Ⅶ．計

測器関連業務 ５．未使用計測器（残材品等）の取扱い」による）。 

※工事不要とは、検満工事を発注し工事会社が現地出向したが、現地の計器が不明、外壁工事により計器取替不能等、

検満工事ができなかったもの。 

※工事取消とは、検満工事実施承認後のお客さまで、検満工事前に異動および事故等で計器取替が必要となり、検満工

事を取り消すもの。 

配電担当箇所は、工事完了分の検満計測器工事票に取外計器の指示数（終針）、ＴＳを取

付した場合はＴＳ設定ブロック略号等の記入があるか、撤去対象設備に対応する計測器管

理シール（ＱＲコード付）が貼付けされているか等、内容に誤りが無いことを確認する。た

だし、検満計測器の受払い業務を委託している事業所については、委託会社が実施した倉

出設備登録結果について検満計測器工事票の内容と計測器管理システムに登録されたデー

タを確認し、必要に応じて修正を行う。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガ

イド」を参照する。 

なお、検満倉出設備登録におけるＱＲコード読み取り時には、取付計器と取外計器の「相・

線・電圧」をシステムチェックし、一致しない場合はエラーとなるため、エラー発生時に

は登録内容を確認の上、適正なデータにて処理を行う（当該エラーが発生した場合は、工

事場所誤りの可能性が高いことから、確実に処理すること）。 

ｂ．配電担当箇所は、検満倉出設備登録完了後、計測器管理システムにより「取付完了設備

連係」を行い、「取付完了設備連係」を行った検満計測器工事票はすみやかに料金担当箇所

へ回付する（回付方法は後述「（９）検満計測器工事票の受け渡し」による）。詳細は「計測

器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

なお、検満倉出設備登録された計測器データは、この処理によって計測器設備データベ

ースに更新される。 

ｃ．検満計測器工事票が料金担当箇所から返付（返付方法は後述「（９）検満計測器工事票の

受け渡し」による）された後、検満計測器工事票に記載されている無停電の要否、割増の

有無および工事不要手数料の有無を確認し、工事実施承認時との差異が発生した場合は、

計測器管理システムにより設計番号毎に修正設計を行う。 

なお、「検満計測器工事票」と当該設計で発行した「自主検査票」、「受渡票」一式は配電

担当箇所にて５年間保存する。 
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ｄ．配電担当箇所（決裁者）は当該設計に関連付いているお客さま情報の一覧が記載されて

いる「検満工事設計対象お客さまデータ」（参考資料－３．３－３（１）参照）を、当該設

計の検満倉出設備登録完了後から工事検収の前までの期間、計測器管理システムにより出

力することが可能となるため、必要に応じて出力する。詳細は「計測器管理システム オ

ンライン操作ガイド」を参照する。 

ｅ．配電担当箇所は検満工事の検収を行う。検満工事の検収方法は、次の２種類とする。 

（ａ）書類検収 

書類検収は、施工会社から返却された検満計測器工事票により行う。変成器付計測器

の場合は、検満計測器工事票と自主検査票により書類検収を行う。書類検収の基本的な

確認項目は、表 Ⅲ－２－２による。また、取外計測器に添付された「変成器付計器取付

取外指針票（Ｇ票）」（注６）に記載されている、取付計測器の情報（お客さま名、乗率、定

格一次電流（容量）、合番号等）をもとに、取付・取外計測器および計器と変成器の合番

号、容量等の整合性についても確認する。 

（注６）取付計測器に添付された「変成器付計器取付取外指針票（Ｇ票）」は、取外計測器にそのまま添付した状態で

事業所倉庫に戻し入れすること。 

 

表 Ⅲ－２－２書類検収項目 

確認項目 確認内容 

【計器】 

工
事
票 

計器Ｎｏ ・検満計測器工事票に施工会社が記入した取付計器Ｎｏと計測器管理シール

（ＱＲコード付）の計器Ｎｏが一致しているか。 

相線電圧 ・取外計器と取付計器の計測器管理シール（ＱＲコード付）の相線電圧が一致

しているか。 

容量 ・取外計器と取付計器の計測器管理シール（ＱＲコード付）の容量が一致して

いるか。 

合番号 ・取外計器と取付計器の計測器管理シール（ＱＲコード付）の合番号が一致し

ているか。 

指示数 ・取外指示数が所定の欄に記入されているか。 

（契約内容により、記入箇所に違いがあるので注意すること） 

検満年月 ・施工年月が取外計器の検満年月を超過していないか。 

（超過している場合は、協定が必要である） 

自主検査票 ・記載内容は適正か。（特に合番号および二次配線の接続状態（色の照合）に注

意すること） 

（次頁へ続く）  
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（表 Ⅲ－２－２書類検収項目の続き） 

確認項目 確認内容 

【変成器（ＶＣＴ・ＶＴ・ＣＴ）】 

工
事
票 

相線電圧 ・取外変成器と取付変成器の計測器管理シール（ＱＲコード付）の相線電圧が

一致しているか。 

合番号 ・取外変成器と取付変成器の計測器管理シール（ＱＲコード付）の合番号が一

致しているか。 

容量 ・取外変成器と取付変成器の計測器管理シール（ＱＲコード付）の容量が一致

しているか。 

自主検査 ・記載内容は適正か。（特に合番号および二次配線の接続状態（色の照合）に注

意すること） 

【タイムスイッチ】 

工
事
票 

容量 ・取外ＴＳと取付ＴＳの計測器管理シール（ＱＲコード付）の容量が一致し

ているか。 

通電・ 

遮断時

間 

ＴＳ設定ブロックを使用した場合 

・使用したＴＳ設定ブロックの略号が記入されているか。 

・ＴＳ設定ブロックと通電・遮断時間が一致しているか。 

自主検査票 ・記載内容は適正か。 

【併用開閉器（ＨＡＳ／ＭＣ）】 

工
事
票 

相線電圧 ・取外併用開閉器と取付併用開閉器の計測器管理シール（ＱＲコード付）の相

線電圧が一致しているか。 

容量 ・取外併用開閉器と取付併用開閉器の計測器管理シール（ＱＲコード付）の容

量が一致しているか。 

自主検査票 ・記載内容は適正か。 

【通信端末】 

自主検査票 ・記載内容は適正か。（特にＶＣＴ共用時の通信端末電源取得先の接続相に注

意すること） 

【その他】 

工
事
票 

工事不要 工事不要の場合 

該当する計測器の工事不要欄に記入されているか。 
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図 Ⅲ－２－７ 取付・取外計測器および計器と変成器の合番号、容量等の整合性確認について 

 

 

（ｂ）現地検収（抜取り） 

高低圧の変成器付計測器を対象に実施する。抜取り方法は、高低圧の変成器付計測器

を施工した工事会社毎（工事組合のみ）に年５％程度※を抜取り、現地検収を行う。 

※施工件数の５％が１件に満たない場合においても、最低１件は現地検収を行う。 

なお、現地検収は「自主検査票」により行う。 

① １次検収 

抜取った工事の現地検収を実施する。 

② ２次検収 

抜取った工事に不良があった場合、施工会社は再度自主検査を行う。 

なお、２次検収で不良があった場合は、文書による改修指示および指導を行い、

当該工事が適合するまで２次検収を実施する。 

  

取付計器
取付計器情報を記載する
（お客さま名、乗率、容量、合番号等）

検満計測器
工事票

検満計測器
工事票

456

① 取替対象（取外）計器と取付計器の[合番号]、[容量]が
　　正しいことを、「計器本体」および「Ｇ票の記載情報」と
　　「検満計測器工事票に記載された取外設備情報」」との
　　付け合せにより確認する。

②

取外計器

■　計器のみ取替の場合

　１．工事付託時に実施すること

③①

　２．工事検収時に実施すること

④

取付計器
取付計器情報を記載する
（お客さま名、乗率、容量、合番号等）

③ 取付計測器に添付されたＧ票を、取外計測器にそのまま添付する。

特定

取付変成器情報を記載する
（お客さま名、容量、合番号等）

② 計器と変成器の組み合わせ（合番号・容量）が正しいことを、
　　「計測器本体」と「Ｇ票の記載情報」の両方で確認する。

検満計測器
工事票

検満計測器
工事票

456

取付変成器

① 取替対象（取外）計測器と取付計測器の[容量]が
　　正しいことを、「計測器本体」および「Ｇ票の記載情報」と
　　「検満計測器工事票に記載された取外設備情報」」との
　　付け合せにより確認する。

③

取外計器

④ 取外計測器と取付計測器の[容量]が正しいことを、「取外計測器本体」と
　　「Ｇ票に記載されている取付計測器情報」との付け合せにより確認する。

■　組替（計器と変成器の両方を取替）の場合

　１．工事付託時に実施すること

取付計器情報が記載されている
（お客さま名、乗率、容量、合番号等）

④

③

取付変成器情報が記載されている
（お客さま名、容量、合番号等）

特定

取外変成器

④

① ①

②

　２．工事検収時に実施すること

⑤

⑤ 取外計測器と取付計測器の[容量]が
　　正しいことを、「検満計測器工事票に
　　記載された取外設備情報」」と「当該帳票
　　に貼付けされた計測器管理シール」との
　　付け合せにより確認する。
　　【入り繰り防止対策として実施する。】

取付計器情報が記載されている
（お客さま名、乗率、容量、合番号等）

③ 取外計器と取付計器の[合番号]、[容量]が正しいことを、「取外計器本体」と
　　「Ｇ票に記載されている取付計器情報」との付け合せにより確認する。

② 取付計器に添付されたＧ票を、
　　取外計器にそのまま添付する。

④ 取外計器と取付計器の[合番号]、[容量]が正しいことを、
　　「検満計測器工事票に記載された取外設備情報」」と
　　「当該帳票に貼付けされた計測器管理シール」との
　　付け合せにより確認する。
　　 【入り繰り防止対策として実施する.。】

①

① ①

②
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ｆ．次の注意点を確認の上、当該設計の「工事検収」処理を行い、上長の確認を得る。詳細は

「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

≪注意点≫ 

① 工事対象箇所に対して確実に工事が実施されたか。 

② 設計分の工事が確実に完了したか。 

③ 工事発注分の「検満計測器工事票」が施工会社から全て返却されたか。 

④ 検満倉出設備連系および料金担当箇所への「検満計測器工事票」の回付が漏れなく

実施されているか。 

⑤ 料金担当箇所に回付した「検満計測器工事票」が料金担当箇所から全て返却されたか。 

⑥ 残材が発生した場合、その理由および工事不要手数料が設計に反映されているか。 

⑦ 施工内容が工事設計に漏れなく反映されているか。 

⑧ 施設された計測器の組合せ（合番号を含む）および単位物品数が適正であり、かつ、

工事設計に漏れなく反映されているか。 

⑨ 施工する際に、「自主検査票」による確認を実施しているか。 

⑩ 負担金対象がある場合は、負担金請求漏れが無いか。 

⑪ 高圧精密級（容量１００Ａ以上）で一般検定品の対象となる場合があること。 

ｇ．配電担当箇所は、上長へ検収登録（納入審査）を依頼する際、当該設計の全「検満計測器

工事票」に加え、次の受渡票を添付し回付する。 

検満工事設計箇所 添付する受渡票 

配電担当・ 

検満業務委託会社道央統

括支店直轄区域内外） 

・［施工会社用・副］の写し、［施工会社用・正］ 

・［料金担当箇所用・副］の写し、［料金担当箇所用・正〕 

検満業務委託会社（道央

統括支店直轄区域内） 

・［委託会社（道央統括支店直轄区域内）用・副（写）］の写

し、［委託会社（道央統括支店直轄区域内）用・正］ 

ｈ．上長は、工事検収完了後の工事竣工が可能な計測器工事設計について、ｆ項の注意点に

関して内容を審査し、計測器管理システムにより「検収登録」処理を行う。詳細は「計測

器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

ｉ．計測器の倉入れは、設計番号毎に工事終了後一括して行う。倉入れ計測器の連絡は、計

測器管理システムより「計測器倉出・倉入合計票」を出力し上長回付後、本店倉庫の委託

会社へメールで速やかに（最終は倉庫発送日の１営業日前まで）送付する。また、「計測器

返納連絡書」（参考資料－１５参照）を作成し、本店倉庫の委託会社へメールで速やかに（最

終は倉庫発送日の２営業日前まで）送付する（「計測器返納連絡書」により、本店倉庫の委

託会社が運送手配を行う）。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照

する。 

※「計測器倉出・倉入合計票」は、検満工事における計測器の移管書類であり、送付を怠ると移管されないことから、

確実に送付する。 

なお、当該設計書の検満倉出設備登録された計測器データで「検満倉出設備連係指示」が未処理のデータは、検

収登録処理によって他システム連係されるとともに計測器設備データベースに更新される。 
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図 Ⅲ－２－８ （８）工事検収フロー 
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（９）検満計測器工事票の受け渡し 

「検満計測器工事票」（以下、「工事票」という）には個人情報が記載されていることから、

紛失等がないよう、取扱いには十分な注意が必要である。また、適正業務の観点から、社外

への工事票の受け渡しには「受渡票」を使用する。 

なお、各受渡票は、１年間保存する。 

 

ａ．道央統括支店直轄区域内以外の受渡方法 

（ａ）工事票配送時 

① 当社は「検満計測器工事票 受渡票 委託会社（道央統括支店直轄区域内を除く）

用」（以下、「受渡票（委託会社用）」という。）（参考資料－１４（１）参照）を受渡単

位に２部［正・副］作成≪①②≫※し、工事票を添付のうえ、配電受渡確認欄≪③≫に

上長確認を得る。 

※ ≪ ≫は受渡票の記入欄Ｎｏを示す。また、各欄に日付および自身の氏名を記入する場合、名入り日付印の

押印にて記入を省略することができる。 

② 上長確認後、以下の方法により検満業務委託会社へ「受渡票（委託会社用）」と工事

票を受け渡す。受渡しは立会いのみとする。 

受け渡しの内容 

②－１ 検満業務委託会社は「受渡票［正・副］（委託会社用）」の記載内容（設計

Ｎｏ、工事票合計受渡枚数）が正しいことを当社立会いのもと確認する。 

②－２ 検満業務委託会社は「受渡票［正・副］（委託会社用）」の検満業務委託会

社受領確認欄≪④≫に担当者と上長の確認を得て、「受渡票［副］（委託会社

用）」と工事票を受取る。 

③ 「受渡票［正］（委託会社用）」は当社にて一時保存し、「受渡票［副］（委託会社用）」

は検満業務委託会社が保存する。 

（ｂ）工事検収後 

① 検満業務委託会社は設計書単位に「受渡票［副］（用）」に返付枚数≪⑤≫を記入し、

「受渡票［副］（委託会社用）の写し」を作成のうえ、「受渡票［副］（委託会社用）」お

よび「受渡票［副］（委託会社用）の写し」の返付確認欄≪⑤≫に必要事項を記入する。 

② 検満業務委託会社は、以下の方法により、当社へ工事検収後の提出書類に「受渡票

［副］（委託会社用）の写し」を添付し、返付する。受渡しは立会いのみとする。 

受け渡しの内容 

②－１ 検満業務委託会社は、工事検収後の提出書類と「受渡票［副］（委託会社

用）の写し」を当社へ持参する。 

②－２ 当社は「受渡票［副］（委託会社用）の写し」の記載内容（工事票合計返

付枚数）が正しいことを確認し、配電受領確認欄≪⑥≫に押印（日付要）す

る。 

③ 当社は「受渡票［副］（委託会社用）の写し」の返付枚数を「受渡票［正］（委託会社

用）」に転記≪⑤≫し、検満業務委託会社へ受け渡した工事票が全数返付された事を確

認する。 
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ｂ．道央統括支店直轄区域内の受渡方法 

（ａ）工事発注時 

① 配電担当箇所は「検満計測器工事票 受渡票 委託会社（道央統括支店直轄区域内）」

（以下、「受渡票」という）（参考資料－１４（２）参照）を受渡単位に２部［正・副］

作成≪①②③④≫し、工事票を添付のうえ、上長に回付し、確認後、受渡内容・方法確

認欄≪④≫に上長確認を得る。 

なお、必要事項の記入にあたっては、日付印を用いることで良い。 

② 上長確認後、以下の方法により検満業務委託会社へ工事票を受け渡す。 

立会いによる受け渡しの場合 送付による受け渡しの場合 

②－１ 検満業務委託会社は「受渡票

［正・副］」の記載内容（設計Ｎ

ｏ、工事票合計受渡枚数、受渡方

法）が正しいことを配電担当箇

所立会いのもと確認する。 

②－２ 配電担当箇所および検満業務

委託会社は「受渡票［正・副］」

の引渡・引受確認欄≪⑤≫に必

要事項を記入し、配電担当箇所

は「受渡票［正］」、検満業務委託

会社は「受渡票［副］」と工事票

を受取る。 

施工会社は「受渡票［副］」の

引渡・引受確認欄≪⑤≫に上長

の確認を得る。 

②－１ 配電担当箇所は「受渡票［正・

副］」の引渡発送欄≪⑥≫に必要

事項を記入し、「受渡票［副］」

と工事票を検満業務委託会社へ

送付※した後、送付連絡をする。 

※梱包後、封印する。 

②－２ 送付連絡後、配電担当箇所は

「受渡票［正］」の引渡発送連絡

日欄≪⑦≫に必要事項を記入す

る。 

②－３ 検満業務委託会社は送付され

た「受渡票［副］」が到着次第、

記載内容（設計Ｎｏ、工事票合計

受渡枚数、受渡方法）が正しいこ

とを確認し、「受渡票［副］」の

受領欄≪⑦≫に必要事項を記入

し、上長の確認を得る。 

②－４ 検満業務委託会社は工事票の

引受確認後、配電担当箇所に受

領連絡を行い、検満業務委託会

社は「受渡票［副］」の引受連絡

欄≪⑧≫、配電担当箇所は「受渡

票［正］」の引受連絡欄≪⑧≫に

必要事項を記入する。 

③ 「受渡票［正］」は配電担当箇所、「受渡票［副］」は検満業務委託会社が保存する。 

 

（ｂ）工事完了後（低圧検満の場合） 

① 検満業務委託会社は配電担当箇所に工事票を受け渡す都度、「受渡票［副］」の写し

を作成する。  
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検満業務委託会社は、設計書単位に「受渡票［副］」に受渡数等欄≪⑩≫、「受渡票

［副］（写）」の受渡数等欄≪⑩≫、受渡方法・場所等欄≪⑫⑬⑭≫に必要事項を記入

し、「受渡票［副］（写）」の写しを作成する。 

② 検満業務委託会社は、以下の方法により、配電担当箇所へ工事票を受け渡す。 

持参による返付の場合 送付による返付の場合 

②－１ 検満業務委託会社は「受渡票

［副］（写）」およびこの写しの受

渡欄≪⑮≫を記入し、工事票と

ともに配電担当箇所へ持参す

る。 

②－２ 配電担当箇所は「受渡票［副］

（写）」およびこの写しの記載内

容（受渡方法、工事票合計返付枚

数）が正しいことを確認し、「受

渡票［副］（写）」およびこの写し

の受渡欄≪⑮≫に必要事項を記

入する。 

②－３ 配電担当箇所は「受渡票［副］

（写）」の写しを「受渡票［副］」

として受領し、「受渡票［副］

（写）」を検満業務委託会社に返

却する。 

 

②－１ 検満業務委託会社は「受渡票

［副］（写）」およびこの写しの引

渡発送欄≪⑯≫に必要事項を記

入し、「受渡票［副］（写）」の写

しを工事票に添付し配電担当箇

所へ送付※する。 

※梱包後、封印する。 

②－２ 送付連絡後、検満業務委託会

社は「受渡票［副］（写）」の引渡

連絡欄≪⑰≫に必要事項を記入

する。 

②－３ 配電担当箇所は送付された

「受渡票［副］（写）」の写しを記

載内容（受渡方法、工事票合計返

付枚数）が正しいことを確認後、

検満業務委託会社に引受連絡を

行い、「受渡票［副］（写）」の写

しの引受連絡欄≪⑱≫に必要事

項を記入する。 

②－４ 検満業務委託会社は配電担当

箇所からの引受連絡受領後、「受

渡票［副］（写）」の≪⑱≫に必要

事項を記入する。 

③ 配電担当箇所は、「受渡票［副］（写）」の写しを一時保管し、「受渡票［正］」の受渡

履歴≪⑨≫に配電担当箇所が受領した枚数等の必要事項を記入する。但し、受渡履歴

欄≪⑨≫の料金引受日欄については、別途行動系業務管理システムで管理しているこ

とから記入不要とする。 

④ 検満業務委託会社は受渡票単位の工事票の全てを配電担当に引渡した後、「受渡票

［副］」の受渡枚数合計欄≪⑪≫および全数引渡完了欄≪⑲≫に必要事項を記入し、全

数引渡完了欄≪⑲≫に上長の確認を得る。 

確認後、検満業務委託会社が持参する「受渡票［副］（写）」および配電担当箇所が保

管している「受渡票［副］（写）」の写しの内容を確認し、配電担当箇所は返付欄≪⑳

≫に必要事項を記入し、配電担当箇所は工事票の返付を受ける。 

配電担当箇所は検満業務委託会社から工事票の返付を受けた後、「受渡票［正］」の

受渡履歴の配電受領日≪⑨≫に必要事項を記入し、受渡票単位に全ての工事票が返付

された場合、「工事票［正］」の全数返付欄≪⑩≫に必要事項を記入し、上長の確認を

得る。  
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（ｃ）工事完了後（高圧検満の場合） 

① 検満業務委託会社は料金担当箇所に工事票を受け渡す都度、「受渡票［副］」の写し

を作成し、料金担当送付欄≪⑨≫をチェックして「受渡票［副］（写）」を作成する。 

検満業務委託会社は、設計書単位に「受渡票［副］」に受渡数等欄≪⑩≫、「受渡票

［副］（写）」の受渡数等欄≪⑩≫、受渡方法・場所等欄≪⑫⑬⑭≫に必要事項を記入

し、「受渡票［副］（写）」の写しを作成する。 

② 検満業務委託会社は、以下の方法により、料金担当箇所へ工事票を受け渡す。 

持参による返付の場合 送付による返付の場合 

②－１ 検満業務委託会社は「受渡票

［副］（写）」およびこの写し(注７)

の受渡欄≪⑮≫を記入し、工事

票とともに料金担当箇所へ持参

する。 

（注７）「受渡票［副］（料金担当用）」と表

記する。 

②－２ 料金担当箇所は「受渡票［副］

（写）」およびこの写し(注７)の記

載内容（受渡方法、工事票合計返

付枚数）が正しいことを確認し、

「受渡票［副］（写）」およびこの

写し(注７)の受渡欄≪⑮≫に必要

事項を記入する。 

②－３ 料金担当箇所は「受渡票［副］

（写）」の写し(注７)を「受渡票［副］

（料金担当用）」として受領し、

「受渡票［副］（写）」を検満業務

委託会社に返却する。 

②－４ 検満業務委託会社は「受渡票

［副］（写）」の写しを配電担当箇

所に提出する。 

 

②－１ 検満業務委託会社は「受渡票

［副］（写）」およびこの写し(注７)

の引渡発送欄≪⑯≫に必要事項

を記入し、「受渡票［副］（写）」

の写し(注７)と工事票を料金担当

箇所へ送付※し、料金担当箇所へ

送付連絡をする。 

※梱包後、封印する。 

②－２ 送付連絡後、検満業務委託会

社は「受渡票［副］（写）」の引渡

連絡欄≪⑰≫に必要事項を記入

する。 

②－３ 料金担当箇所は送付された

「受渡票［副］（写）」の写し(注７)

を記載内容（受渡方法、工事票合

計返付枚数）が正しいことを確

認後、検満業務委託会社に引受

連絡を行い、「受渡票［副］（写）」

の写し(注７)の引受連絡欄≪⑱≫

に必要事項を記入し、受渡票

［副］」として一時保管する。 

②－４ 検満業務委託会社は料金担当

箇所からの引受連絡受領後、「受

渡票［副］（写）」の≪⑱≫に必要

事項を記入する。 

②－４ 検満業務委託会社は「受渡票

［副］（写）」の写しを配電担当箇

所に送付する。 

 

③ 配電担当箇所は、「受渡票［副］（写）」の写しを一時保管し、「受渡票［正］」の受渡

履歴≪⑨≫に料金担当箇所への引渡結果を記入する。 

 

④ 検満業務委託会社は受渡票単位の工事票の全てを料金担当箇所に引渡した後、「受渡

票［副］」の受渡枚数合計欄≪⑪≫および全数引渡完了欄≪⑲≫に必要事項を記入し、

全数引渡完了欄≪⑲≫に上長の確認を得る。 
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⑤ 料金担当箇所はシステム入力が完了した後、工事票および「受渡票［副］（料金担当

用）の写しを配電担当箇所に持参し、立会の上で工事票を確認する。 

確認後、料金担当箇所が持参する「受渡票［副］（料金担当用）」の写しおよび配電

担当箇所が保管している「受渡票［副］（写）」の写しの内容を確認し、双方で返付欄

≪⑳≫に必要事項を記入し、配電担当箇所は工事票の返付を受ける。 

配電担当箇所は料金担当箇所から工事票の返付を受けた後、「受渡票［正］」の受渡

履歴の配電受領日≪⑨≫に必要事項を記入し、受渡票単位に全ての工事票が返付され

た場合、「工事票［正］」の全数返付欄≪⑩≫に必要事項を記入し、上長の確認を得る。 

 

ｃ．施工会社（注８）への受渡方法 

（注８）検満計測器の受払業務を委託している場合は、委託会社とする。 

（ａ）工事発注時 

① 配電担当箇所は「検満計測器工事票 受渡票 施工会社用」（以下、「受渡票（施工

会社用）」という）（参考資料－１４（３）参照）を工事設計書単位に２部［正・副］作

成≪①②③≫し、工事票を添付のうえ、配電受渡確認欄≪④≫に上長確認を得る。 

② 上長確認後、以下の方法により施工会社へ「受渡票（施工会社用）」と工事票を受け

渡す。 

立会いによる受け渡しの場合 送付による受け渡しの場合 

②－１ 施工会社は「受渡票［正・副］

（施工会社用）」の記載内容（設

計Ｎｏ、工事票合計受渡枚数、受

渡方法）が正しいことを配電担

当箇所立会いのもと確認する。 

②－２ 施工会社は「受渡票［正・副］

（施工会社用）」の施工会社受領

確認欄≪⑤≫に記入・押印（サイ

ン可）し、「受渡票［副］（施工会

社用）」と工事票を受取る。 

②－１ 配電担当箇所は「受渡票［正・

副］（施工会社用）」の送付確認

欄≪⑥≫に必要事項を記入し、

「受渡票［副］（施工会社用）」

と工事票を施工会社へ送付※し

た後、施工会社へ送付連絡をす

る。     ※梱包後、封印する。 

②－２ 送付連絡後、配電担当箇所は

「受渡票［正］（施工会社用）」

の送付連絡確認欄≪⑦≫に必要

事項を記入する。 

②－３ 施工会社は送付された「受渡

票［副］（施工会社用）」が到着

次第、記載内容（設計Ｎｏ、工事

票合計受渡枚数、受渡方法）が正

しいことを確認し、配電担当箇

所へ受領連絡をする。 

②－４ 受領連絡後、配電担当箇所は

「受渡票［正］（施工会社用）」、

施工会社は「受渡票［副］（施工

会社用）」の受領連絡確認欄≪⑧

≫に必要事項を記入する。 

③ 「受渡票［正］（施工会社用）」は配電担当箇所にて一時保存し、「受渡票［副］（施工

会社用）」は施工会社が保存する。 
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（ｂ）工事完了後 

① 施工会社は「受渡票［副］（施工会社用）」に必要事項≪⑨≫を記入し、「受渡票［副］

（施工会社用）の写し」を作成のうえ、「受渡票［副］（施工会社用）」および「受渡票

［副］（施工会社用）の写し」の返付確認欄≪⑩≫に必要事項を記入する。 

なお、分割返付の場合は、最終返付時に返付枚数の合計≪⑨≫を記入し、受渡枚数

と合致していることを確認する。 

 

② 施工会社は、以下の方法により、配電担当箇所へ「受渡票［副］（施工会社用）の写

し」と工事票を返付する。 

持参による返付の場合 送付による返付の場合 

②－１ 施工会社は「受渡票［副］（施

工会社用）の写し」と工事票を配

電担当箇所へ持参する。 

②－２ 配電担当箇所は「受渡票［副］

（施工会社用）の写し」の記載内

容（受渡方法、工事票合計返付枚

数）が正しいことを確認し、配電

受領確認欄≪⑬≫に押印（日付

要）する。 

 

②－１ 施工会社は、「受渡票［副］（施

工会社用）の写し」と工事票を配

電担当箇所へ送付※した後、配電

担当箇所へ送付連絡をする。 

※梱包後、封印する。 

②－２ 送付連絡後、配電担当箇所は

「受渡票［正］（施工会社用）」、

施工会社は「受渡票［副］（施工

会社用）」の送付連絡確認欄≪⑪

≫に必要事項を記入する。 

②－３ 配電担当箇所は送付された

「受渡票［副］（施工会社用）の

写し」が到着次第、記載内容（受

渡方法、工事票合計返付枚数）が

正しいことを確認し、配電受領

確認欄≪⑬≫に押印（日付要）し

た後、施工会社へ受領連絡をす

る。 

②－４ 受領連絡後、配電担当箇所は

「受渡票［正］（施工会社用）」、

施工会社は「受渡票［副］（施工

会社用）」の受領連絡確認欄≪⑫

≫に必要事項を記入する。 

 

③ 配電担当箇所は、「受渡票［副］（施工会社用）の写し」の返付内容を「受渡票［正］

（施工会社用）」に転記≪⑨≫し、全数返付となるまで一時保存する。 

 

④ 施工会社から返付された工事票は料金担当箇所へ回付する〔高圧検満の場合〕。受渡

方法は、後述「ｄ．料金担当箇所への受渡方法」による。 

 

⑤ 施工会社へ受け渡した工事票が全数返付されたら、配電担当箇所は「受渡票［正］

（施工会社用）」の配電完了確認欄≪⑬≫に押印（日付要）し、「受渡票［副］（施工会

社用）の写し」を全数添付のうえ、上長確認を得る。  
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ｄ．料金担当箇所への受渡方法 

作業用ＨＴを未使用の場合は、配電担当箇所から料金担当箇所に工事票を次のとおり受

渡しする。 

（ａ）料金担当箇所への受渡時 

① 配電担当箇所は「検満計測器工事票 受渡票 料金担当箇所用」（以下、「受渡票（料

金担当箇所用）」という。）（参考資料－１４（４）参照）を工事設計書単位に２部［正・

副］を作成≪①②③≫し、帳票種別毎に仕分けされた状態の工事票を添付のうえ、配

電受渡確認欄≪④≫に上長確認を得る。 

② 上長確認後、以下の方法により料金担当箇所へ「受渡票（料金担当箇所用）」と「工

事票」を受け渡す。なお、高圧検満の場合は原則１週間以内（当月工事分は月末最終

営業日の前日まで）に送付すること。 

持参による受け渡しの場合 送付による受け渡しの場合 

②－１ 配電担当箇所は料金担当

箇所へ「受渡票［正・副］（料

金担当箇所用）」と工事票を

持参する。 

②－２ 料金担当箇所は、「受渡票

［正・副］（料金担当箇所用）」

の記載内容（設計Ｎｏ、工事

票合計受渡枚数、受渡方法）

が正しいことを確認する。 

②－３ 料金担当箇所は、「受渡票

［正・副］（料金担当箇所用）」

の料金担当箇所受領確認欄

≪⑤≫に記入・押印（サイン

可）する。 

 

 

 

②－１ 配電担当箇所は「受渡票［正・副］

（料金担当箇所用）」の送付確認欄

≪⑥≫に必要事項を記入し、「受渡

票［副］（料金担当箇所用）」と工

事票を料金担当箇所へ送付※した

後、料金担当箇所へ送付連絡をす

る。       ※梱包後、封印する。 

②－２ 送付連絡後、配電担当箇所は「受

渡票［正］（料金担当箇所用）」の

送付連絡確認欄≪⑦≫に必要事項

を記入する。 

②－３ 料金担当箇所は送付された「受渡

票［副］（料金担当箇所用）」が到

着次第、記載内容（設計Ｎｏ，工事

票合計受渡枚数、受渡方法）が正し

いことを確認し、配電担当箇所へ受

領連絡をする。 

②－４ 受領連絡後、配電担当箇所は「受

渡票［正］（料金担当箇所用）」、

料金担当箇所は「受渡票［副］（料

金担当箇所用）」の受領連絡確認欄

≪⑧≫に必要事項を記入する。 

③ 「受渡票［正］（料金担当箇所用）」は配電担当箇所が一時保存し、「受渡票［副］（料

金担当箇所用）」は料金担当箇所が保存する。 

 

（ｂ）料金担当箇所からの返付時 

① 料金担当箇所は、システム入力後に「受渡票［副］（料金担当箇所用）」に必要事項

≪⑨≫を記入し、「受渡票［副］（料金担当箇所用）の写し」を作成のうえ、「受渡票［副］

（料金担当箇所用）」および「受渡票［副］（料金担当箇所用）の写し」の返付確認欄≪

⑩≫に必要事項を記入する。 
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② 料金担当箇所は、以下の方法により、配電担当箇所へ「受渡票［副］（料金担当箇所

用）の写し」と「工事票」を返付する。 

持参による返付の場合 送付による返付の場合 

②－１ 料金担当箇所は「受渡票［副］

（料金担当箇所用）の写し」と工

事票を配電担当箇所へ持参す

る。 

②－２ 配電担当箇所は「受渡票［副］

（料金担当箇所用）の写し」の記

載内容（受渡方法、工事票合計返

付枚数）が正しいことを確認し、

配電受領確認欄≪⑬≫に押印

（日付要）する。 

 

 

②－１ 料金担当箇所は、「受渡票［副］

（料金担当箇所用）の写し」と工

事票を配電担当箇所へ送付※し

た後、配電担当箇所へ送付連絡

をする。   ※梱包後、封印する。 

②－２ 送付連絡後、配電担当箇所は

「受渡票［正］（料金担当箇所

用）」、料金担当箇所は「受渡票

［副］（料金担当箇所用）」の送付

連絡確認欄≪⑪≫に必要事項を

記入する。 

②－３ 配電担当箇所は送付された

「受渡票［副］（料金担当箇所用）

の写し」が到着次第、記載内容

（受渡方法、工事票合計返付枚

数）が正しいことを確認し、配電

受領確認欄≪⑬≫に押印（日付

要）した後、料金担当箇所へ受領

連絡をする。 

②－４ 受領連絡後、配電担当箇所は

「受渡票［正］（料金担当箇所

用）」、料金担当箇所は「受渡票

［副］（料金担当箇所用）」の受領

連絡確認欄≪⑫≫に必要事項を

記入する。 

 

③ 配電担当箇所は「受渡票［副］（料金担当箇所用）の写し」の返付内容を「受渡票［正］

（料金担当箇所用）」に転記≪⑨≫し、料金担当箇所へ受け渡した工事票が全数返付さ

れた事を確認する。 

 

④ 確認後、「受渡票［正］(料金担当箇所用)」の配電完了確認欄≪⑬≫に押印（日付要）

し、「受渡票［副］（料金担当箇所用）の写し」および工事票を添付のうえ、上長確認を

得る。 

  



 60 

検満計測器工事票の受け渡しフロー 

【道央統括支店直轄区域内以外の受け渡し（立会いのみ）】 

※ ≪≫は各処理における受渡票への記入欄Ｎｏを示す 

当 社 道央統括支店直轄区域内以外の検満業務委託会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受渡票起票 
≪［正・副］①②≫ 

受領確認（上長確認含む） 
≪［正・副］④≫ 

工事票受渡し（立会のみ） 

上長確認【受渡票［正・副］・工事票】 
≪［正・副］③≫ 

内容確認 

受渡票［正］一時保管 

工事依頼 
協同組合・施工会社 

※【施工会社への受け渡し】フロー参照 

 

返付内容記入 
≪［副］⑤≫ 

［副］（写）を作成 

返付確認 
≪［副（写）］⑤≫ 

返  付（立会のみ） 内容確認 

受領確認 
≪［副（写）］⑥≫ 

受領内容記入 
≪［正］⑤≫ 

１年間保存【受渡票［正・副（写）］】 

1 年間保存【受渡票［副］】 

（全数返付後） 

検満計測器工事票 

受渡票［副］ 
施工会社用 

 
受渡票［正］ 
委託会社用 

検満計測器工事票 

受渡票［副］ 
施工会社用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］○写  
施工会社用 

 

受渡票［副］ 
施工会社用 

 

工事完了 
※【施工会社への受け渡し】フロー、

【料金担当箇所への受け渡し】フロ

ー参照 

 

※工事検収後の提出書類に添付 

受渡票［正］ 
委託会社用 

受渡票［正］ 
委託会社用 

受渡票［正］ 
委託会社用 

受渡票［副］○写  
委託会社用 



 61 

【道央統括支店直轄区域内の受け渡し（送付の場合）】 

◆低圧検満の場合              ※ ≪≫は各処理における受渡票への記入欄Ｎｏを示す 

配電担当箇所  検満業務委託会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
受渡票起票 

≪［正・副］①②③④

≫ 

上長確認【受渡票［正・副］・工事票】 

≪［正・副］④≫ 

引渡連絡受領 
引渡連絡（電話等） 

≪［正］⑦≫ 

 

引受連絡（電話等） 

≪［副］⑧≫ 

 

工事発注（送付） 

≪［正・副］⑥≫ 

引受確認 

≪［正］⑧≫ 

受渡票［正］一時保管 

引渡連絡受領 

受領・内容確認・一時保管 

 

引渡内容・方法指定 

≪［副］（写）］⑩⑫⑬⑭≫ 

※ 

検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副］ 

受渡票 

［正］ 

検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票 

［副］ 
受渡票［副］一時保管 

受領・内容確認・上長確認 

≪［副］⑦≫ 

 

[副]（写）作成（注 1） 

≪［副］（写）］⑨≫ 

引渡履歴作成 

≪［副］⑩≫ 

 

施 工 

作業用ＨＴデータ連係 

 

（注 1）配電担当に受け渡す都

度作成する。 

（注 2）［副（写）］（写）は配電担当

へ発送する。 

工事票発送（送付） 

≪［副］（写）］（写）（注 2）⑯≫ 

引渡連絡（電話等） 

≪［副］（写）］⑰≫ 
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配電担当箇所  検満業務委託会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

引受連絡（電話等） 

≪［副（写）］（写）⑱

≫ 

全数引渡確認 

≪［副］⑪⑲≫ 

工事票受渡引受 

≪［副（料）］⑳≫ 

≪［副（写）］写⑳≫ 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票［副（写）］一時保管 
受渡票 

［副(写)］ 

受領履歴管理 

≪［正］⑨≫ 

受領履歴管理 

≪［正］⑨≫ 

全数返付 

≪［正］⑩≫ 

受渡票 

［正］ 

受渡票 

［副］ 

上長確認 

≪［正］⑩≫ 

※ 

上長確認 

≪［副］⑲≫ 

受渡票保管 

引受確認 

≪［副］（写）］⑱≫ 

受領・内容確認 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

 

［副(写)］ 
受渡票 

［副(写)］ 
受渡票 

［副(写)］ 

工事票 ５年保存 

受渡票 1 年保存 

受領・内容確認・一時保管 
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【道央統括支店直轄区域内の受け渡し（立会の場合）】 

◆低圧検満の場合              ※ ≪≫は各処理における受渡票への記入欄Ｎｏを示す 

配電担当箇所  検満業務委託会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
受渡票起票 

≪［正・副］①②③④

≫ 

上長確認【受渡票［正・副］・工事票】 

≪［正・副］④≫ 

工事発注（立会） 

≪［正・副］⑤≫ 

施 工 

作業用ＨＴデータ連係 

 

受渡票［正］一時保管 

工事票受渡（立会） 

≪［副］（写）］⑯≫ 

≪［副］（写）］（写）（注２）⑯≫ 

引渡内容・方法指定 

≪［副］（写）］⑩⑫⑬⑭≫ 

（注 2）［副（写）］（写）は配電担当へ持参する。 

（注 1）配電担当に受け渡す都度作成する。 

※1 

検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副］ 

受渡票 

［正］ 

受渡票［副］一時保管 

受領・内容確認・上長確認 

≪［副］⑤≫ 

 

[副]（写）作成（注１） 

≪［副］（写）］⑨≫ 

引渡履歴作成 

≪［副］⑩≫ 

 

受渡票 

［正］ 受領・内容確認 

≪［正・副］⑤≫ 

 

受渡票［正］返却 

 

受渡票 

［正］ 

工事票受渡（立会） 

≪［副］（写）］⑯≫ 

≪［副（写）］（写）⑯≫ 

受渡票［副］（写）返却 

 

受渡票 

［副］ 

（写） 

※2 

受渡票 

［副］ 

検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

 

受渡票 

［副］ 

（写） 
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配電担当箇所  検満業務委託会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受領・内容確認・一時保管 
全数引渡確認 

≪［副］⑪⑲≫ 

工事票受渡引受 

≪［副（写）］写⑳≫ 

受渡票 

［副(写)］ 

 

受領履歴管理 

≪［正］⑨≫ 

受領履歴管理 

≪［正］⑨≫ 

全数返付 

≪［正］⑩≫ 

受渡票 

［正］ 

受渡票 

［副］ 

上長確認 

≪［正］⑩≫ 

上長確認 

≪［副］⑲≫ 

受渡票保管 

受領・内容確認 

※1 ※2 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票［副（写）］一時保管 

受渡票 

［副(写)］ 
受渡票 

［副(写)］ 
受渡票 

［副(写)］ 

受渡票 

ええ

］  

（写） 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

工事票 ５年保存 

受渡票 1 年保存 
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【道央統括支店直轄区域内の受け渡し（送付の場合）】 

◆高圧検満の場合              ※ ≪≫は各処理における受渡票への記入欄Ｎｏを示す 

配電担当箇所 料金担当箇所 検満業務委託会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
受渡票起票 

≪［正・副］①②③④≫ 

上長確認【受渡票［正・副］・工事票】 

≪［正・副］④≫ 

引渡連絡受領 
引渡連絡（電話等） 

≪［正］⑦≫ 

 

引受連絡（電話等） 

≪［副］⑧≫ 

 

工事発注（送付） 

≪［正・副］⑥≫ 

引受確認 

≪［正］⑧≫ 

施  工 

受渡票［正］一時保管 

工事票発送（送付）（注２） 

≪［副］（写）］（写）（注３）⑯≫ 

引渡連絡（電話等） 

≪［副］（写）］⑰≫ 

 

引渡連絡受領 

受領・内容確認・一時保管 

 

引渡内容・方法指定 

≪［副］（写）］⑩⑫⑬⑭≫ 

（注３）［副（写）］（写）は料金担当へ発送時、

副（料）または副（料金担当用）と表記する。 

（注 1）料金担当に受け渡す

都度作成する。 

※ 

検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副］ 

受渡票 

［正］ 

検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

受渡票 

［副］ 受渡票［副］一時保管 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

受領・内容確認・上長確認 

≪［副］⑦≫ 

 

[副]（写）作成（注１） 

≪［副］（写）］⑨≫ 

引渡履歴作成 

≪［副］⑩≫ 

 

（注２）【高圧の場合】 

原則１週間以内に工事票を送付すること。

また、当月工事分は、月末最終営業日の前日

までに送付すること。 



 66 

 

配電担当箇所 料金担当箇所 検満業務委託会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

引受連絡（電話等） 

≪［副（料）］⑱≫ 

受領・内容確認・一時保管 

全数引渡確認 

≪［副］⑪⑲≫ 

システム入力 

工事票引渡 

≪［副（料）］⑯≫ 

工事票受渡引受 

≪［副（料）］写⑳≫ 

≪［副（写）］写⑳≫ 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票［副（写）］一時保管 

受渡票 

［副(写)］ 

受領履歴管理 

≪［正］⑨≫ 

受領履歴管理 

≪［正］⑨≫ 

全数返付 

≪［正］⑩≫ 

受渡票 

［正］ 

受渡票 

［副］ 上長確認 

≪［正］⑩≫ 

※ 

上長確認 

≪［副］⑲≫ 

受渡票保管 受渡票保管 

引受確認 

≪［副］（写）］⑱≫ 

料金引渡報告（送付） 

≪［副（写）］（写）≫ 

受領・内容確認 

工事票受渡引受 

≪［副（料）］写⑳≫ 

≪［副（写）］写⑳≫ 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

受渡票 

［副］ 

料 金 担 当

え 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

受渡票 

［副(写)］ 
受渡票 

 
受渡票 

［副(写)］ 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票 

［ 副 (写 )e 

（写） 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

（写） 

工事票 ５年保存 

受渡票 1 年保存 
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【道央統括支店直轄区域内の受け渡し（立会の場合）】 

◆高圧検満の場合              ※ ≪≫は各処理における受渡票への記入欄Ｎｏを示す 

配電担当箇所 料金担当箇所 検満業務委託会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
受渡票起票 

≪［正・副］①②③④≫ 

工事発注（立会） 

≪［正・副］⑤≫ 

施  工 

受渡票［正］一時保管 

工事票受渡（立会）（注 2） 

≪［副］（写）］⑮≫ 

≪［副］（写）］（写）（注３）⑮≫ 

引渡内容・方法指定 

≪［副］（写）］⑩⑫⑬⑭≫ 

（注３）［副（写）］（写）は料金担当へ発送時、

副（料）または副（料金担当用）と表記する。 

（注 1）料金担当に受け渡す

都度作成する。 

※1 

検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副］ 

受渡票 

［正］ 

受渡票 

［副］ 

受渡票［副］一時保管 

受領・内容確認・上長確認 

≪［副］⑤≫ 

 

[副]（写）作成（注 1） 

≪［副］（写）］⑨≫ 

引渡履歴作成 

≪［副］⑩≫ 

 

受渡票 

［正］ 受領・内容確認 

≪［正・副］⑤≫ 

 

受渡票［正］返却 

 

受渡票 

［正］ 

受渡票 

［副］ 

（写） 

工事票受渡（立会） 

≪［副］（写）］⑮≫ 

≪［副］（料）］⑮≫ 

受渡票［副］（写）返却 

 

受渡票 

［副］ 

（写） 

※2 

検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

（注２）【高圧の場合】 

原則１週間以内に工事票を受け渡しすること。また、

当月工事分は、月末最終営業日の前日までに受け渡し

すること。 

上長確認【受渡票［正・副］・工事票】 

≪［正・副］④≫ 
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配電担当箇所 料金担当箇所 検満業務委託会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

受領・内容確認・一時保管 

全数引渡確認 

≪［副］⑪⑲≫ 

システム入力 

工事票引渡 

≪［副（料）］⑯≫ 

工事票受渡引受 

≪［副（料）］写⑳≫ 

≪［副（写）］写⑳≫ 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票［副（写）］一時保管 

受渡票 

［副(写)］ 

受領履歴管理 

≪［正］⑨≫ 

受領履歴管理 

≪［正］⑨≫ 

全数返付 

≪［正］⑩≫ 

受渡票 

［正］ 

受渡票 

［副］ 上長確認 

≪［正］⑩≫ 

上長確認 

≪［副］⑲≫ 

受渡票保管 受渡票保管 

料金引渡報告（持参） 

≪［副（写）］（写）≫ 

受領・内容確認 

工事票受渡引受 

≪［副（料）］写⑳≫ 

≪［副（写）］写⑳≫ 

※1 ※2 

[副（写）] （写）作成 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

え 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 検満計測器工事票 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

（写） 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

受渡票 

［副］ 

料金担当用 

受渡票 

［副(写)］ 
受渡票 

［副(写)］ 
受渡票 

［副(写)］ 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

受渡票 

［副(写)］ 

（写） 

工事票 ５年保存 

受渡票 1 年保存 
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【施工会社への受け渡し（立会いの場合）】   ※ ≪≫は各処理における受渡票への記入欄Ｎｏを示す 

配電担当箇所 施工会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作業用ＨＴ未使用の場合） 

施 工 

作業用ＨＴデータ連係 

 

受渡票起票 
≪［正・副］①②③≫ 

受領確認 
≪［正・副］⑤≫ 

工事発注（立会い） 

上長確認【受渡票［正・副］・工事票】 
≪［正・副］④≫ 

内容確認 

受渡票［正］一時保管 

返付内容記入 
≪［副］⑨≫ 

［副］（写）を作成 

返付確認 
≪［副・副（写）］⑩≫ 

返  付（持参） 内容確認 

受領確認 
≪［副（写）］⑬≫ 

受領内容記入 
≪［正］⑨≫ 

上長確認【受渡票［正・副（写）］】 
≪［正］⑬≫ 

1 年間保存【受渡票［正・副（写）］】 

1 年間保存【受渡票［副］】 

（全数返付後） 

（全数返付後） 

検満計測器工事票 

受渡票［副］ 
施工会社用 

 
受渡票［正］ 
施工会社用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］ 
施工会社用 

 
受渡票［正］ 
施工会社用 

 

受渡票［正］ 
施工会社用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］○写  
施工会社用 

 

受渡票［副］○写  
施工会社用 

 

検満計測器工事票 

料金担当箇所へ 
※【料金担当箇所への 

受け渡し】フロー参照 

受渡票［副］○写  
施工会社用 

 
受渡票［副］○写  

施工会社用 

 
受渡票［副］○写  

施工会社用 

 

受渡票［正］ 
施工会社用 

 

受渡票［副］ 
施工会社用 
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【施工会社への受け渡し（送付の場合）】    ※ ≪≫は各処理における受渡票への記入欄Ｎｏを示す 

配電担当箇所 施工会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（作業用ＨＴ未使用の場合） 

施 工 

作業用ＨＴデータ連係 

 

検満計測器工事票 

検満計測器工事票 

受渡票起票 
≪［正・副］①②③≫ 

送付連絡確認 
≪［正］⑦≫ 

工事発注（送付） 

上長確認【受渡票［正・副］・工事票】 

≪［正・副］④≫ 

送付連絡確認 送付連絡（電話等） 

受領・内容確認 

受領連絡（電話等） 

［副］（写）を作成 

返付確認 
≪［副・副（写）］⑩≫ 

返  付（送付） 

受領確認 
≪［副（写）］⑬≫ 

受領内容・連絡記入 
≪［正］⑨⑫≫ 

上長確認【受渡票［正・副（写）］】 
≪［正］⑬≫ 

１年間保存【受渡票［正・副（写）］】 

1 年間保存【受渡票［副］】 

（全数返付後） 

送付確認 
≪［正・副］⑥≫ 

受領連絡確認 
≪［正］⑧≫ 受領連絡確認 

≪［副］⑧≫ 

返付内容記入 
≪［副］⑨≫ 

送付連絡（電話等） 

送付連絡確認 
≪［副］⑪≫ 

受領・内容確認 

送付連絡確認 
≪［正］⑪≫ 

受領連絡（電話等） 
受領連絡確認 
≪［副］⑫≫ 

（全数返付後） 

受渡票［正］一時保管 

料金担当箇所へ 
※【料金担当箇所への 

受け渡し】フロー参照 

受渡票［正］ 
施工会社用 

 

受渡票［副］ 
施工会社用 

 
受渡票［正］ 
施工会社用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］ 
施工会社用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］○写  
施工会社用 

 

受渡票［副］○写  
施工会社用 

 

受渡票［副］○写  
施工会社用 

 
受渡票［副］○写  

施工会社用 

 

受渡票［正］ 
施工会社用 

 

受渡票［副］○写  
施工会社用 

 

受渡票［副］ 
施工会社用 
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【料金担当箇所への受け渡し（持参の場合）】 

◆高圧検満の場合              ※ ≪≫は各処理における受渡票への記入欄Ｎｏを示す 

配電担当箇所 料金担当箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受渡票起票 
≪［正・副］①②③≫ 

受領確認 
≪［正・副］⑤≫ 

受け渡し（持参）（注 1） 

上長確認【受渡票［正・副］・工事票】 
≪［正・副］④≫ 

内容確認 

受渡票［正］一時保管 

システム入力 

返付内容記入 
≪［副］⑨≫ 

［副］（写）を作成 

返付確認 
≪［副・副（写）］⑩≫ 

返  付（持参） 内容確認 

受領確認 
≪［副（写）］⑬≫ 

受領内容記入 
≪［正］⑨≫ 

上長確認 
【受渡票［正・副（写）］・工事票】 

≪［正］⑬≫ 

1 年間保存【受渡票［副］】 

検満計測器工事票 

受渡票［副］ 
 受渡票［正］ 

料金担当箇所用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］○写  
料金担当箇所用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］ 
 受渡票［正］ 

料金担当箇所用 

 

受渡票［正］ 
料金担当箇所用 

 

受渡票［副］ 
料金担当箇所用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］○写  
料金担当箇所用 

 

受渡票［正］ 
料金担当箇所用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］○写  
料金担当箇所用 

 

受渡票［正］ 
料金担当箇所用 

 

(注 1)【高圧の場合】 

原則１週間以内に工事票を受け渡

しすること。また、当月工事分は、

月末最終営業日の前日までに受け

渡しすること。 

工事票 ５年保存 

受渡票 1 年保存 



 72 

【料金担当箇所への受け渡し（送付の場合）】 

◆高圧検満の場合              ※ ≪≫は各処理における受渡票への記入欄Ｎｏを示す 

配電担当箇所 料金担当箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受渡票起票 
≪［正・副］①②③≫ 

送付連絡確認 
≪［正］⑦≫ 

受け渡し（送付）（注１） 

上長確認【受渡票［正・副］・工事票】 
≪［正・副］④≫ 

送付連絡確認 送付連絡（電話等） 

受領・内容確認 

受領連絡（電話等） 

［副］（写）を作成 

返付確認 
≪［副・副（写）］⑩≫ 

返  付（送付） 

受領確認 
≪［副（写）］⑬≫ 

受領内容・連絡記入 
≪［正］⑨⑫≫ 

上長確認 
【受渡票［正・副（写）］・工事票】 

≪［正］⑬≫ 

1 年間保存【受渡票［副］】 

送付確認 
≪［正・副］⑥≫ 

受領連絡確認 
≪［正］⑧≫ 

受領連絡確認 
≪［副］⑧≫ 

システム入力 

返付内容記入 
≪［副］⑨≫ 

送付連絡（電話等） 

送付連絡確認 
≪［副］⑪≫ 受領・内容確認 

送付連絡確認 
≪［正］⑪≫ 

受領連絡（電話等） 
受領連絡確認 
≪［副］⑫≫ 

受渡票［正］一時保管 

検満計測器工事票 

受渡票［副］ 
 受渡票［正］ 

料金担当箇所用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］ 
料金担当箇所用 

検満計測器工事票 

受渡票［副］○写  
料金担当箇所用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］○写  
料金担当箇所用 

 

受渡票［正］ 
料金担当箇所用 

 

受渡票［副］ 
料金担当箇所用 

 

検満計測器工事票 

受渡票［副］○写  
料金担当箇所用 

 

受渡票［正］ 
料金担当箇所用 

 

(注 1)【高圧の場合】 

原則１週間以内に工事票を受け渡しすること。

また、当月工事分は、月末最終営業日の前日まで

に受け渡しすること。 

工事票 ５年保存 

受渡票 1 年保存 
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（１０）計測器検満アラームリスト 

当社の計量器は、計量法により有効期間内での使用が定められており、有効期間満了前に

取替工事を行わなければならないことから、有効期間超過の防止を目的に、計測器管理シス

テムに登録された計器・受量器に関して、有効期間満了の年月まで３ヵ月以下となった設備

は「計測器検満アラームリスト」（参考資料－３．３－１（３０）参照）に出力される。詳

細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

ａ．当該リストが作成された場合は、決裁者が計測器管理システムのログインした際に検満

アラームリスト出力画面への遷移以外不可となっていることから、すみやかに当該リスト

を出力し（出力に関しては個人情報が記載されていることから上長限定としている）、担

当者へ状況確認を実施させる。 

 

ｂ．配電担当箇所は、アラームリストに記載された内容について、工事の進捗状況などを確

認し、備考欄に次のとおり工事工程を補足する。 

(ａ)補足対象 

・アラームリストに出力された検満迄月数が「０ヵ月」で工程が「検収登録」以外のお客

さまについて、備考欄に工事実施状況（「取替済」「取替予定」「工事不要」「工事取消」）

を記載する。 

・「取替済」とする場合は工事月日、「取替予定」の場合は取替予定日（または期間）を記載

する。 

・「取替予定」に対しては当月内の進捗管理を徹底し、月末までの「取替済」確認した上で、

取替完了後は「取替済」と同様の記載を備考欄に追記し、証跡とともに上長へ再回付す

る。 

(ｂ)工事関係書類の添付 

補足した工事実施状況に応じて、次の書類を添付する。 

ｲ.「取替済」「工事不要」 

「取替済」「工事不要」と記載したお客さまは、「工事票」の写しを添付する。 

なお、「工事票」については、料金担当箇所に回付することから業務処理方法として、

取外計器の検満年月が失効１ヵ月前のものをコピーし、保管することとして良い（不

要となった工事票（写）は適切に処理する）。 

ﾛ.「工事取消」 

「工事取消」と記載したお客さまは、異動・事故等の計測器工事設計が伴うため、

その工事設計状況に応じて、次の書類を添付する。 

なお、「工事取消」は受付担当や工事組合等の関係箇所と電設工事工程の確認が必要

となること、および事故は配電担当が対応することから、書類の添付は配電担当が実

施する。 

(ｲ)異動・事故等が設計済の場合 

「計測器管理システム」－「工程管理」－「計測器工程管理」画面のハードコピーを

添付する。 
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(ﾛ)異動・事故等が未設計の場合 

異動申込み、事故処理が分かる書類※添付する。 

※異動票のコピー、システム画面ハードコピー、計測器工事設計票（一般用）Ａ票のコピー等 

ｃ．「計測器検満アラームリスト」の検満迄月数が「０ヵ月」で、かつ建物の封鎖等により

当月中に取替または撤去できないお客さまは、個別に３桁の管理Ｎｏ．を付与し、計測器

管理システムのお客さま名（漢字）の先頭に管理Ｎｏ．を入力するとともに、管理Ｎｏ．

毎の対応履歴を別紙（任意様式）にて管理する。 

なお、対応履歴はアラームリストの上長回付および確認時に添付（写し可）する。 

※お客さま名（漢字）は電設異動情報があった場合に変更（書換え）されるため、入力した管理 No.が消去される。 

この場合は、検満迄月数が「０」になっている理由を改めて確認し、管理 No.を再入力すること。 

ｄ．オプション（ＯＰ）計測器は撤去完了までの期間、「計測器検満アラームリスト」の備

考欄に自動印字される情報（撤去予定年月日・巡視年月日）※１で管理する。 

なお、本自動印字機能を使用した管理を行う対象は、ＯＰ計測器（離島を除く※２）の

みでＯＰ計測器管理以外には使用しない※３ことから、自動印字機能により登録する際

は、対象に誤りが無いことを配電担当箇所の担当者および上長のダブルチェックで確認

すること。 

※１ 検満工事進捗画面の備考欄（全角２０文字登録可能）に以下の３項目を登録することで自動印字される。 

また、ＯＰ計測器に該当する契約区分は、計測器検満アラームリストの契約区分欄に「ＯＰ」と表示される

ため、備考欄の表示が誤っていないかのチェックに使用すること。 

①ОＰ ОＰ計測器であることを表示 【入力例】 

撤去予定：2023年 4月 1日， 

巡視日：2021年 12月 24日 

ＯＰ＿撤去２３０４０１＿巡視２１１２２４ 

②撤去予定年月日 施工予定管理情報 

③巡視年月日 設備保守管理情報 

※２ 離島はＯＰ契約が継続しているため、通常どおりの検定有効期間管理が必要。 

※３ 通常の検満管理が必要な対象については、毎月の確認およびお客さま対応等を実施し、その結果を備考欄に

記入（更新）する必要があることから、自動印字機能対象外としている。 

 

以上のとおり、「計測器検満アラームリスト」による管理を適切に実施し、計量器の有効

期間超過防止を図るが、お客さま都合等により止むを得ず検満月を超過した場合は、図Ⅲ－

２－９のとおり料金担当箇所へ連絡し、検満工事完了後には取外計器の器差試験を確実に実

施する。 

図 Ⅲ－２－９ 検満月超過時の業務処理 

 

 

 

 

 

 

  

ｎ月検針日 ｎ＋１月検針日 ｎ＋２月検針日 

計器取替 

この期間は参考計器扱い 

検満月超過 

予見可

能 
ケース 

事後判
明 

ケース

料金担当箇所へ 
連絡 

料金担当箇所へ 
速やかに連絡 

取外計器の 

器差試験実施 
試験結果を 

料金担当箇所へ連絡 

※事後判明ケース例 
 ・予定していた停電が急遽お客さま都合により取得できなかった場合など。 
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図 Ⅲ－２－１０ （１０）計測器検満アラームリスト フロー  

※低圧検満業務を委託していない事業所においては、当社が表中の「当社または委託会社」欄に記載の業務を実施する（高圧

検満に関わる業務は当社が全て実施する）。 

 

当社 当社または委託会社 その他関係箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「計測器検満アラームリスト」出力 

（計測器管理システム） 

 検満計測器アラームリスト 

 

※上長限定 

※対象がない場合も出力 

※検満業務を委託している事業所

は２部出力 

リスト確認 

・工事の有無 

・登録内容の確認 

※「取替済」「工事不要」は、検

満計測器工事票の写しを添付 

※「工事取消し」は、異動または

事故処理が分かる書類を添付 

※対象が無い場合も対象がないこ

とを確認し回付 

※現地計器の確認を必要に応じて

実施 

工事組合・施工会社 

・工事予定日問い合わせ 

・工事早期実施指示 

※必要に応じて実施 

・「０ヵ月」で「検収登録」以外のお客さま 

は、リストに工事状況を明記 

・必要な場合は設計 

５年間保存 

※「検満計測器アラームリスト」

に、委託会社の担当者と上長の

押印 

※「検満計測器アラームリスト」

に、当社の担当者と上長の押印 

上長確認 

（帳票による上長確認） 

納入審査 

（帳票による上長確認） 

受入確認 

（帳票による確認） 

 検満計測器アラームリスト 

 

※検満業務を委託していない事業

所は実施不要 
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３．補修工事 

（１）補修工事の種類 

 

 

 

 

 

 

 

図 Ⅲ－３－１ 

ａ．計測器箱・板取替工事 

計測器箱・板の破損・腐食等により取替えが必要な場合に工事を行う。 

ｂ．計測器移設工事 

落雪による計測器破損・脱落のおそれがある箇所や検針支障等、当社の都合により計測

器を移設する場合にお客さまと協議のうえ当社の費用で工事を行う。 

お客さまが自らの都合により計測器移設を希望する場合は、お客さまサービスグループ

／課で受付けし位置変更工事費を申し受け、工事を行う。 

なお、サイディング工事のように同位置での計測器取外・取付工事は位置変更に該当し

ないので、当社負担とする。ただし、サイディング工事等であっても、その工事に伴い位

置変更工事を要する場合は、お客さま負担とする。 

ｃ．ＴＳ時刻調整 

検針などでＴＳの時間ずれが発見された場合に行う。 

 

（２）計測器工事設計と工事発注 

ａ．計測器箱・板取替工事 

「計測器管理システム」による設計で工事発注する。 

なお、保安上、至急の対応が必要な場合は、「計測器箱・板修繕工事内訳表」等（各事業

所独自で作成している様式も可）で上長の確認後に発注することを可とする。この場合、

工事設計漏れや工事設計遅延が発生する可能性があるため、それまでの工事工程を管理簿

で管理する（「計測器管理システム」で設計し発注した場合、「計測器管理システム」で工

程管理が可能なため管理簿による管理は不要）。 

管理簿は次の７項目を管理必須とする。 

管理項目 

受付番号・工事会社・付託月日・施工期日・工事完了日・工事設計日・設計番号 

工事設計漏れや工事設計遅延の防止を図るため、施工期日までに工事が完了しているこ

とおよび工事完了日から１ヵ月以内に工事設計が完了していることについて、上長は毎月

上旬に自所の管理簿を確認する。 

計 測 器 移 設 工 事 補修工事 

Ｔ Ｓ 時 刻 調 整 

計測器箱・板取替工事 
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「計測器箱・板修繕工事内訳表」等で発注した場合は、「計測器管理システム」で設計す

るまで、管理簿で管理すること。 

 

施工会社が発見した計測器脱落、計測器箱・板破損等取替の取扱いは以下のとおり。 

（ａ）施工会社は当社へ電話連絡する（発見時に当社への連絡が不可能な場合は工事不可）。 

（ｂ）電話により、当社が工事の是非や、保安上、至急の対策が必要かを判断する。 

 

１件の工事で件名区分が複数になる場合は、主体となる工事※の１件名区分に取り纏め、

１工事設計にて工事を実施する。 

※主体となる工事とは、工事の主目的となる工事内容（金額の大小に依らない）を指し、また、主目的と成り得る

工事内容が複数あり判断し難い場合は、工事金額（資材代＋工費）の大きい方とする。 

 

ｂ．計測器移設工事・ＴＳ時刻調整 

移設工事は「計測器関係修繕工事設計書」、ＴＳ時刻調整は「計測器工事設計票（一般用）

Ａ票」を作成し、必要に応じて工事場所の地図を添付のうえ施工会社へ発注する（参考資

料－６（３）参照）。 

 

ｃ．設計時の確認事項 

計測器工事設計に際しては、次の点に注意する。 

（ａ）工事発生の理由が適正か。 

（ｂ）工事内容の内訳が適正か。 

（ｃ）取替工事の場合、取付・取外の内容および数量が一致しているか。 

（ｄ）移設工事の場合、工事理由から見て適正な内容であるか。 

 

（３）実施承認 

上長は、設計起案された計測器工事設計について、前項の注意点に関して内容を審査し、

計測器管理システムにより「実施承認」処理を行う。詳細は「計測器管理システム オンラ

イン操作ガイド」を参照する。 

同一の者が起案者と決裁者となる場合には、別の者が設計書を作成する、あるいは別の者

が設計内容を確認のうえ、計測器工事関係修繕工事設計書の余白に押印する。 

 

（４）工事検収 

工事検収とは、工事完了後の検収作業を終え、計測器管理システムに検収内容を入力する

ことをいう。 

なお、工事付託で作成した「計測器箱・板修繕工事内訳表」等（各事業所独自で作成して

いる様式も可）、「計測器関係修繕工事設計書」、「計測器工事設計票（一般用）Ａ票」は、５

年間保存する。 
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ａ．計測器箱・板取替工事の検収 

計測器箱・板取替工事の検収方法は、次のとおりとする。 

検収方法 
箱板破損の発見経

緯による工事区分 
検収方法の詳細 

現地検収 

(抜取り)  

施工会社が箱板破

損を発見し連絡が

あった工事 

・当社が、工事前の現地確認が出来ない場合を対象とする。 

・施工会社毎に月５％程度を抜き取りし現地検収する。 

・施工件数の５％が１件に満たない場合においても、最低

１件は現地検収を行う。 

・施工会社が発見時と工事後の状態を携帯電話で写真撮影

し、当社が確認した場合は書類検収とすることができる

（施工会社で協力可能な場合に限る）。 

・写真で確認した場合は、書類等に「写真確認済」と記載

する。 

書類検収 上記以外の工事 ・施工会社の自主検査結果を、配電が書類検収する。 

なお、現地検収(抜取り)は「計測器工事検収処理票」（参考資料－６（４）参照）により

行う。 

① １次検収 

抜取った工事の現地検収を実施する。 

② ２次検収 

抜取った工事に不良があった場合、施工会社は再度自主検査を行う。 

なお、２次検収で不良があった場合は、文書による改修指示および指導を行い、当該

工事が適合するまで２次検収を実施する。 

ｂ．計測器移設工事・ＴＳ時刻調整の検収 

施工会社の自主検査による書類検収とする。 

ｃ．検収データの登録 

検収作業終了後、当該設計の「工事検収」処理を行い、上長の確認を得る。詳細は「計

測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

工事検収前には、次の注意点を確認する。 

（ａ）設計分の工事が確実に完了したか。 

（ｂ）施工内容が工事設計に漏れなく反映されているか。 

（ｃ）取替工事の場合、取付・取外の内容および数量が一致しているか。 

ｄ．検収登録 

上長は、工事検収完了後の工事竣工が可能な計測器工事設計について、ｃ項の注意点に

関して内容を審査し、計測器管理システムにより「検収登録」処理を行う。詳細は「計測

器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 
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（５）計測器箱・板数の管理 

１１地区工事組合は各組合単位に、計測器管理システム出力帳票と払出管理簿等により、

計測器箱・板の整合性を管理する。 

ａ．計測器システム出力帳票 

計測器管理システム出力帳票は、計測器工事設計により取付けとなる計測器箱・板の材

料数の建仮・修繕工事合計を集計出力する（取付工量では集計しない）。 

（ａ）出力単位 

１１地区工事組合単位に計測器管理システムより毎月｢計測器工事会社別計器箱板個

数月報｣（参考資料－３．３－１（２５）参照）を出力する。この帳票は、工事組合の所

在地である事業所および１１地区工事組合が各々出力し保管する。詳細は「計測器管理

システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

（ｂ）出力対象会社 

「計測器工事会社別計器箱板個数月報」には、修繕工事で竣工実績のある施工会社が出

力される。 

（ｃ）出力対象品目 

計測器箱・板で副資材となる１２品目とする。ただし、取扱いの少ない品目について

は、当該組合の所在地である事業所と工事組合との協議のうえ、管理対象外とすること

ができる。 

ｂ．整合性管理箇所 

１１地区工事組合が行う。 

ｃ．整合性管理方法 

１１地区工事組合は｢計測器工事会社別計測器箱板個数月報｣で集計される計測器箱・板

の材料数と、当該各組合の計測器箱・板払出数とを比較し、管理する。 

ｄ．購入品 

新契約システムおよび簡易発注システムにより購入し、施工会社へ直接払出ししている

計測器箱・板（主に、無停電改良型計測器箱が該当）については、「計測器工事会社別計

器箱板個数月報」に反映しないため、各事業所の配電（工事・技術）Ｇ・配電課にて施工

会社への払出数と計測器工事設計数（竣工数）とを比較し、管理する。 

ｅ．判断基準 

「材料数＞払出数の差」を確認する。 

なお、この比較は完全に一致するものではないので、半期（６ヵ月）で５０個未満の差

は適正として扱い、２半期連続して５０個以上の差がある場合は１１地区工事組合が調査

を行う。ただし、不審な点や明らかに異常と判断できる場合は、これに限らず調査を行い、

不適正行為が確認できた場合、ただちに当該組合の所在地である事業所へ報告する。 

【要調査】 

２半期連続して、竣工数＞払出数の差が５０個以上となった施工会社 

ｆ．報告 

１１地区工事組合は管理結果を半期毎に当該組合の所在地である事業所へ報告する。報

告内容については、上長の確認を得る。 
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施工会社が発見した計測器脱落、計測器箱・板破損等取替フロー 

 

 

配 電 担 当 施 工 会 社 

  不良計測器箱・板発見 

発見時当社へ連絡可能 

計測器箱・板取替中止 

現地の状況を聞取り 

工事是非 

計測器箱・板取替工事実施 「計測器管理システム」発注 

工事完了 工事検収準備 

施工会社毎に現地検収 

書類検収 

検収結果 

２次検収 

検収結果 

竣工処理 

改修工事実施 

工事完了 

改修指示・指導 

Yes 

No 

No 

Yes 

不合格 

合格 

合格 

不合格 

Yes 

No 

※保安上、至急の対応が必要な場合は、「計測器箱・

板修繕工事内訳書」等（各事業所独自で作成してい

る様式も可）で発注すること可とし、この場合は事

後で「計測器管理システム」にて設計する。 
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Ⅳ．工事関連業務 

 

１．購買・請負 

（１）購買・請負について 

貯蔵品や副資材以外（計測器スリーブ、共用形絶縁キャップ等）で工事に必要な材料は、

購買により購入する。 

また、見積工事の場合は、工事に必要な資材を購買により購入し、工費等の費用について

は請負にて発注する。詳細は、「ＲＪ－１－２ 購買契約マニュアル」および「ＲＪ－１－

３ 請負契約マニュアル」による。 

なお、購買・請負請求については、上長の電子決裁が必要である。 

  

（２）購買・請負手続き 

購買および請負手続きは「新契約システム」または「簡易発注システム」により行う。 

 

（３）新契約・簡易発注システム入力時の留意事項 

システムに入力する「款コード・件名Ｎｏ．・工事Ｎｏ．」は、該当する計測器工事設計

と同一とすることにより、購買・請負データの検収処理後、該当する計測器工事設計の竣工

と連係して購買・請負データが竣工振替となる（竣工振替は建仮工事のみ対象）。 



 82 

表 Ⅳ－１－１ 勘定科目・科目コード表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分
計器工事 建設仮勘定 ０７０ 建設工事口 ０５ 需要者屋内 ５８ 特別高圧計器 ８１ 請負工事費 ０５

８０ （特定） 装置未竣工口 主 要 材 料 ０６
諸　 材　 料 ６９

総　　係　　費 ９３ 振替給料手当 ７３
雑　　　　　　給 ７８
旅　　　　　　費 ７９
消　耗　品　費 ８０
補　　 償 　　費 ８５

通信運搬費 ９１
諸　　　　　　税 ９２
雑　　　　　　費 ９３

高　圧　計　器 ８２ 請負工事費 ０５
主 要 材 料 ０６
諸　 材　 料 ６９
諸　 経　 費 ７０

低圧三相計器 ８４ 以下高圧計器
低圧単相計器 ８５ に準ずる。　　

需要者屋内 ５６ 以下未竣工口
装置竣工口 に準ずる。　　

００ 修　繕　費 ５６５ 配　電　費 ３５ 需要者屋内 ３０ 材　 料　 費 ０５ 払 出 材 料 １０
装置修繕費 撤去戻入 １５

（貸方）
請負工事費 １０ ００

諸　　　　　　費 １５ 日常の工事で　
は発生しない

諸　　　　費 ６２０ 配　電　費 ３５ 雑　　　　　損 ４０ ００ 計器取付不能 １５
手数料

小節科　　　　　　目 項 目 節
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２．電力量計請求予告月報 
（１）電力量計請求予告月報について 

計測器は、資材担当箇所にて必要個数を一括で調達・配給を行っている。このため需要急

増時等に、在庫がなくなり未払い品が出ることのないよう、各事業所配電担当箇所は倉出予

定の計測器個数を資材担当箇所に毎月報告する。 

電力量計請求予告月報は、電力量計調達における重要な帳票であり、本店倉庫の委託会社

では本帳票により、翌月の請求に向けた需給調整（修理および新品購入の実施）および、翌々

月の予測を行っていることから、常に高い精度が求められる。 

 

（２）実施方法 

ａ．作成手順 

（ａ）電力量計請求予告月報は、計測器管理システムより毎月出力する。詳細は「計測器管

理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

（ｂ）検満の計測器工事所要数は、設計工程が「実施承認かつ倉出確定未」の検満工事設計

書で、「工事期間自年月日」の月が翌月である設計情報から自動集計されるため、出力後、

内容を確認する（検満工事設計の倉出し計測器の数量を「電力量計請求予告月報」に自

動集計させるための工事実施承認タイミングは次頁の補足説明を参照）。自動集計のタイ

ミングから外れた検満工事設計書の設備は反映されないため、手補正を行うこと。 

（ｃ）検満工事以外の計測器工事所要数（翌月一般倉出数）は、計測器工事件数月報（参考

資料－３．３－１（２３）、（２４）参照）の一昨年、昨年、先々月および先月の所要

数を基に想定し、さらにスイッチングや新メニュー等のコンサルティングによる必要数

を加味して作成する。 

ｂ．報告手順 

配電担当箇所は、検満工事と一般工事のそれぞれについて、翌月倉出数を想定し、各事

業所配電担当箇所は（予告数量が「０」の場合も作成する）、毎月１８日（注９）までに資材

担当箇所へ報告する。 

（注９）１８日が休日の場合は翌営業日。 
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（補足説明） 

 

『電力量計請求予告月報の翌月検満倉出数に自動集計されるタイミングについて』 

 

電力量計請求予告月報の翌月検満倉出数に自動集計されるためには、検満工事設計の工事実施承認を「電

力量計請求予告月報データ」作成処理日（資材担当箇所提出期限の２営業日前。資材担当箇所への提出期限

は１８日であるため、通常は１６日に実施される。１６日が非営業日の場合は変更される）までに完了させ

ることが必須である。 

例えば、（ｎ＋１）月に検満の資材配送を希望する場合、ｎ月報告分の電力量計請求予告月報の翌月検満

倉出数に所要数量を反映する必要があるため、ｎ月１６日のシステム稼動時間内までに当該検満工事設計を

実施承認しなければならない。 

仮に、ｎ月１６日までに工事実施承認が間に合わなかった場合は、自動集計処理の翌日（１７日）以降～

翌月資材配送日までに当該工事の工事実施承認を行ってもｎ月報告分の電力量計請求予告月報には反映され

ないため、当該帳票の出力後に手補正する必要がある。また、電力量計請求予告月報に自動集計させるため

の検満工事設計の工事実施承認タイミングは、資材配送スケジュールにより異なるため注意が必要である。 

 

図 Ⅳ－１－１ 電力量計請求予告月報に自動集計されるタイミング 

「検満計測器の配送日が１７日～月末の場合」
　※「資材配送月≠工事実施月」の場合

（ｎ－２）月
１日

「検満計測器の配送日が１～１６日の場合」
　※「資材配送月＝工事実施月」の場合

「工事実施承認」期間

予告月報出力
　・一般倉出数の入力
　・検満倉出数の確認、補正

計器補充

（ｎ－１）月
１日

ｎ月
１日

（ｎ＋１）月
１日

（ｎ＋２）月
１日

予告月報データ作成
（計測器管理システム内）

工事実施

１８日

報告

１７日

（ｎ＋１）月　工事実施分

（ｎ－２）月
１日

計器補充

（ｎ－１）月
１日

ｎ月
１日

（ｎ＋１）月
１日

（ｎ＋２）月
１日

工事実施

１８日

報告

１６日

「工事実施承認」期間

１７日

（ｎ＋１）月　工事実施分

１６日

１７日

予告月報データ作成
（計測器管理システム内）

１７日

予告月報出力
　・一般倉出数の入力
　・検満倉出数の確認、補正

１７日

（注）工事期間の自年月日　
　　は計測器補充月（ｎ月）　
　　とすること
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３．特別検定計器予告月報 
（１）特別検定計器予告月報について 

変成器付計器の資材請求において、特別検定を受ける計器を必要なタイミングで取得する

ため、翌月に請求する特別検定計器を明確にした「特別検定計器予告月報」（参考資料－３．

３－２（４）参照）を計測器管理システムより出力し、電力量計請求予告月報に添付して資

材担当箇所へ報告する。 

（２）実施方法 

ａ．作成手順 

（ａ）特別検定計器予告月報は、計測器管理システムより毎月出力する。詳細は「計測器管

理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

（ｂ）当該帳票に出力される対象設備は、設計工程が「実施承認かつ倉出確定未」の検満工

事設計書で、「工事期間自年月日」の月が翌月である設計情報から自動集計されるため、

出力後、内容を確認する（当該帳票に自動集計させるための工事実施承認タイミングは、

電力量計請求予告月報の補足説明を参照）。自動集計のタイミングから外れた検満工事設

計書の設備は反映されないため、手補正を行うこと。 

なお、特別検定計器予告月報のデータは、検満計画時に確定した特別検定計器予告期

報のデータから電力量計請求予告月報作成時に該当データを抽出して作成されるため、

検満計画時に「検満計画データ作成エラーリスト」に出力された対象設備は当該帳票に

は反映されないため、エラー内容により次の修正が必要となる。詳細は「計測器管理シ

ステム オンライン操作ガイド」を参照する。 

① １契約１施設Ｎｏ．に複数台の計器情報が登録されていた場合 

当該エラーによるデータは、検満計画の対象外につき検満設計支援も不可能である

が、電力量計請求予告月報は設計数集計のため設計書内部で修正を行うことにより自

動反映が可能であるのに対し、特別検定計器予告月報は当該検満対象計器の情報が反

映されないため、当該帳票の全項目を手補正する必要がある。 

② 品名コードに変換できなかった場合 

当該エラーによるデータは、検満計画により工事予定月の設定は可能であるが、検

満設計支援時にも同様にパターン設計コードへの変換エラーにより「自動設計対象外

リスト」に出力される。検満計画確定後～検満設計支援前までに「検満計画データ作

成エラーリスト」に出力された対象設備を計測器設備登録訂正で正しい値に修正する

ことにより、検満設計支援時の自動設計対象外エラーを回避することは可能になるが、

特別検定計器予告月報には品名と品名コードが入力されていない状態で出力されるた

め、出力後に未入力箇所に対して手補正する必要がある。 

ｂ．報告手順 

配電担当箇所は、翌月倉出分の特別検定計器の内容を確認し、各事業所配電担当箇所は、

毎月１８日（注 10）までに資材担当箇所へ報告する。 

（注 10）１８日が休日の場合は翌営業日。 
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Ⅴ．予算管理 

１．予算体系 

図Ⅴ－１－１ 予算体系図 
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（１）予算の種類 

計測器業務に係る予算体系は、図Ⅴ－１－１のとおり「損益予算」と「設備予算」とに大

別され、「損益予算」の中に、①一般損益予算（委託費、諸費）、②修繕工事予算（一般修繕工

事予算、取替修繕工事予算）および③除却工事予算（除却仮勘定工事予算）があり、「設備予

算」の中に設備工事予算がある。 

 

（２）建仮（特定）工事の予算 

計測器工事のうち表Ⅴ－１－１に示す、資産単位物品の新設、撤去または取替（これに伴

う非単位物品の付加・取替を含む）を行った場合、建仮（特定）の勘定科目で会計整理され

る。 

表 Ⅴ－１－１ 

配電資産単位物品名 取替法適用資産 

屋

内

装

置 

需 

要 

者 

低 圧 単 相 計 器 ○ 

低 圧 三 相 計 器 ○ 

高 圧 計 器 ○ 

特 別 高 圧 計 器 ○ 

 

  

図 Ⅴ－１－１ 

委託費、諸費 

一般修繕工事予算 

設備予算 

一般損益予算 

損益予算 
修繕工事予算 

除却工事予算 

設備工事予算 

予 算 

配電設備拡充工事予算 

取替修繕工事予算 

除却仮勘定工事予算 

建 

仮
（ 

特 

定 

） 
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（３）修繕工事の予算 

修繕工事とは資産単位物品の異動が伴わない工事をいい、その工事に係る予算が修繕工事

の予算である。修繕工事の具体的な工事内容は次のとおりである。 

ａ．非単位物品（ＳＢ、ＴＳ）の単独取付・取外および取替工事 

ｂ．単位物品の移設工事 

ｃ．補修工事（計測器箱・板取替工事） 

 

（４）一般損益予算 

工事予算以外の各種費用および収入の予算をいい、計測器業務においては委託費と諸費と

がある。 

ａ．委託費：計測器受払業務、低圧検満業務等 

ｂ．諸 費：工事不要手数料 
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２．予算計画 
（１）予算計画 

需要動向および社会情勢をふまえ、予算編成方針ならびに収支状況等から必要性、優先度

を考慮し、予算執行計画を策定する。 

表 Ⅴ－２－１ 

     項   目     備   考 

計測器工事（建仮（特定）） 

①供給工事 

②検満工事 

③その他工事（１８ヵ月超過、容変等） 

設備計画 

計測器修繕工事 

①計測器箱・板取替 

②計測器移設 

③ＳＢ取替 

④計測器修理 

損益予算計画 

計測器受払業務委託費 

低圧検満業務委託費 

工事不要手数料 

損益予算計画 

その他（受託工事、補償金等）  

 

ａ．提出方法 

統括支店単位にまとめ、本店配電部へ提出（損益予算は統括支店企画総務Ｇを経由）する。 

 

ｂ．提出資料 

表 Ⅴ－２－２ 

項 目 提 出 資 料 

計測器工事 

（建仮（特定）） 

①工事数想定(Ｅｘｃｅｌシート) 

②計測器総括表（Ⅱ）(Ｅｘｃｅｌシート) 

計測器修繕工事 配電一般修繕工事計画総括表 

計測器修理 提出資料なし（本店配電部で作成） 

受払委託費 

（低圧検満委託費含む※） 
雑委託費短計内訳表 

工事不要手数料 短計算定内訳表 

※計測器受払業務委託費と低圧検満業務委託費は雑委託件名が同じため、合わせて雑委託費短計内訳表を作成する。 
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３．予算管理 

（１）予算管理 

ａ．予算管理の単位 

予算執行箇所（各事業所）と連携の上、統括支店毎に管理する。 

ｂ．決定予算の配分 

（ａ）本店は、決定した予算を科目あるいは工事区分別に統括支店毎に配分する。 

（ｂ）統括支店は、科目あるいは工事区分別に各事業所へ配分する。 

（ⅽ）各事業所は配分された予算の確認を行う。 

ｃ．予算執行管理 

（ａ）各事業所は月次執行計画を立てる。 

（ｂ）各事業所は月次の執行状況（工事の実施状況）を把握し、増減額の著しいものについ

て統括支店へ理由を報告する。 

（ｃ）統括支店は、事業所別の月次傾向を把握し、統括支店管轄区域内のバランスを調整の

上、増減額の著しいものについては、本店配電部に報告する。 

ｄ．予算運用 

統括支店は配分予算の範囲内において、統括支店管轄区域内の運用（調整）を行う。 

ｅ．期末予想 

期末予想は本店の指示により行う。 

（ａ）建仮予算 

①年度末予想は計測器管理システムの年度末予想にて行う。 

②入力方法は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照のこと。 

（ｂ）修繕予算 

非単位物品取替（特に、異動に伴うＳＢの取替）は恒常的に発生することから、過年

度の執行実績を基に傾向を把握し、「計測器関係修繕工事月報」（参考資料－３．３－１

（１８）参照）の平均単価を参考に予想する。 

（ｃ）受払委託費・工事不要手数料 

過年度の執行実績を基に傾向を把握したうえで予想する。 
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（２）未竣工工事の管理 

計測器工事発生に伴い、工事設計を行い実施承認された工事は全て未竣工工事となる。こ

のうち長期（倉出後３ヵ月超過）未竣工工事の工事データを次の方法により確認し、工事の

進捗状況を把握するとともに、工事完了後すみやかに竣工処理を行う。 

なお、検満工事について未竣工工事を確認しない場合、有効期間満了の年月を超過する可

能性があることから、確実に実施すること。 

ａ．日処理 

前日までの未竣工工事について、計測器管理システムの「未竣工工事内訳表印刷」画面

で出力指定［日処理］、倉出超過月数［３月以上］を選択して確認する。帳票表示には倉出

日からの経過月が表示されることから、長期未竣工工事の内容と現在の状態を把握し竣工

処理漏れを防ぐ。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

ｂ．月処理 

（ａ）前月までの未竣工工事について、毎月１回（上旬）、計測器管理システムの「未竣工工

事内訳表印刷」画面で出力指定［月処理］、倉出超過月数［３月以上］を選択して確認す

るとともに帳票出力する。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参

照する。 

（ｂ）日処理と同様に倉出日からの経過月が表示されることから、工事発注先へ施工状況・

予定等の状況を確認し、その結果を「未竣工工事内訳表」に明記（注 11）の上、上長確認を

得る。 

なお、対象がない場合は計測器管理システム画面で「該当するデータはありません」

と表示されるため、画面のハードコピーを出力し、上長確認を得る。 

（注 11）負担金対象工事がある場合、（負担金精算遅延のリスクがあるため）未竣工理由について特に注意する。 

（ｃ）上長回付した帳票は、１年間保存する。 

ｃ．四半期処理 

四半期毎に（６・９・１２・３月）に経理担当箇所から送付される「竣工件名 未竣工デ

ータ一覧表（計器）」に基づき、竣工漏れ工事について、再竣工処理を行うとともに、長期

未竣工工事を管理する。 
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チェック

計測器管理システム
「計測器工事設計」

「未竣工工事内訳表」
前日または当日までの
全未竣工工事を出力

「竣工件名　未竣工データ一覧表（計器）」
経理担当箇所から四半期毎（6・9・12・3月）に　

全未竣工工事を出力した帳票が送付される

未竣工データ

竣工データ

竣工処理・訂正処理

チェック 　　　　・工事未完
　　　　・竣工処理漏れ
　　　　・竣工処理未完　　　　　

長期未竣工原因

 

処 理 方 法

【処理内容】
・竣工予定月日、工事会社等記入する。
・工事完了後すみやかに竣工処理を行う。

工事未完
次の帳票に、状況確認した結果を明記して管理する
「未竣工工事内訳表」
「竣工件名　未竣工データ一覧表」

未竣工発生原因

【理由】
・先方工事都合により工事が遅れている。

竣工処理漏れ 計測器管理システム入力処理

【処理内容】
・「工事検収」「検収登録」処理を行う。
・「工事検収」が可能な工程に進める。
　特に、倉出・倉入確定処理が未処理の場合は直ちに
　処理を行う。
・受払いエラー発生原因を解消した後、「再連係」を
　行う。
　残高引当不能の場合は、移管処理後に「再連係」を
　行う。
・その他、原因が不明の場合は配電部に確認する。

【理由】
・「工事検収」「検収登録」の入力漏れ
・「工事検収」「検収登録」の入力不可
・「検収登録」後に受払いエラーが発生して
　いる。

竣工処理未完 「会計モニター」処理または経理へ処理依頼

【処理内容】
・「会計モニター」の（貸方）に誤った内容、（借方）　
に正しい内容を入力して振替え処理を行う。
・竣工確認（旧称「どぶさらい」）により、竣工口へ　　
振替え処理を行う。
　この処理は、四半期毎に経理担当箇所で実施される　　
ことから、「竣工件名未竣工データ一覧表（計器）」に
竣工処理を必要とする旨を記入のうえ、経理担当箇所に
依頼する（配電工事と同様。）。

【理由】
・誤った款コード、配電計器工事票№、
　工事区分を入力し、「購買・請負請求」を
　検収処理した。
・「計測器工事設計」が竣工した後に購買・
　請負請求処理した場合に、検収処理が翌月
　以降となった。

図 Ⅴ－３－１ 未竣工工事管理のイメージ  

・その他、原因が不明の場合は本店配電部に確認する。 
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図 Ⅴ－３－２ 未竣工工事管理（月処理） フロー 

※低圧検満業務を委託していない事業所においては、当社が表中の「当社または委託会社」欄に記載の業務を実施する（高圧

検満に関わる業務は当社が全て実施する）。 

 

 

当社 当社または委託会社 その他関係箇所 
   

 計測器未竣工工事内訳表 

 

※毎月１回（上旬）、倉出超過月数

［３月以上］ 

※対象がない場合も出力 

※検満業務を委託している事業

所は２部出力 

「計測器未竣工工事内訳表」出力 

（計測器管理システム） 

内訳表確認 

・施工状況・予定の確認 

・竣工漏れ・竣工未完確認 

・内訳表に状況を明記 

（負担金対象工事の場合、未竣工理由に

ついて特に注意する） 

１年間保存 

※必要に応じて証拠書類（設計書）

を添付 

※対象が無い場合も対象がないこと

を確認し回付 

※「計測器未竣工工事内訳表」

に、委託会社の担当者と上長

の押印 

上長確認 

（帳票による上長確認） 

 
※「計測器未竣工工事内訳表」

に、当社の担当者と上長の押

印 

工事組合・施工会社 

・工事予定日問い合わせ 

・工事早期実施指示 

※必要に応じて実施 

納入審査 

（帳票による上長確認） 

受入確認 

（帳票による確認） 

 計測器未竣工工事内訳表 

 

※検満業務を委託していない事業

所は実施不要 
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Ⅵ．設備管理 

１．計測器設備情報のメンテナンス 

（１）目的 

計測器管理システムにて管理している計測器設備情報について、必要の都度、設備登録・

訂正によりメンテナンスを行う。 

計器、変成器の設備登録・訂正については、「計測器設備訂正承認リスト」（参考資料－

３．３－１（１２）参照）が出力されるため、実施理由を明記の上、上長確認を得る。詳細

は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

なお、次の項目の設備登録・訂正については、上長の電子決裁が必要である。 

【電子決裁対象項目】 

●計器受量器、ＳＭ計量部および変成器を「新規・削除登録」した場合。 

●計器受量器で、以下の項目のいずれかを「修正」した場合。 

「相線電圧」「計器№」「乗率」「合番号（略称・№）」「指示数桁」「検満年月」 

●変成器で以下の項目のいずれかを修正した場合。 

「相線電圧」「合番号（略称・№）」「ＶＣＴ共用区分」「受検年月」 

※上記項目の設備登録・訂正に対する電子決裁時には、実施理由（特に、不整合がないか）について重点的に確認する。 

（２）処理内容 

計測器管理システム登録された計測器設備データならびにお客さま情報は、システム内で

定期的に次の処理を実施しており、処理の結果、異常が発生した場合は「未反映契約異動デ

ータ一覧」（参考資料－３．３－１（３３）参照）や「計測器チェックリスト」（参考資料－

３．３－１（１３）参照）が作成されるため、当該帳票をシステムから出力の上、メンテナ

ンスを実施する。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

なお、「計測器チェックリスト」は上長確認を得た上で、１年間保存する。 

ａ．完了異動データ連係処理 

ネットワーク情報システムからの「完了異動情報」により、お客さま情報を更新する処

理。計測器管理システム内で日次処理される。 

ＮＷ情報管理システムから連係された完了異動情報のＮＷシーケンス番号（連係 Key 情

報）が計測器管理システムに存在しなく、お客さま情報が更新できなかったものが、「未

反映契約異動データ一覧」に出力されるため、出力データについて対処する。詳細は「計

測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照する。 

ｂ．計測器設備整合性チェック処理 

計測器管理システムデーターベース内の整合性チェックを行い、不整合があった場合、

計測器チェックリストに出力する（最終営業日に月次処理）。 

詳細は、「計測器管理システム＿オンライン操作ガイド」の「別紙３ 計測器チェック

リストの対処方法とお客さま情報更新処理について」を参照。 
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ｃ．引込柱№更新処理 

配電総合システム（電圧負荷管理）により管理されている引込柱№を取得し、計測器お

客さま情報へ更新する処理。計測器管理システム内で日次処理される。計測器チェックリ

スト出力対象外。 

 

２．計測器設備ダウンロード 

（１）目的 

配電担当箇所は、設備調査時や施設されている設備状況の分析などを行う場合に、設備種

別、メーカー、型式、製造年、容量などの検索条件に該当するすべての設備情報を計測器管

理システムの「計測器設備ダウンロード」にてＣＳＶ出力する。 

（２）出力方法 

計測器設備情報は、計測器管理システムから設備区分毎に随時出力が可能であり、検索条

件で指定した対象についてＣＳＶ出力する。ただし、抽出した結果、規定件数（システムに

て規定）を超える場合はＣＳＶの出力は不可とする。詳細は「計測器管理システム オンラ

イン操作ガイド」を参照する。 

なお、ＣＳＶ出力は次の２通りである。 

ａ．お客さま情報 

お客さまの各種情報（お客さま名、住所、電話番号など）および契約情報。当該デー

タは個人情報につき、配電担当箇所（決裁者）のみ出力が可能である。 

ｂ．設備情報 

設備種別毎の設備情報。当該データは配電担当箇所にて出力が可能である。 

 

３．年度末設備ダウンロード 

（１）目的 

年度末設備情報は、毎年３月３１日現在の設備数（計器・受量器、変成器、ＴＳ、併用開

閉器、ＳＢ等）について集約したものであり、次の報告用資料として使用するとともに、設

備管理、工事計画（長期、短期等）の基礎資料となるものである。 

ａ．「電気事業便覧（取引用電気計器）」（電気事業連合会に報告、年１回。） 

ｂ．「単３施設率」（電気事業連合会に報告、年１回。） 

ｃ．「電気計器取付使用個数調書」（日本電気計器検定所に報告、年１回。） 

ｄ．「電気計器受検計画」（日本電気計器検定所に報告、年１回。） 

ｅ．「当社設備要覧」（企画部に報告、年１回。） 

ｆ．「はいでんデータパル」（本店配電部にて作成、年１回。） 

ｇ．「電気事業統計」（電気事業連合会に報告、随時。） 

 

（２）出力方法 

年度末設備情報は、計測器管理システムから設備区分毎に随時出力が可能である（参考資

料－３．３－３（４）参照）。詳細は「計測器管理システム オンライン操作ガイド」を参照

する。 
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Ⅶ．計測器関連業務 

 

１．計測器事故処理業務 
 

計測器事故発生時の業務処理概要は、図Ⅶ－１－１のとおり。 

 

図 Ⅶ－１－１ 計測器事故発生の業務処理の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）高低圧事故計測器調査原票 

ａ．目的 

高低圧計測器が取付け中に発生した事故において作成し、詳細な調査を本店倉庫の委託

会社またはメーカーで実施し、調査結果により事故原因の実態を把握することで、計測器

の運用管理および類似事故の防止に活用することを目的とする。 

ｂ．様式 

参考資料－８（１）参照 

ｃ．作成・提出方法 

（ａ）計測器事故発生の都度、スマートメーターネットワーク保守支援システム（ＳＭＮＷ）

で、事故設備単位※に作成（計器と変成器のどちらか事故原因が不明な場合はそれぞれ作

成）し、保守管理者へ報告する。 

※計器以外の設備（ＣＴ、ＶＣＴ、ＴＳ、ＭＧＳ、高圧通信端末等）に対する事故取替を実施した場合は、当該

設備単位に事故原票を作成することに留意。 

ＳＭ計量部（計量器と通信端末がセット）やＣＴ２個組（単三や三相の場合）は、１件設備として事故原票も

1 件の作成とする。 

（ｂ）作成方法は、参考資料－８（１）の記入例を参照する。 

（ｃ）詳細な業務フローは、図Ⅶ－１－２高低圧計測器不具合発生時の調査業務フローを参

照する。 

（ｄ）提出は、計第９２号様式の封筒（参考資料－８（３）参照）に封入し、倉入計測器に

添付し本店倉庫の委託会社へ送付する。 

ｄ．保管場所・期間 

高低圧事故計測器調査原票は、本店倉庫の委託会社にてＳＭＮＷへ調査結果が入力され

るので、統括支店および発生事業所は都度システムで確認する。なお、ＳＭＮＷの導入前

に発行された高低圧事故計測器調査原票は、発生事業所にて５年間保管する。 

  

 

計測器事故発生 

低圧計測器 
高低圧事故計測器調査原票 

高圧計測器 

ｽﾏｰﾄﾒｰﾀｰ(SM)不具合調査票 

損 害 賠 償 処 理 
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（２）スマートメーター（ＳＭ）不具合調査票 

ａ．目的  

スマートメーターは構造や機能が従来計器と異なり、不具合発生時の原因特定において

より詳細な現地情報が必要となることから、高低圧事故計測器調査原票とは別に、スマー

トメーター不具合の原因特定に特化した調査票を作成し、それを基に円滑に調査を行うこ

とを目的とする。 

ｂ．様式 

参考資料－８（２）参照 

ｃ．不具合発生時の対応方針 

（ａ）スマートメーター本体が不具合の場合 

スマートメーター本体に関する不具合（表示異常、開閉器異常、スマートメーター端

子部異常等）については、可能な限り異メーカーのスマートメーターに取替えする（ス

マートメーター端子部を含めて全て取替える）。 

（ｂ）通信端末が不具合の場合 

通信端末の異常（ＬＥＤランプにより状態確認）は、スマートメーターを取替えする

（スマートメーター端子部を含めて全て取替えする）。 

ｄ．作成・提出方法 

（ａ）スマートメーターの事故発生の都度、ＳＭＮＷで作成し、高低圧事故計測器調査原票

とともに、保守管理者へ報告する。 

（ｂ）以下の事故や不具合の場合は作成不要とする。 

ｲ.器差試験（お客さま対応上で必要な場合） 

ﾛ.原因が明らかに判明している場 

(ｲ)破損、焼損、浸水、腐食によるもの 

(ﾛ)雷害（外観が破損しているものに限る） 

(ﾊ)施工不良（過電圧印加、ネジ損傷等） 

（ｃ）作成方法は、参考資料－８（２）の記入例を参照する。 

（ｄ）具体的な業務フローは、図Ⅶ－１－２を参照する。 

（ｅ）提出は、高低圧事故計測器調査原票とともに計第９２号様式の封筒（参考資料－８（３）

参照）に封入し、倉入計測器に添付し本店倉庫の委託会社へ送付する。 

(３）事故の報告 

配電線路保守規程では、計量装置（計測器）等に事故が発生し、当該事項によりお客さまへ

の電力供給が停止となった場合（供給支障）、事故の記録を半期毎に総括保守管理者へ、年毎に

電気主任技術者へ報告することとなっているため、高低圧計測器事故が原因で供給支障事故が

発生した場合は、以下のとおり取り扱う。 

ａ．本店配電部 

本店配電部は、本店倉庫の委託会社より送付される事故調査報告書から高低圧の供給支

障となったものを抽出し、「計測器事故報告書（供給支障分）」を総括支店毎に作成し、事

故発生事業所を管轄する統括支店へ毎月送付する（供給支障がない場合は送付しない）。 

ｂ．統括支店 

統括支店は、「計測器事故報告書（供給支障分）」の内容を確認し、半期毎に総括保守管

理者へ、年毎に電気主任技術者へ報告を行う。  
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メーカー発生事業所 統括支店 配電部 資材部 本店倉庫の委託会社

対策

賠償

請求

    

調査※３

メーカー

責任

調査

報告書

SM不具合調

査票（写）

調査完了品

到着・保管

計測器

取替実施

調査票作成※１

要修理品倉入

調査報告書

作成

要修理品

到着・保管

原因調査

調査報告書

受領・内容確認

不具合発生

賠償金

対策実施

詳報情報共有

報告受領

※高低圧事故計測器調査原票とＳＭ不具合調

査票と計測器を一式発送

要

不要

返却

請求
有

有

無

End

要

否

入金

指示

周知周知

無

※1：調査票とは以下のＡ、Ｂをいう

A．高低圧事故計測器調査原票

B．        (SM)不具合調査票※2

End

End

支払処理

調査検収※3

※3：調査報告書の内容により、再調査が必要な場合

は、メーカーおよび本店倉庫の委託会社と協議を行う。

※3：本店倉庫の委託会社における、メーカー調査要と不要の判断基準は以下のとおり。

（１）「要」の場合

・本店倉庫の委託会社でメーカー調査が必要と判断した場合は、調査を実施する。

・ＳＭで「ＳＭ不具合調査票」が無い場合でも、本店倉庫の委託会社がメーカー調査が必要と判断

した場合は、メーカー調査を実施する。

（２）「不要」の場合

・本店倉庫の委託会社でメーカー調査が不要と判断した場合は、調査を実施しない。

・ＳＭで「ＳＭ不具合調査票」の内容を確認し、本店倉庫の委託会社がメーカー調査が不要と判断

した場合は調査を実施しない。

①判断が難しい場合は、配電部と協議する。

②２回目以降の再メーカー調査依頼となる場合は、配電部と協議する。

調査の結果、通信端末に異常がない場合は、計量器メーカーへ調査を依頼する場合など。

③通信端末異常の場合は、通信メーカーへ調査を依頼する。

調査の結果、通信端末に異常がない場合は、計量器メーカーへ調査を依頼する場合など。

※2：ＳＭの場合に発行する。

なお、以下の事故・不具合の場合は発行不要とする。

（１）器差試験（お客さま対応上で必要な場合）。

（２）原因が明らかに判明している場合。

①破損、焼損、浸水、腐食によるもの。

②雷害（外観が破損しているものに限る）。

③施工不良（過電圧印加、ネジ損傷等）。

依頼票損害賠償対応

依頼票の作成

倉入れ 原因調査

倉入れ

最終報告書

作成

①

①

事故調査

原票（写）

報告受領

※お客さま対応等で報告を急ぐ場合は、調査報告書をシステムへ登

録後、発生事業所へシステム登録した旨を連絡する

報告受領

計測器事

故報告書
(供給支障分

請求書

※配電部報告（月末）

※月末

賠償金

（凡例）SMNW保守支

援システム使用

※報告内容はシステ

ムで確認する

※報告内容はシステ

ムで確認する
※報告内容はシステ

ムで確認する

SM不具合

調査票
事故調査

原票

事故調査

原票

事故調査

原票

図 Ⅶ－１－２ 高低圧計測器不具合発生時の調査業務フロー 

※3：調査報告書の内容により、再調査が必要な場合は、

メーカーおよび北海電工（計測器部）と協議を行う。 

統括支店 
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（４）使用電力量の協定 

協定とは、計測器事故等により使用電力量を正しく計量できなかった場合において、各種

約款の使用電力量の協定に基づき、お客さまと協定方法および協定電力量を協議して定める

ことをいう。 

配電担当箇所は、計測器事故による取替や改修を行うことから、対応状況を速やかに関係

箇所へ報告を行い、小売事業者がお客さまと対応を行う。配電が実施する業務フローは図Ⅶ

－１－３のとおり。 

図 Ⅶ－１－３ 使用電力量協定時の業務フロー（配電対応分のみ） 
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（５）計測器損害賠償請求 

ａ．適用目的 

各種約款の設備の賠償に基づき、お客さまの故意または過失によって、その需要場所内

に設備されている当社の計測器が損傷または亡失した場合に適用する。 

なお、第三者が故意または過失によって当社の計測器を損傷または亡失した場合は、損

害賠償請求所管箇所（総務担当箇所）にて請求を行い、その際の請求額算定方法は本取扱

いに基づく。 

損害賠償請求の業務フローは、図Ⅶ－１－１０のとおり。 

 

図 Ⅶ－１－１０ 業務処理フロー 

配電担当箇所 受付担当箇所 加害者（お客さま） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ｂ．適用単価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 Ⅶ－１－３ 適用単価 

工  量 

単  価 当年度の工量単価を適用（点／円） 

工事点数 

「配電工事基準・マニュア

ル工量基準編（計測器）」

を適用 

基礎作業工量の他、適用対象

であれば作業割増工量、運搬工

量も加算する 

資 材 代 

計 測 器 当年度の貯蔵品予定払出単価を適用 

副 資 材 

 

当年度の当社買取り単価を

適用 

配電工事副資材標準単価に手

数料を加算した価格や、箱・板

や２次配線等、資材部にて決定

した本体価格に手数料を加算し

た価格 

 

復旧工事手配・工事設計 

事故発生受付 事故調査 発生 

支払 

確約書 

情報収集 

（写真等） 

承認書 

（決裁） 

損害賠償 

請求 

賠償請求額 

計算書 

計測器工事 

実施承認 

支払確約書 

提出依頼 

支  払 
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ｃ．賠償請求額算定方法 

計測器の破損状態により、以下のとおり算出する。 

（ａ）計量器および変成器 

・修理可能な場合 

算定額（Ｙ１）＝貯蔵品払出単価－貯蔵品除却単価＋取替工費 

・修理不可能または亡失の場合 

算定額（Ｙ２）＝貯蔵品払出単価×残価率（表Ⅶ－１－４を適用）＋取替工費 

ただし、 Ｙ１＞Ｙ２ とならないこと。 

（ｂ）変成器を除く非資産単位物品（ＳＢ、ＴＳ、計測器箱・板、２次配線、試験用開閉器他） 

・修理可能な場合 

算定額（Ｙ３）＝貯蔵品払出単価－貯蔵品除却単価＋取替工費 

・修理不可能または亡失の場合 

算定額（Ｙ４）＝貯蔵品払出単価＋取替工費 

ただし、 Ｙ３＞Ｙ４ とならないこと。 

 

表 Ⅶ－１－４ 残価率表（事故年月－製造年月※） 

1年未満 1年以上 

2年未満 

2年以上 

3年未満 

3年以上 

4年未満 

4年以上 

5年未満 

5年以上 

6年未満 

6年以上 

7年未満 

7年以上 

8年未満 

１．００ ０．９４ ０．８８ ０．８２ ０．７６ ０．７０ ０．６４ ０．５８ 

8年以上 

9年未満 

9年以上 

10年未満 

10年以上 

11年未満 

11年以上 

12年未満 

12年以上 

13年未満 

13年以上 

14年未満 

14年以上 

15年未満 

15年以上 

０．５２ ０．４６ ０．４０ ０．３４ ０．２８ ０．２２ ０．１６ ０．１０ 

  ※計量器および変成器は製造年しか判らないため、製造年月は「（製造年＋１）年３月」とする。 

ｄ．事故処理方法 

計測器の損害賠償事故については、初期対応として現地調査を行う際、写真撮影等の情

報収集に努め、加害者に対して支払確約書の提出を依頼する（交通事故の場合は、必要に

応じ運転免許証や対物保険証のコピーの提出を依頼する）。 

なお、復旧工事手配は、協定処理が発生しないよう即日改修・即日取替とする。また、

すみやかに次の証拠書類を取り揃え、受付担当箇所へ承認行為および損害賠償請求行為を

依頼する。 

（ａ）計測器工事総括表・内訳表 

（ｂ）賠償請求額計算書 

（ｃ）支払確約書 

（ｄ）現場写真 

（ｅ）運転免許証および対物保険証のコピー（必要に応じて） 

ｅ．その他 

賠償請求額計算書については、図Ⅶ－１－１１の様式を参考とする。 
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図 Ⅶ－１－１１ 賠償請求額計算書 

 

賠 償 請 求 額 計 算 書 
 

１．計量器・変成器 

 （１）修理可能な場合 

Ｙ１ ＝ 貯蔵品払出単価 － 貯蔵品除却単価 ＋ 取替工費 

（     ） ＝ （      ） － （      ） ＋ （      ） 

 

 （２）修理不可能な場合 

Ｙ２ ＝ 貯蔵品払出単価 × 残価率 ＋ 取替工費 

（     ） ＝ （      ） × （      ） ＋ （      ） 

  ※ただし、Ｙ１＞Ｙ２とならないこと 

 

２．変成器を除く非単位物品（ＳＢ、ＴＳ、計測器箱・板、試験用開閉器、２次配線等） 

 （１）修理可能な場合 

Ｙ３ ＝ 貯蔵品払出単価 － 貯蔵品除却単価 ＋ 取替工費 

（     ） ＝ （      ） － （      ） ＋ （      ） 

 

 （２）修理不可能な場合 

Ｙ４ ＝ 貯蔵品払出単価 ＋ 取替工費 

（     ） ＝ （      ） ＋ （      ） 

  ※ただし、Ｙ３＞Ｙ４とならないこと 

 

３．請求額の合計 

合計 ＝ Ｙ１またはＹ２ ＋ Ｙ３またはＹ４ 

（     ） ＝ （        ） ＋ （        ） 

 

４．残価率（事故年月－製造年月注） 

１年未満 １年以上２年未満 ２年以上３年未満 ３年以上４年未満 

１．００ ０．９４ ０．８８ ０．８２ 

４年以上５年未満 ５年以上６年未満 ６年以上７年未満 ７年以上８年未満 

０．７６ ０．７０ ０．６４ ０．５８ 

８年以上９年未満 ９年以上１０年未満 １０年以上１１年未満 １１年以上１２年未満 

０．５２ ０．４６ ０．４０ ０．３４ 

１２年以上１３年未満 １３年以上１４年未満 １４年以上１５年未満 １５年以上 

０．２８ ０．２２ ０．１６ ０．１０ 

  ※残価率を乗じて生ずる円未満は切り捨て 

  注：計量器および変成器は製造年しか判らないため、製造年月は「（製造年＋１）年３月」とする。 
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２．パルス提供 

（１）パルス提供と種類 

高圧のお客さまから発信パルスの提供の申し出があった場合は、次のとおり取り扱う。 

ａ．提供パルス要素および定格パルス定数 

（ａ）有効電力量 

有効電力量パルスの提供可能な計器（電力需給用複合計器）が施設された場合に限る。

定格パルス定数は、定格値〔50,000pulse/kWh（三相３線式の場合）〕とする。 

（ｂ）無効電力量（既提供のお客さまのみを対象とする） 

無効電力量パルスの提供可能な計器（電力需給用複合計器）が施設されている場合に

限る。定格パルス定数は定格値（50,000pulse/kvarh）とする。 

なお、無効電力量パルスを提供しているお客さまについては、検満取替前までに、関

係箇所と協力し、無効電力量パルスの提供解消について確認を行う。 

（ｃ）時限（既提供のお客さまのみを対象とする） 

時限パルスの提供可能な計器（電力需給用複合計器）が施設されている場合に限る。

定格パルス定数は定格値（1pulse/30min）とする。 

なお、時限パルスを提供しているお客さまについては、検満取替前までに、関係箇所

と協力し、時限パルスの提供解消について確認を行う。 

ｂ．パルス提供方式 

パルス検出器（貫通形ＣＴ）にて検出する間接検出方式とする（図Ⅶ－２－１、Ⅶ－２

－２参照）。 

ｃ．パルス引渡し点 

パルスの引渡し点は、パルス検出器（貫通形ＣＴ）の挿入点とする。 

ｄ．パルス引渡し装置の施設場所 

パルス検出器は、当社取引用計量盤のパルスを検出するためのパルス検出部（パルス引

渡し装置）と検出した微少パルスを増幅・変換するパルス検出器本体から構成されており、

パルス検出部（パルス引渡し装置）は当社取引用計量盤内とし、それ以外はすべて盤外と

する。 

ｅ．施工費負担 

パルス提供に要する施工費は、すべてお客さまの負担とする。 

ｆ．お客さまの電力管理装置駆動電源 

当社の取引用計量器からは供給しない（パルス変換器補助電源等すべてのお客さま設備

の電源）。 

ｇ．お客さまパルス受量装置の認定および検収 

施設するお客さまパルス受量装置は原則として間接検出方式とし、当社の工事立会いま

たは検収を受ける。 

ｈ．パルス定数変更およびパルス提供の解消による当社責務 

当社取引用計量器取替等により、パルス提供の解消を行う場合は、予めお客さまに連絡

するが、この変更によるお客さまに対する責務は一切負わない。 
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（２）パルス提供の承認処理 

パルス提供の承認処理については、次のように取扱う。 

ａ．業務分担 

（ａ）受付担当箇所 

①申込書の受付、内容審査 

②承認（配電担当箇所の確認後）および承諾書の作成 

（ｂ）配電担当箇所 

①申込書の図面審査 

②施工時の工事立会または検収 

③パルス提供情報の計測器管理システムへの登録 

ｂ．その他 

（ａ）承諾書の保管 

承諾書は（正）、（副）２部作成し（正）は申し出のお客さまへ、（副）は受付担当箇所

で保管する。 

なお、工事立会または検収の確認印は、その確認時に（正）、（副）各々に押印する。

また、パルス提供中のお客さまの契約変更等が発生した場合、受付担当箇所は配電担当

箇所へパルス提供中であることを明示した上で書類を回付する。 

（ｂ）承諾書の失効 

当社との電気需給契約が消滅した日以降は、承諾書は失効するものとする｡ 
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図 Ⅶ－２－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図例 １） 
 

 
 

間接検出方式（パルス検出器） 

 

パルス検出器……お客さま資産 

パルス引渡点 
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図 Ⅶ－２－２ 

 

パルス提供時の回路例 

 

 

ａ．１回線受電（単回路仕様） 

 

電子式
複合計量器

表示端末

有効電力パルス

ＡＣ110Ｖ／5Ａ

ＡＣ110Ｖ

電文

 

 

 

 

ｂ．１回線受電（多回路方式の単回路仕様） 

 

表示端末

時限パルス

有効電力パルス

ＡＣ110Ｖ／5Ａ

電文

受量器
（実量計器表示）

発信器
（計量値無表示）

無効電力パルス
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３．計測器ネジキャップの取扱い 
（１）計測器ネジキャップの目的 

計測器ネジキャップ（計測器ワイヤー、計測器ワイヤーロックを含む）は、定期調査時の

作業効率低下防止のため、送電停止中（断路バー開放中）であることの目印として使用する。 

 

（２）適用範囲 

この取扱いは、電力量の取引に使用する当社の計量器・付属装置（変成器・計測器箱）に

適用する。 

 

（３）計測器ネジキャップ施工箇所 

計測器ネジキャップは、表Ⅶ－３－１の箇所に取付ける。 

表 Ⅶ－３－１ 計測器ネジキャップ箇所 

対 象 
取付箇所 

当社計測器箱の場合 お客さま計測器箱の場合 

計

量

器 

低 圧 電 力 量 計 計測器箱カバーの留めネ

ジ 
計量器端子カバー 

高 圧 電 力 量 計 

特 別 高 圧 電 力 量 計 
計量盤の封印ビス（計測器ワイ

ヤーと計測器ワイヤーロックを使用） 

付

属

装

置 

低 圧 変 流 器 
計測器箱カバーの留めネ

ジ 

２次端子カバーの留めネジ（計測

器ワイヤーと計測器ワイヤーロックを使用） 

タ イ ム ス イ ッ チ 
ガラスカバー取付ネジおよび

計量器端子カバーの留めネジ 

高 圧 変 成 器 
２次端子箱の留めネジ（計測器ワイヤーと計測器ワイヤーロックを使用） 

特 別 高 圧 変 成 器 

 

（４）計測器ネジキャップ色 

表Ⅶ－３－２のとおり計測器ネジキャップの色を定める。 

表 Ⅶ－３－２計測器ネジキャップ色 

 

 

 

 計測器ネジキャップの色 主な用途 

料金担当（委託会社含む） 黄 送電停止中 
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４．ＴＳ設定ブロックの取扱い 

（１）ＴＳ設定ブロックの使用目的 

ＴＳに取付するＴＳ設定ブロック（以下、「設定ブロック」という。）は、ＴＳの通電・

遮断時間を正確に設定することを目的とし使用する。 

 

（２）ＴＳ設定ブロックの種類 

設定ブロックは表Ⅶ－４－１のとおり８種類を定め、契約に対応した設定ブロックを使用

する。 

なお、ＴＳ設定ブロックは新規購入出来ないため、在庫がない場合は、入・切設定ピンを

使用して設定する。 

表 Ⅶ－４－１ 設定ブロックの種類 

通電・遮断区分 設定ブロック略号 設定ブロックの色 

通電（５時間） Ｔ５ 赤色 

通電（８時間） Ｔ８ 橙色 

通電（１０時間） Ｔ１０ 桃色 

連続遮断（２時間） Ｓ２ 水色 

連続遮断（５時間） Ｓ５ 白色 

断続遮断（１５分断続） Ｄ１５ 黄緑色 

断続遮断（３０分断続） Ｄ３０ 黄色 

断続遮断（６０分断続） Ｄ６０ 茶色 

 

（３）ＴＳ設定ブロックの払出 

計測器倉出箇所（計測器受払業務委託箇所を含む）にてＴＳ倉出時に設定ブロックを必要

な数量だけ払出する。 

なお、設定ブロックの払出後の紛失を防止するため、工事会社に予備は渡さない。 

ａ．設備工事 

ＴＳ倉出時に電気使用申込書に捺印された内容（通電・遮断時間）に基づき設定ブロッ

クを払出する（規則的な通電・遮断パターンは全て設定ブロックを払出する）。 

ｂ．検満工事 

当社が工事内容に基づき、工事会社または工事組合へ設定ブロックの必要数を払出する。 
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５．変成器２次配線の取扱い 

（１）２次配線の太さの選定について 

変成器と計量器を接続する２次配線の太さは、２次配線抵抗の負担（ＶＡ）と計量器の負

担（ＶＡ）の合計負担（ＶＡ）が、接続する変成器の使用負担範囲内になるよう、次のとお

り選定する。 

ａ．特定検定計量器の場合 

（ａ）普通級 

２次配線の太さと施設亘長は表Ⅶ－５－１のとおりとする。 

表 Ⅶ－５－１ 選定早見表（普通級） 

太さ ３．５ｍｍ２ ５．５ｍｍ２ ８ｍｍ２ １４ｍｍ２ 

亘長（ｍ） ３～３０ ５～４５ ７～６５ １２～１００ 

付属機器：通信端末（電源の接続相については下表参照） 

設備種別 ＶＣＴ単独 
ＶＣＴ共用 

供給（Ｌ）側 受給（Ｇ）側 

FF：高圧通信端末(ＬＴＥ用) Ｐ３－Ｐ２ Ｐ１－Ｐ２ 

FW：高圧通信端末(Ethernet用) Ｐ３－Ｐ２ Ｐ１－Ｐ２ 

 

（ｂ）精密級 

２次配線の太さと施設亘長は表Ⅶ－５－２のとおりとする。 

表 Ⅶ－５－２ 選定早見表（精密級） 

太さ ３．５ｍｍ２ ５．５ｍｍ２ ８ｍｍ２ １４ｍｍ２ ２２ｍｍ２ 

亘長（ｍ） １～１５ １～２５ １～３５ １～６０ １～１００ 

付属機器：通信端末（電源の接続相については（ａ）と同じ） 

ｂ．特定検定以外の計量器の場合 

表Ⅶ－５－１、表Ⅶ－５－２に準じて選定する。ただし、施設亘長が特に長い場合は、

事前に本店倉庫の委託会社との打合せを必要とする。 

 

（２）２次配線の施工 

２次配線は当社で施工する。ただし、お客さま都合で、２次配線亘長が１０ｍ（特別高圧

は１００ｍ）を超過する場合は、お客さま負担とする。 

なお、新設時は、計量器等を「検針および取付け取外し工事が容易な場所に取付ける」こ

とをお客さまにお願いしているため、これにより２次配線が１０ｍ（特別高圧は１００ｍ）

を超過した場合は全て当社都合として扱い、お客さま負担とはしない。 

 

（３）既設の取扱い 

既設の２次配線についてお客さまから譲渡の依頼があった場合は、無償譲受とする。 
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６．未使用計測器（残材品等）の取扱い 

（１）取扱区分 

計測器工事のために倉出した計測器が工事不調、工事取消（工事不要）等により使用され

ず、未使用となった場合は表Ⅶ－６－１のとおり区分する。 

表 Ⅶ－６－１未使用計測器の取扱区分 

取扱区分 工事種別 説明 

残 材 品 

検満工事 
工事完了後、工事不要等により未使用となった計測器を良

品として倉庫へ返納する計測器 

電設工事 
工事完了後、工事変更・取消等により未使用となった計測

器を良品として倉庫へ返納する計測器 

残材品以外 
電設工事 

検満工事 

計測器払出後から工事完了までの間に未使用計測器に損傷

が確認され、工事品として使用できないため計測器払出箇所

へ返納する計測器 

倉 庫 品  
計測器受払箇所（事業所、工事組合）に保管している未使

用計測器 

 

（２）損傷の確認 

計測器受払箇所および工事会社は、表Ⅶ－６－２を参考に未使用計測器の状態確認を行い、

損傷の有無を確認する。 

表 Ⅶ－６－２計測器の損傷確認内容 

対象品 確認項目 

電力量計 

・外観の変形、損傷等の有無確認（端子蓋を含む） 

・端子部のネジ抜け、ネジ折れ等の有無確認 

・プレッシャーネジの状態確認（空回り、損傷等の有無） 

・検定封印の破損、検定満了シールの有無 

・計量パターンシール等の状態確認（破損、剥がれの有無） 

タイムスイッチ 
・外観の変形、破損等の有無確認（端子蓋を含む） 

・端子部のネジ抜け、ネジ折れ等の有無確認 

マグネットスイッチ 
・外観の変形、破損等の有無確認（接続端子部を含む） 

・制御線接続端子部のネジ抜け、ネジ折れ等の有無確認 

ＶＣＴ 
・外箱の変形、破損等の有無確認（端子蓋を含む） 

・ブッシング破損の有無確認 

変流器 
・外観の確認、破損等の有無確認（端子蓋、一次端子を含む） 

・二次端子部のネジ抜け、ネジ折れ等の有無確認 
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（３）取扱方法 

未使用計測器は、取扱区分、計測器の状態（損傷有無）および工事種別により、以下のと

おり取扱う。 

ａ．残材品 

（ａ）損傷が無い場合 

≪検満工事≫ 

・「残材品」として処理を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

≪電設工事≫ 

・「残材品」として倉入れを行う。 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）損傷がある場合 

≪検満工事≫ 

・計測器受払箇所にて「残材・移管（不良品）破損受渡書（以下、「破損受渡書」という。）」

（参考資料－１６（１）参照）を作成し、損傷が確認された計測器に貼付のうえ、当該

工事の返納計測器とともに「残材品」として倉入を行う。 

・損傷原因を確認し、損害賠償に該当する場合は、損害賠償処理（後述（４）参照）を速

やかに行う（損害賠償に該当する場合は、処理完了後に委託先へ倉入を行う）。 

・受払箇所が委託先（工事組合）の場合は、破損受渡書のコピーを配電担当箇所へ送付（必

要に応じて電話連絡）し、配電担当箇所で損害賠償の要否を判断した後、委託先へ倉入

を指示する（損害賠償に該当する場合は、処理完了後に委託先へ倉入を指示する）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
店
倉
庫 

 

当社倉庫・委託会社倉庫 

良品 100台 

要修理品 98台 

残材品 2台 

良品 100台 

要修理品 98台 

残材品 2台 

現地工事 

工事 98 台 

工事不調 1 台 

工事不調 1 台 

①倉出 
良品 100 台 

⑥倉入 
要修理 98 台 
残材 2 台 

② 
払出 

⑤ 
受入 

③ 

④ 

残材品の確認を行う（必要に
応じて補修・修理を行う）。 

損傷の確認 

工事会社 

本
店
倉
庫 

 

工事組合・委託会社倉庫 

良品 1 台 良品 1 台 

未使用品 
1 台 

現地工事 

工事中止 
良品 
1 台 

③（補充） 
良品 1 台 

⑥逆移管 
（必要に応じて）
残材 1 台 

① 
倉出 

⑤ 
倉入 

② 

④ 
残材品 

1 台 

良品 

1 台 

損傷の確認 

⑥原因 
 確認 

工事会社 

本
店
倉
庫 

 

工事組合・委託会社倉庫 

良品 100台 良品 100台 

要修理品 
98 台 

現地工事 

工事 
98 台 

③（補充） 
良品 100 台 

⑨倉入 
要修理 98 台 
残材 1 台 

不良残材 1 台 

② 
払出 ③ 

④ 
要修理品 98台 要修理品 98台 

良品 1 台 

不良品 1台 

残材品 2台 
未使用品 

2 台 

工事不調 

1 台 

工事不調 
1 台 

損傷の確認 

北電 NW 

⑦連絡 ⑧対応・協議 

破損確認時は
「破損受渡書」
を作成し（写）
を送付する。 

損害賠償の要否を判断
し、該当する場合は、
速やかに処理を行う。 

計測器に「破損受渡書」
を貼付けて倉入する。 

不良残材品の確認を行う（必要
に応じて補修・修理を行う）。 

⑤ 
受入 
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≪電設工事≫ 

・計測器受払箇所にて破損受渡書を作成し、損傷が確認された計測器に貼付のうえ、「残材

品」として事業所倉庫へ倉入を行う。 

・損傷原因を確認し、損害賠償に該当する場合は、損害賠償処理（後述（４）参照）を速

やかに行う。 

・事業所倉庫への倉入完了後、損傷が確認された計測器の本店倉庫への移管請求を行い、

定期便にて移管を行う（損傷が確認された計測器に破損受渡書を貼付した状態で移管す

る）。 

・受払箇所が委託先（工事組合）の場合は、破損受渡書のコピーを配電担当箇所へ送付（必

要に応じて電話連絡）し、配電担当箇所で損害賠償の要否を判断した後、委託先へ損害

賠償の要否を伝え自所倉庫への倉入を指示する。倉入完了後、配電担当箇所は破損が確

認された計測器の本店倉庫への移管請求を行い、委託先へ移管を指示する（破損が確認

された計測器に破損受渡書を貼付した状態で移管する）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．残材品以外 

（ａ）検満工事 

・計測器受払箇所は損傷が確認された計測器を回収し、新たに代替品（倉庫品）を払出

して工事を完了させる。ただし、電設工事の場合は、払出箇所（当社・委託先）に関

わらず全て当社で計測器の回収、代替品の払出しを行う（注 12）。 

・計測器受払箇所は破損受渡書を作成し、破損が確認された計器に貼付のうえ、移管請

求後、定期便にて「良品」として本店倉庫へ移管を行う（不良品であっても良品とし

取扱う）。 

・損傷原因を確認し、損害賠償に該当する場合は、損害賠償処理（後述（４）参照）を

行う。 

・受払箇所が委託先（工事組合）の場合は、破損受渡書のコピーを配電担当箇所へ送付

（必要に応じて電話連絡）し、配電担当箇所で損害賠償の要否を判断した後、本店倉

庫への移管請求を行い、委託先へ損害賠償の要否を伝えるとともに移管の指示を行う。

委託先は配電担当箇所からの指示に基づき定期便にて「良品」として本店倉庫へ移管

を行う（破損が確認された計測器に破損受渡書を貼付した状態で移管する）。 

（注 12）計測器取替に伴い、倉出計測器設備票の登録データ変更、電気使用申込書に貼付したＱＲシールの貼替が

必要となるため受払委託箇所（工事組合・委託会社）での対応は不可とする。 

損害賠償の要否を判断
し、該当する場合は、速
やかに処理を行う。 

工事会社 

本
店
倉
庫 

 

工事組合・委託会社倉庫 

 
良品 1 台 良品 1 台 

未使用品 
1 台 

現地工事 

工事中止 
良品 
1 台 

③（補充） 
良品：1 台 

 

⑧逆移管 
不良残材：1 台 

① 
倉出 

⑤ 
倉入 

② 

④ 
残材品 

1 台 

不良品 

1 台 

損傷の確認 

北電 NW 

 

⑥連絡 ⑦対応・協議 破損確認時は
「破損受渡書」
を作成し（写）
を送付する。 

計測器に「破損
受渡書」を貼付
けて倉入する。 
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（ｂ）電設工事 

・配電担当箇所は損傷が確認された計測器を回収し、新たに代替品（倉庫品）を払出し

て工事を完了させる（払出箇所（当社・委託先）に関わらず全て当社で計測器の回収、

代替品の払出しを行う）。 

・配電担当箇所は破損受渡書を作成し、破損が確認された計器に貼付のうえ、移管請求

後、定期便にて「良品」として本店倉庫へ移管を行う（不良品であっても良品とし取

扱う）。 

・損傷原因を確認し、損害賠償に該当する場合は、損害賠償処理（後述（４）参照）を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．倉庫品（貯蔵品） 

（ａ）当社倉庫で確認された場合 

・配電担当箇所にて破損受渡書を作成し、損傷が確認された計測器に貼付のうえ、移管

請求後、定期便にて「良品」として本店倉庫へ移管を行う（不良品であっても良品と

し取扱う）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本
店
倉
庫 

北電ＮＷ事業所 

在庫品不具合確認 
1 台 

③移管 
（良品 1台） 

③逆移管 
（不良 1台） 

①移管手続 

計測器に「破損受渡書」
を貼付けて移管する。 

工事会社 

本
店
倉
庫 

③補充 1 台 

⑦移管 
(良品 1 台) 

⑥逆移管 
(不良 1 台) 

不具合 1台 

現地工事 

工事 1 台 

事
前
取
替 

④取替要求 ⑤代替品 

工
事
組
合
・
委
託
会
社 

良品 1 台 ①倉出 

損害賠償の要否を判断し、
該当する場合は、速やかに
処理を行う。 

損傷の確認 
計測器に「破損受渡
書」を貼付けて移管
する。 

北
電
Ｎ
Ｗ 

工事会社 

本
店
倉
庫 

⑧移管手続き 

⑫倉入 
要修理 99台 
残材 1 台 

①倉出 
良品 100 台 

⑧-1 移管 
(良品 1 台) 

⑧-2 逆移管 
(不良 1 台) 

不具合 1台 

現地工事 

工事 99 台 

工事不調 1 台 

事
前
取
替 ④取替要求 ⑤ 

良品 99 台 

工
事
組
合
・
委
託
会
社 

北電ＮＷ 

⑦確認 ⑥申出 

良品 100台 

要修理品 99台 
残材 1 台 

② 

⑪ ⑩ 

⑨対応・協議 損傷の確認 

計測器に「破損
受渡書」を貼付け
て移管する。 

損害賠償の要否を判断し、
該当する場合は、速やかに
処理を行う。 
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（ｂ）委託先（工事組合・委託会社）倉庫で確認された場合 

・委託先にて破損受渡書を作成し、コピーを配電担当箇所へ送付（必要に応じて電話連

絡）する。 

・配電担当箇所は移管請求後、委託先へ移管を指示する。 

・委託先は配電担当箇所からの指示に基づき定期便にて「良品」として本店倉庫へ移管

を行う（破損が確認された計測器に破損受渡書を貼付した状態で移管する）。 

 

 

 

 

 

 

 

（４）損害賠償処理 

ａ．損害賠償の要否判断 

配電担当箇所と工事会社で損傷原因の確認を行い、その原因が工事会社にあり、かつ責

任が明確に問える場合は損害賠償対応を行う。 

なお、①計測器端子ネジ（プレッシャーネジ含む）のネジ切れ・ネジ折れ、②責任が不

明確な場合、③不可抗力等止むを得ない場合、は損害賠償の対象外とする。 

表 Ⅶ－６－３損害賠償対象概要 

対象品 損害賠償対象項目 発生原因 

電力量計 

タイムスイッチ 

筐体の変形、端子部の破損、ガラ

スの破損、機能損傷 

・計測器への電線接続または

結線を誤り損傷させたもの 

・取扱者の取扱い不備により

損傷させたもの 

変流器 

マグネットスイッチ 

筐体の変形、機能損傷 

ＶＣＴ 
筐体の変形、ブッシングの破損、

機能損傷 

ｂ．損害賠償に係わる手続き 

計測器の損傷が損害賠償に該当すると判断された場合、配電担当箇所は以下のとおり損

害賠償手続きを行う。 

・配電担当箇所は工事会社から「電力量計類の破損について」（参考資料－１６（２）参

照）を取得する。 

・配電担当箇所は「損害賠償対応依頼票」（参考資料－１６（３）参照）を作成し、工事

会社から受領した「電力量計類の破損について」を貼付し資材担当箇所へ送付する。 

（５）倉入・移管について 

残材品等の倉入、移管（逆移管）および良品の補充は、スポット配送を回避し、可能な限

り定期補充を活用すること。 

（６）破損受渡書の保管 

計測器の損傷を確認した場合に発行（受領）する「破損受渡書」（写）は１年間保管する。 

本
店
倉
庫 

工事組合・委託会社 

在庫品不具合確認 
1 台 

⑤移管 
（良品 1台） 

④逆移管 
（不良 1台） 

③移管手続 

計測器に「破損受渡書」を貼付けて移管する。 

北電ＮＷ事業所 

②確認 ①申出 
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Ⅷ．計測器業務の委託 
 

１．業務の委託内容 

主な業務の委託内容は次による。 

（１）計測器受払い業務 

北海電気工事株式会社（技術担当）がある事業所は、次の計測器業務を委託する。 

委託業務項目 委託業務内容 

計測器工事・異
動作業の実施に
伴う計器類の受
払い業務 

・計測器工事・異動作業に伴う関係原票の作成と提出およびオン
ライン入力業務 

・受付整理と工事・作業関係書類の工事店配布 
・計測器および付属品の受払いと検収 
・返納計測器および付属品の運送手配 
・上記に付帯する業務 

定数管理業務 

・計測器受払い業務日報、定数連絡票の作成・提出 
・定数補充品の授受 
・定数品の保管・管理 
・上記に付帯する業務 

（２）低圧検満業務 

北海電気工事株式会社（技術担当）がある事業所（道央統括支店直轄区域内と名寄・

滝川ＮＷＣを除く）は、次の低圧検満業務を委託する。また、道央統括支店直轄区域内

の事業所は、次の低圧検満業務のうち工事検収を除く業務項目を北海電気工事株式会

社（計器担当）に委託する。 

委託業務項目 委託業務内容 マニュアル参照元 

検満工事計画 

・工事組合または施工会社と工事月を調整し
工事予定月を設定 

・上期計画分を前年度１月、下期計画分を７
月に実施 

・上記に付帯する業務 

・Ⅲ－２（２） 

工事設計 

・検満工事計画により検満工事予定となった
低圧お客さまに対する、計測器管理システ
ム入力による検満工事設計 

・「計測器検満アラームリスト」に出力された
未設計分の検満工事設計 

・検満工事不能分の再設計 
・上記に付帯する業務 

・Ⅲ－２（３） 

工程管理 

・工事組合または施工会社への工事依頼 
・行動系業務管理システムによる検満作業情
報管理 

・「計測器検満アラームリスト」、「計測器未竣
工工事内訳表」等による工事進捗管理 

・お客さまや施工会社からの問合わせに関わ
る対応および当社への取次ぎ 

・検満工事に関わる施工会社への指示 
・上記に付帯する業務 

・Ⅲ－２（５） 
・Ⅲ－２（６） 
・Ⅲ－２（１０） 
・Ⅲ－２（１１） 
・Ⅴ－３（２） 

工事検収 

・工事組合または施工会社との工事完了分検
満計測器工事票の受渡し 

・計測器管理システム入力による設計修正や
工事検収（書類検収）、現地検収（抜取り）
の実施 

・上記に付帯する業務 

・Ⅲ－２（７） 
・Ⅲ－２（８） 
・Ⅲ－２（９） 

※工事組合：検満計測器の受払い業務を委託している各地方電気工事業協同組合をいう。 
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２．委託の予算 

北海電気工事株式会社（技術担当）に委託する場合は「Ｎ－１－１ 配電業務管理マニ

ュアル業務委託編（包括委託）」、北海電気工事株式会社（計器担当）に委託する場合は 

「Ｎ－１－１ 配電業務管理マニュアル業務委託編（一般）」によるものとする。 

 

３．委託の実施計画 

（１）北海電気工事株式会社（技術担当）への委託 

「Ｎ－１－１ 配電業務管理マニュアル業務委託編（包括委託）」によるものとする。 

なお、業務委託実施計画表は、計測器受払い業務は「計測器受払い業務委託取扱要領

北海電気工事株式会社（技術担当）編」の「計測器受払委託計画表」を、低圧検満業務

は「低圧検満業務委託計画表」（参考資料－１７参照）による。 

（２）北海電気工事株式会社（計器担当）への委託 

「Ｎ－１－１ 配電業務管理マニュアル業務委託編（一般）」によるものとし、委託

契約の締結については、「ＲＪ－１－４委託契約マニュアル」に則り、資材担当箇所に

依頼する。 

 

４．委託業務の付託および受託 

（１）北海電気工事株式会社（技術担当）への委託 

本店配電部より確定後の委託業務量および委託工量単価の通知を受け、当社計測器

管理者の承認を得た後、「業務付託票（委－２）」（Ｎ－１－１配電業務管理マニュアル

業務委託編（配電保守業務）参照）により年度一括分を付託し、北海電気工事株式会社

（技術担当）はこれを受託する。 

付託業務 帳票 計画策定方法 付託時期 

計測器受払い業務 
業務付託票（委－２） 年間分を一括作成 ３月２０日迄 

低 圧 検 満 業 務 

（２）北海電気工事株式会社（計器担当）への委託 

資材担当箇所より確定後の委託単価の通知を受け、事業所の専決権限に基づき委託

の実施承認を得た後、「業務付託票（委－２）」（Ｎ－１－１配電業務管理マニュアル業

務委託編（配電保守業務）参照）により年度一括分を付託し、委託会社はこれを受託す

る。 

付託業務 帳票 計画策定方法 付託時期 

低圧検満業務 検満業務付託表 年間分を一括作成 ３月２０日迄 

 

 

５．委託業務の実施 

（１）計測器受払い業務 

委託業務の実施にあたっては、別に定める「計測器受払い業務委託取扱要領 北海電

気工事株式会社（技術担当）編」によるものとする。 
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（２）低圧検満業務 

ａ．委託業務の基本的な処理内容は、前述「Ⅲ－２」によるほか、委託に関わる業務処

理および業務分担は、図 Ⅷ－５－１低圧検満業務委託処理フローのとおりとする。 

ｂ．委託業務に関わる委託会社から当社への取次ぎや連絡事項および対応記録は、「連

絡箋（委－３）」（Ｎ－１－１配電業務管理マニュアル業務委託編（包括委託）参照）

を発行して行うものとする。ただし、工事組合や施工会社からの連絡で保安上緊急措

置を要するものや、お客さまの問い合わせ等で早急に当社の対応が必要な場合は、直

ちに当社に連絡を行うものとする（「連絡箋（委－３）」は事後に発行のこと）。 

ｃ．工事組合・施工会社、お客さま対応の基本事項 

（ａ）工事組合・施工会社の工程管理 

ｲ.委託会社は、計器の検定有効期間を超過する前に計器取替を完了するよう、工事

組合・施工会社に対して適確な工程管理を行う。 

ﾛ.工事組合・施工会社の問い合わせに対して、親切かつ丁寧な対応を行い、必要に

応じて工事施工場所に出向し、指示を行う。 

（ｂ）お客さま対応 

ｲ.お客さまの問い合わせに対して、親切かつ丁寧な対応を行い、必要に応じてお客

さまを訪問し、対応を行う。 

ﾛ.対応の結果、お客さまの理解を得ることが困難な場合は、速やかに当社へ連絡し、

当社へ取次ぎまたは指示を受ける。 

（ｃ）お客さま情報の利用について 

委託会社がお客さまサービスグループ／課にお客さま情報の提供を求める場合

は、お客さま情報の業務目的外使用を防止するために、当社経由による所定の確認

手続きを経たうえで提供を受ける。 

ｄ．業務の納入 

（ａ）委託会社は、工事設計時と工事検収後に検満計測器工事票および関係書類を、当

社に納入する。 

（ｂ）当社は、委託会社から納入された関係書類を確認し検収する。 

なお、納入された関係書類に不備・不足がある場合は、委託先へ再提出を求める。 

（ｃ）委託会社は、低圧検満業務に係わる実績を確認し、必要に応じて実績補正（計測

器管理システム入力による）を行い、当社に納入する。 

ｅ．研修・安全パトロール 

委託会社は、当社が工事組合・施工会社を対象に実施する検満工事研修会や安全パ

トロールに、当社の要請に基づき参加する。 

ｆ．委託業務管理 

当社は、計測器管理システムの「インフォメーション画面の検満工事進捗情報」、

「検満対象設備工事進捗（システムメニュー）」および行動系業務管理システムの検

満作業情報管理により、都度委託業務の実施状況を確認する。 
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図 Ⅷ－５－１ 低圧検満業務委託処理フロー（作業用ＨＴ使用の場合） 
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図 Ⅷ－５－２ 低圧検満業務委託処理フロー（作業用ＨＴ未使用の場合） 
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参 考 資 料 

 

 

１．計測器略号一覧 

  （１）計測器略号 ·························································· １２５ 

  （２）設備区分と設備種別 ·················································· １２６ 

 

２．インプット原票一覧 

  （１）高低圧事故計測器調査原票 ············································ １２７ 

  （２）スマートメーター（ＳＭ）不具合調査票 ································ １２７ 

  （３）計測器事故報告書（供給支障分） ······································ １２８ 

 

３．アウトプット帳票一覧 

  ３－１．計測器管理システムから出力可能な帳票 

  （１）計測器倉出・倉入合計票 ·············································· １２９ 

  （２）計測器未竣工工事内訳表 ·············································· １３０ 

  （３）計測器竣工工事内訳表 ················································ １３１ 

  （４）計測器工事票 ························································ １３２ 

  （５）計測器工事実施内容書 ················································ １３３ 

  （６）計測器工事予算総括表 ················································ １３４ 

  （７）計測器工事予算内訳表 ················································ １３４ 

  （８）計測器工事予実算管理表（建口） ······································ １３５ 

  （９）計測器工事予実算管理表（除口） ······································ １３５ 

  （１０）計測器工事予実算管理表（修繕・諸費） ······························ １３６ 

  （１１）計測器受払データエラーリスト ······································ １３６ 

  （１２）計測器設備訂正承認リスト ·········································· １３７ 

  （１３）計測器チェックリスト（設備整合性） ································ １３８ 

  （１４）倉出計測器設備票 ·················································· １３９ 

  （１５）倉出計測器設備票（高圧） ·········································· １４０ 

  （１６）計測器建仮工事月報（建設工事口） ·································· １４１ 

  （１７）計測器建仮工事月報（除却工事口） ·································· １４１ 

  （１８）計測器関係修繕工事月報 ············································ １４２ 

  （１９）計測器受払票務委託実績表（当社用） ································ １４２ 

  （２０）計測器受払業務委託実績表（委託先用） ······························ １４３ 

  （２１）計測器受払業務委託内訳表 ·········································· １４３ 

  （２２）計測器受払委託支払明細表 ·········································· １４４ 

  （２３）計測器工事件数月報（材料） ········································ １４４ 
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  （２４）計測器工事件数月報（工量） ········································ １４５ 

  （２５）計測器工事会社別計器箱板個数月報 ·································· １４５ 

  （２６）検満自動設計対象外リスト ·········································· １４６ 

  （２７）検満計測器工事票 ·················································· １４７ 

  （２８）検満計測器工事票（高圧） ·········································· １４８ 

  （２９）検満計画データ作成エラーリスト ···································· １４９ 

  （３０）計測器検満アラームリスト ·········································· １４９ 

  （３１）計測器工事実績管理表 ·············································· １５０ 

  （３２）計測器工事委託実績表 ·············································· １５０ 

  （３３）未反映契約異動データ一覧 ·········································· １５１ 

  （３４）（行動系）検満倉出設備連係エラーリスト ····························· １５１ 

  （３５）設計中通電遮断時間変更リスト ······································ １５２ 

  （３６）計測器工事 仕入明細書 ············································· １５３ 

 

  ３－２．計測器管理システムから出力可能なＥＸＣＥＬファイル 

  （１）計測器月別検満計画表 ················································ １５４ 

  （２）特別検定計器予告期報 ················································ １５４ 

  （３）電力量計請求予告月報 ················································ １５５ 

  （４）特別検定計器予告月報 ················································ １５５ 

 

  ３－３．計測器管理システムから出力可能なＣＳＶファイル 

  （１）検満工事設計対象お客さまデータ ······································ １５６ 

  （２）高圧検満工事対象お客さまデータ ······································ １５７ 

  （３）高圧検満計画対象お客さまデータ ······································ １５７ 

  （４）年度末設備情報 ······················································ １５８ 

 

  ３－４．経理・資材帳票 

  （１）営業修繕工事事業所別実績表 ·········································· １５９ 

  （２）配電計器工事債務内訳表 ·············································· １５９ 

  （３）計測器受払データリスト ·············································· １６０ 

 

  （参考）計測器関係書類の保管・保存期間 ···································· １６１ 
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４．計量法 

  （１）計量法とは ·························································· １６３ 

  （２）検定の種類 ·························································· １６３ 

  （３）検定の区分 ·························································· １６３ 

  （４）検定の種類・区分と対象計器 ·········································· １６５ 

  （５）計量器の有効期間と精度階級 ·········································· １６６ 

  （６）変成器付計器の検定サイクル ·········································· １６７ 

  （７）特定検定の高圧計器における変成器取替工事の一部緩和措置 ·············· １６９ 

  （８）検定公差と使用公差 ·················································· １７０ 

 

５．荷札 ··························································· １７２ 

 

６．修繕工事関係用紙一覧 

  （１）計測器箱・板修繕工事内訳表 ·········································· １７３ 

  （２）計測器関係修繕工事設計書 ············································ １７３ 

  （３）計測器工事設計票（一般用）Ａ票 ······································ １７４ 

  （４）計測器工事検収処理票 ················································ １７５ 

 

７．計測器業務の年間予定 ··········································· １７６ 

 

８．計測器事故処理関係資料 

  （１）高低圧事故計測器調査原票 ············································ １７７ 

  （２）スマートメーター（ＳＭ）不具合調査票 ································ １７９ 

  （３）計第９２号様式 ······················································ １８２ 

 

９．パルス提供関係資料 ··············································· １８３ 

 

１０．電力取引用計量器の取替完了のお知らせ ··························· １８６ 

 

１１．ほくでんネットワークから電気メーター取替のお知らせ 

  （１）当社にて検満工事を実施する場合 ······································ １８７ 

  （２）低圧検満業務を委託している場合 ······································ １８８ 

 

１２．停電作業による電気メーター取替時のお願い ······················· １８９ 

 

１３．ほくでんネットワークから電気メーター取替完了のお知らせ ········· １９０ 
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１４．検満計測器工事票 受渡票 

  （１）委託会社（道央統括支店直轄区域内を除く）用（正・副） ················ １９１ 

  （２）委託会社（道央統括支店直轄区域内）（正・副） ························· １９３ 

（３）施工会社用（正・副） ················································ １９５ 

  （４）料金担当箇所用（正・副） ············································ １９７ 

 

１５．計測器返納連絡書 ··············································· １９９ 

 

１６．未使用計測器（残材品等）関係書類 

  （１）残材・移管（不良品）破損受渡書 ······································ ２００ 

  （２）電力量計類の破損について ············································ ２０１ 

  （３）損害賠償対応依頼票 ·················································· ２０２ 

 

１７．低圧検満業務委託計画表 ········································· ２０４ 

 

１８．誤差試験 ··················································································· ２０５ 

 

１９．変成器付計測器工事自主検査票兼現地検査処理票 

  （１）低圧単相２線式用 ···················································· ２０６ 

  （２）低圧単相３線式用 ···················································· ２０８ 

  （３）低圧三相３線式用 ···················································· ２１０ 

（４）ＴＳ機能付ＣＴ付ＳＭ（単相２線式用） ································ ２１２ 

  （５）ＴＳ機能付ＣＴ付ＳＭ（単相３線式用） ································ ２１４ 

  （６）ＴＳ機能付ＣＴ付ＳＭ（三相３線式用） ································ ２１６ 

（７）高圧ＶＣＴ単独用 ···················································· ２１８ 

  （８）高圧ＶＣＴ共用 ······················································ ２２０ 
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１．計測器略号一覧 

 

（１）計測器略号 

 

計測器略号は次のとおり表わす。 

 

種 別 名 称 設備区分 略号 

計 

測 

器 

計 量 器 電力量計 Ａ ＷＨＭ 

変  成  器 

計器用変圧変流器 

Ｂ 

ＶＣＴ（ＰＣＴ、ＭＯＦ） 

変流器 ＣＴ 

計器用変圧器 ＶＴ（ＰＴ） 

タ イ ム ス イ ッ チ 
タイムスイッチ 

Ｃ 
ＴＳ 

力測用タイムスイッチ ＲＴＳ 

併 用 開 閉 器 
電磁接触器 

Ｄ 
ＭＣ（ＭＧＳ） 

高圧開閉器 ＨＡＳ 

電 流 制 限 器 契約用安全ブレーカ Ｅ ＳＢ 

通  信  端  末 通信端末 Ｆ ＴＴＵ 

Ｓ Ｍ 計 量 部 低圧ＳＭ計量部（単独） Ｊ  

Ｓ Ｍ 端 子 部 
低圧ＳＭ用端子ブロッ

ク（標準） 
Ｋ  

試験用開閉器 － ＴＴ 

※上記略号欄の（ ）内の慣用語は、正式用語に置き換えるための照合用として併記したもの。 
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（２）設備区分と設備種別 

 

設備区分とは計測器を大別するものであり、設備区分毎に小別するものが設備種別である。 

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

A0 （使用不可） B0 （使用不可） C0 （使用不可） D0 （使用不可） E0 （使用不可）

A1 低圧 誘導形（単独） B1 低圧CT C1 ＴＳ共用 D1 MC E1 SB

A2 低圧 電子式（単独） B2 低圧VT C2 ＴＳマンション用 D2 HAS E2

A3 低圧 誘導形（変成器付） B3 C3 ＴＳ力率測定用 D3 補助継電器 E3

A4 低圧 電子式（変成器付） B4 C4 D4 E4

A5 B5 高圧VCT C5 D5 E5

A6 B6 高圧VT C6 D6 E6

A7 高圧 誘導形 B7 高圧CT C7 D7 E7

A8 高圧 誘導形（分離形） B8 C8 D8 E8

A9 高圧 電子式 B9 C9 D9 E9

AA 高圧 時間帯別受量器 BA 特別高圧VCT（GIS用） CA ＴＳ素通し器具 DA ＴＳ形開閉器（１２０Ａ） EA ＳＢ素通し器具

AB BB 特別高圧VT（GIS用） CB 中継端子台 DB EB

AC BC 特別高圧CT（GIS用） CC リレー端子台_100V DC EC

AD 特高 誘導形（分離形） BD 特別高圧VCT（碍子形） CD リレー端子台_200V DD ED

AE 特高 電子式 BE 特別高圧VT（碍子形） CE DE EE

AF 特高 複合受量器 BF 特別高圧CT（碍子形） CF DF EF

AG 特高 時間帯別受量器 BG CG DG EG

AH 特高 複合表示装置 BH CH DH EH

AI （使用不可） BI （使用不可） CI （使用不可） DI （使用不可） EI （使用不可）

AJ BJ CJ DJ EJ

AK SNW 誘導形（分離形） BK SNW（ﾊﾟﾙｽ合成）VCT CK DK EK

AL SNW 電子式 BL SNW（ﾊﾟﾙｽ合成）CT CL DL EL

AM SNW 複合受量器 BM SNW（ﾊﾟﾙｽ合成）VT CM DM EM

AN SNW 時間帯別受量器 BN CN DN EN

AO （使用不可） BO （使用不可） CO （使用不可） DO （使用不可） EO （使用不可）

AP BP CP DP EP

AQ BQ CQ DQ EQ

AR BR SNW（CT合成）分割形CT CR DR ER

AS BS SNW（CT合成）合成CT CS DS ES

AT BT SNW（CT合成）補助電源変圧器 CT DT ET

AU BU CU DU EU

AV BV CV DV EV

AW BW CW DW EW

AX BX CX 仮想ＴＳ DX EX

AY BY CY DY EY

AZ その他 BZ その他 CZ その他 DZ その他 EZ その他

※設備種別の名称は，全角２０文字以内とする。

設備区分　A 設備区分　B 設備区分　C 設備区分　D 設備区分　E

■　設備種別 ：計測器管理シール（ＱＲシール）発行対象設備

通信端末

付属装置

（付属装置２：予備）

SM計量部

SM端子部

■　設備区分
計器・受量器

変成器

タイムスイッチ

併用開閉器

契約用安全ブレーカ

 

F0 （使用不可） G0 （使用不可） J0 （使用不可） K0 （使用不可）

F1 通信端末　光回線用 G1 最大需要電力計 J1 低圧＿ＳＭ計量部（単独） K1 低圧＿ＳＭ用端子ブロック（標準）

F2 通信端末　メタル回線用 G2 昼間力測用電力量計 J2 低圧＿ＳＭ計量部（変付） K2 低圧＿ＳＭ用端子ブロック（ＴＳ用）

F3 通信端末　携帯電話回線用 G3 無効電力量計 J3 低圧＿ＳＭ計量部（単独　ＴＳ開閉器内蔵） K3 低圧＿計器用連結端子台

F4 通信端末　ＮＴＴ電話回線用 G4 電力量表示器 J4 低圧＿ＳＭ計量部（単独　ＴＳ外部開閉器） K4

F5 G5 使用電力量表示端末 J5 低圧＿ＳＭ計量部（変付　ＴＳ外部開閉器） K5

F6 G6 パルス合成器（複合形） J6 K6

F7 G7 複合発信装置 J7 K7

F8 G8 電源選択継電器 J8 K8

F9 G9 J9 K9

FA Ｔ－ＮＣＵ GA JA KA

FB ＣＡＳＨ子装置（光） GB JB KB

FC ＣＡＳＨ子装置（メタル） GC JC KC

FD GD JD KD

FE 高圧Ｂルート専用端末 GE JE KE

FF 高圧通信端末（LTE用） GF JF KF

FG GG JG KG

FH GH JH KH

FI （使用不可） GI （使用不可） JI （使用不可） KI （使用不可）

FJ GJ JJ KJ

FK GK JK KK

FL GL JL KL

FM GM JM KM

FN GN JN KN

FO （使用不可） GO （使用不可） JO （使用不可） KO （使用不可）

FP GP JP KP

FQ GQ JQ KQ

FR GR JR KR

FS GS JS KS

FT GT JT KT

FU GU JU KU

FV GV JV KV

FW 高圧通信端末（Ethernet用） GW JW KW

FX GX JX KX

FY GY JY KY

FZ その他 GZ その他 JZ その他 KZ その他

設備区分　G 設備区分　J 設備区分　K設備区分　F
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２．インプット原票一覧 

（１）高低圧事故計測器調査原票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．目 的 高低圧計測器が取付け中に発生した事故において作成する。 

ｂ．説 明 記入方法については「Ⅶ １．計測器事故処理業務」を参照。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４ 

（２）スマートメーター（ＳＭ）不具合調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．目 的 スマートメーター（ＳＭ）の不具合や事故時に発行する。 

ｂ．説 明 記入方法については「Ⅶ １．計測器事故処理業務」を参照。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４  
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（３）計測器事故報告書（供給支障分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．目 的 

本店配電部で、本店倉庫の委託会社より送付される事故調査報告書

から高低圧の供給支障となったものを抽出し統括支店ごとに作成す

る。事故発生事業所を管轄する統括支店配電（工事・技術）Ｇへ毎

月送付する（供給支障がない場合は送付しない）。 

ｂ．説 明 記入方法については「Ⅶ １．計測器事故処理業務」を参照。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３ 

 

番号 調査内容 作業日 事故状況 事故箇所 事故原因 相線 電圧 電流 型式 製造年 検満 調査結果・補足 事業所 供給支障 発生年月 取扱 製造番号 メーカー

番号 調査内容 作業日 事故状況 事故箇所 事故原因 相線 電圧 電流 型式 製造年 検満 調査結果・補足 事業所 供給支障 発生年月 取扱 製造番号 メーカー

番号 調査内容 作業日 事故状況 事故箇所 事故原因 相線 電圧 電流 型式 製造年 検満 調査結果・補足 事業所 供給支障 発生年月 取扱 製造番号 メーカー

番号 調査内容 作業日 事故状況 事故箇所 事故原因 相線 電圧 電流 型式 製造年 検満 調査結果・補足 事業所 供給支障 発生年月 取扱 製造番号 メーカー

*作業日は、最終調査日を示す。　調査結果・補足欄の〔ﾒｰｶ〕との記入は、当該品設計ﾒｰｶにて調査したものを示す。

２０１８年２月 　  事故計器（誘導型）調査報告書　  　供給支障有り

２０１８年２月　  事故計器（電子式）調査報告書　  　供給支障有り

２０１８年２月 　  事故計器（ＳＭ）調査報告書　  　供給支障有り

２０１８年２月 　  事故計器（その他）調査報告書　  　供給支障有り

担　　当総括保守 管理者 保守 管理者電気主任 技術者

計測事故報告書（供給支障分）
<報告>配電線路保守規程より

・電気主任技術者…年毎

・総括保守管理者（ＧＬ）…半期毎
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３．アウトプット帳票一覧 

３－１．計測器管理システムから出力可能な帳票 

（１）計測器倉出・倉入合計票 

 

ａ．目 的 配送資材の本店倉庫の委託会社確認帳票 

ｂ．説 明 

（倉出時） 

・ 上長回付後、速やかに（最終は倉庫到着日の５営業日前まで）
本店倉庫の委託会社へ本票をメールにて送付する(注 13)。 

・ 納品場所欄に「倉庫名」、補充希望日欄に「倉庫到着日」を明記
する。 

・ 特別検定計器分が記載されている場合は、その行を黄色で塗り
つぶし識別するとともに、該当する「特別検定予告期報」を本
票のブックへシート追加し送付する。 

（倉入時） 
・ 上長回付後、速やかに（最終は倉庫発送日の１営業日前まで）

本店倉庫の委託会社へ本票をメールにて送付する(注 13)。 
・ 納品場所欄に「本店倉庫の委託会社」、補充希望日欄に「倉庫

発送日」を明記する。 

（注 13） 

・メールの件名およびファイル名は、本店倉庫の委託会社で業務種別が判別でき

るよう、「月日(４桁)＋種別＋倉庫名」とする。 

例：△△支店 ４月１日 倉出(倉入)分 の場合 

件名・ファイル名「０４０１倉出(倉入) 北部電協稚内」 

※日付は倉庫到着日(発送日) 

・同一日に複数のメールを送付する場合は、件名毎に送付する。 

・電力量計請求予告月報と倉出内容（品名・数量）に差異がないことを確認する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 必要の都度 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（２）計測器未竣工工事内訳表 

 

 

ａ．目 的 計測器工事の未竣工管理 

ｂ．説 明 
計測器工事設計が勘定締切日時において、未竣工となっているも

のを出力する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＰＤＦ） 

ｄ．出力タイミング 月報＋日報 

ｅ．システム内保存期間 前日または前月末分を保存 
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（３）計測器竣工工事内訳表 

 

 

ａ．目 的 計測器工事の竣工実績管理 

ｂ．説 明 
計測器工事設計が勘定締切日時において、竣工処理されたもの

を出力する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＰＤＦ） 

ｄ．出力タイミング 月報 

ｅ．システム内保存期間 １２ヵ月分を過去５年度分＋当年度保存 
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（４）計測器工事票 

  

ａ．目 的 計測器工事（材料・工量）の内容確認 

ｂ．説 明 

工事実施承認時点における設計内容を設計書単位に出力する。出

力後は申込書類等に添付する。（実施承認・工事発注・工事検収時

に必要に応じ本票を印刷またはコピーの上、上長回覧および工事

会社に渡す。） 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＰＤＦ） 

ｄ．出力タイミング 必要の都度 

ｅ．システム内保存期間 設計着手から検収登録まで 
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（５）計測器工事実施内容書 

 

ａ．目 的 計測器工事の実施承認 

ｂ．説 明 
計測器工事の実施承認（電子承認）時に使用する（当該帳票の画面

確認も可能）。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 必要の都度 

ｅ．システム内保存期間 工事竣工後５年 
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（６）計測器工事予算総括表 

 

ａ．目 的 計測器工事の実施承認（工事予算総括） 

ｂ．説 明 
計測器工事の実施承認（電子承認）時に使用する（当該帳票の画面

確認も可能）。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 必要の都度 

ｅ．システム内保存期間 工事竣工後５年 

 

（７）計測器工事予算内訳表 

 

ａ．目 的 計測器工事の実施承認（工事予算内訳） 

ｂ．説 明 
計測器工事の実施承認（電子承認）時に使用する（当該帳票の画面

確認も可能）。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 必要の都度 

ｅ．システム内保存期間 工事竣工後５年 
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（８）計測器工事予実算管理表（建口） 

 

ａ．目 的 計測器工事予算の管理 

ｂ．説 明 計測器工事の予算管理（建設工事口）に使用する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 日、月 

ｅ．システム内保存期間 当年度分（４月中旬までは前年度分もあり） 

 

（９）計測器工事予実算管理表（除口） 

 

ａ．目 的 計測器工事予算の管理 

ｂ．説 明 計測器工事の予算管理（除却工事口）に使用する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 日、月 

ｅ．システム内保存期間 当年度分（４月中旬までは前年度分もあり） 
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（１０）計測器工事予実算管理表（修繕・諸費） 

 

ａ．目 的 計測器工事予算の管理 

ｂ．説 明 計測器工事の予算管理（修繕・諸費）に使用する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 日、月 

ｅ．システム内保存期間 当年度分（４月中旬までは前年度分もあり） 

 

（１１）計測器受払データエラーリスト 

 

ａ．目 的 資材の適正受払 

ｂ．説 明 資材システム上で計測器が受払いされない場合に出力する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 都度 

ｅ．システム内保存期間 ２０営業日 
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（１２）計測器設備訂正承認リスト 

 

計器・受量器、変成器の承認リスト 

 

ＳＭ計量部の承認リスト 

ａ．目 的 計測器資産単位物品訂正時の承認帳票 

ｂ．説 明 
設備区分Ａ（計器・受量器）、設備区分Ｊ（ＳＭ計量部）および設

備区分Ｂ（変成器）の登録訂正が対象。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４横（ＰＤＦ） 

ｄ．出力タイミング 設備データベース登録訂正時、設備訂正承認リスト再出力時 

ｅ．システム内保存期間 

システムによる電子承認対象となるものは承認日より５年、それ

以外は操作日（登録訂正日）より５年。 

なお、電子承認の対象は、「計器・受量器、ＳＭ計量部および変成

器の新規・削除登録」、「計器・受量器で、相線電圧、計器Ｎｏ、乗

率、合番号（略称・Ｎｏ）、指示数桁、検満年月のいずれかを修正

した場合」および「変成器で、相線電圧、合番号（略称・Ｎｏ）、

ＶＣＴ共用区分、受検年月のいずれかを修正した場合」である。 
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（１３）計測器チェックリスト（設備整合性） 

 

 

ａ．目 的 計測器設備整合性チェック処理によりエラーとなった情報の確認。 

ｂ．説 明 
計測器設備整合性チェック処理によりエラーとなった場合に出力さ

れる。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 都度（処理日の翌営業日から次回処理日の翌営業日まで出力可能） 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（１４）倉出計測器設備票 

 

 

ａ．目 的 
計測器設計時の入力設備情報と施設計器との内容確認。受付担当

への計測器情報の連絡。 

ｂ．説 明 

一般工事において、取付する計測器の設備情報を計測器管理シー

ルのＱＲコードから計測器管理システムに入力することにより出

力が可能。 

取替工事においては取外計器の指示数（終針）を記入することで、

料金担当箇所への終針報告にも使用する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＰＤＦ） 

ｄ．出力タイミング 倉出設備情報登録時 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（１５）倉出計測器設備票（高圧） 

 

ａ．目 的 
計測器設計時の入力設備情報と施設計器との内容確認。受付担当

への計測器情報の連絡。 

ｂ．説 明 

一般工事において、取付する計測器の設備情報を計測器管理シー

ルのＱＲコードから計測器管理システムに入力することにより出

力が可能。 

取替工事においては取外計器の指示数（終針）を記入することで、

料金担当箇所への終針報告にも使用する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＰＤＦ） 

ｄ．出力タイミング 倉出設備情報登録時 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（１６）計測器建仮工事月報（建設工事口） 

 

ａ．目 的 計測器工事の予実算管理 

ｂ．説 明 
計測器工事における建設仮勘定（建設工事口）の当月実績分

と年度累計を表示。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 
当年度と前年度は１２ヵ月分、過年度は年度末累計（当該年

度の３月分）を９年間保存 

 

（１７）計測器建仮工事月報（除却工事口） 

 

ａ．目 的 計測器工事の予実算管理 

ｂ．説 明 
計測器工事における建設仮勘定（除却工事口）の当月実績分

と年度累計を表示。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 
当年度と前年度は１２ヵ月分、過年度は年度末累計（当該年

度の３月分）を９年間保存 
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（１８）計測器関係修繕工事月報 

 

ａ．目 的 計測器工事の予実算管理 

ｂ．説 明 計測器工事における修繕費の当月実績分と年度累計を表示。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 
当年度と前年度は１２ヵ月分、過年度は年度末累計（当該年

度の３月分）を９年間保存 

 

（１９）計測器受払業務委託実績表（当社用） 

 

ａ．目 的 
計測器資材受払業務委託費の管理および支払い処理用資料

（北電用） 

ｂ．説 明 

計測器受払業務を委託している場合に出力する。受払委託数

量と金額の実績が記載されており、これを参考に委託費の支

払いを行う。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 
１０年間保存（当年度および前年度は１２カ月分、その他は

当該年度３月分の年度末累計） 
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（２０）計測器受払業務委託実績表（委託先用） 

 

ａ．目 的 
計測器資材受払業務委託費の管理および支払い処理用資料（委託先

用） 

ｂ．説 明 
計測器受払業務を委託している場合に委託先で出力する。 

受払委託数量と金額の実績が記載されており、委託費の確認を行う。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＰＤＦ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 
１０年間保存（当年度および前年度は１２カ月分、その他は当該年

度３月分の年度末累計） 

 

（２１）計測器受払業務委託内訳表 

 

ａ．目 的 計測器資材受払業務委託費の管理および支払い処理用資料 

ｂ．説 明 
委託による計測器受払実績を工事設計票・工事種別・品名別等に分

類した内訳。委託先も出力可能。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 １２ヵ月分を８年間保存 
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（２２）計測器受払委託支払明細表 

 

ａ．目 的 計測器資材受払業務委託費の管理および支払い処理用資料 

ｂ．説 明 委託による計測器の受払数量を品名別に分類している。委託

先も出力可能。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 １２ヵ月分を８年間保存 

 

（２３）計測器工事件数月報（材料） 

 

 

ａ．目 的 計測器工事件数（材料）の把握 

ｂ．説 明 
計測器工事件数を建設工事口・除却工事口・工事区分・品名

別に分けた実績。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 
当年度と前年度は１２ヵ月分、過年度は年度末累計（当該年

度の３月分）を９年間保存 
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（２４）計測器工事件数月報（工量） 

 

 

ａ．目 的 計測器工事件数（工量）の把握 

ｂ．説 明 
計測器工事件数を建設工事口・除却工事口毎、工量コード別に

分けた実績。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 
当年度と前年度は１２ヵ月分、過年度は年度末累計（当該年度

の３月分）を９年間保存 

 

（２５）計測器工事会社別計器箱板個数月報 

 

ａ．目 的 工事組合別の計測器箱・板使用個数のチェック 

ｂ．説 明 
１１協同組合にて、工事会社別の計測器箱販売個数と設計個数

を毎月チェックし、計測器箱・板使用個数の適正化を確認する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 １２ヵ月分を３年間保存 
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（２６）検満自動設計対象外リスト 

 

ａ．目 的 
検満設計時に、撤去設備情報から取付設計データが計測器管理

システム内で自動生成できなかった計測器の表示。 

ｂ．説 明 当該帳票に出力された設備に対して設計修正を行う。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＰＤＦ） 

ｄ．出力タイミング 検満設計支援時 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（２７）検満計測器工事票 

 

ａ．目 的 検満工事（低圧）現地作業項目の表示ならびに作業結果の記入。 

ｂ．説 明 検満工事の対象設備により、１セットの出力枚数が変わる。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（基本的にホスト出力とするが事業所にてＰＤＦ出力も可能） 

ｄ．出力タイミング 検満工事設計実施承認後 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（２８）検満計測器工事票（高圧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．目 的 検満工事（高圧）現地作業項目の表示ならびに作業結果の記入。 

ｂ．説 明 

検満工事の対象設備により、１セット（注 14）の出力枚数が変わる。 

（注 14）「高圧１、高圧３、高圧４」の３枚で１セット。 

・高圧１の計測器内容：計器、ＶＣＴ 

・高圧３の計測器内容：ＶＴ、ＣＴ 

・高圧４の計測器内容：ＴＳ、ＨＡＳ／ＭＣ、通信端末 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（基本的にホスト出力とするが事業所にてＰＤＦ出力も可能） 

ｄ．出力タイミング 検満工事設計実施承認後 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（２９）検満計画データ作成エラーリスト 

 

ａ．目 的 
検満計画抽出データから「検満計画データ作成エラーリス

ト」が作成され、検満工事計画結果出力から出力可能となる。 

ｂ．説 明 

エラー内容に応じ、「検満月別実施計画表」および「特別検

体計器請求予告期報」へ手補正を行い、資材担当箇所へ報告

する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 検満計画時 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 

 

（３０）計測器検満アラームリスト 

 

ａ．目 的 計量器の有効期間超過および変成器の使用期間超過の防止 

ｂ．説 明 

計測器管理システムに登録されている計量器および変成器

に関して、有効期間満了の年月まで３ヵ月以下［変成器につ

いては、変成器検定有効期間が１２ヵ月以下］となった場合

に出力する。当社の計量器および変成器は、計量法により有

効期間内での使用が定められており、有効期間満了前に必ず

取替工事を行わなければならない。 

当該帳票は各事業所の上長のみ出力可能。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＰＤＦ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（３１）計測器工事実績管理表 

 

ａ．目 的 計測器工事における各種工事実績値の管理（工事組合別） 

ｂ．説 明 
即日倉出率、無停電工事率、残材率（工事不要手数料率）、一

部修繕工事数量の管理。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 月報（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 １２ヵ月分を３年間保存 

 

（３２）計測器工事委託実績表 

 

ａ．目 的 委託会社よる計測器業務委託の実績値管理 

ｂ．説 明 
委託会社で実施した計測器受払、検満設計、工程管理・現地検

収（検満）の当月作業実績（数量、金額）を集計し出力する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 都度（月初めの営業日に前月分の出力が可能） 

ｅ．システム内保存期間 当年度と過去５年度分のデータ 
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（３３）未反映契約異動データ一覧 

 

ａ．目 的 

ＮＷ情報管理システムから連係された完了異動情報のＮＷシ

ーケンス番号（連係 Key情報）が計測器管理システムに存在し

ない場合、計測器管理お客さま情報を更新できず未反映契約

異動データが発生する。 

ｂ．説 明 
未反映契約異動データについて対処を行う（対処方法は、「計

測器管理システム＿オンライン操作ガイド」を参照）。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 
都度（「未反映契約異動データ一覧」としてＥＸＣＥＬ出力も

可能）。 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 

 

（３４）（行動系）検満倉出設備連係エラーリスト 

 

ａ．目 的 行動系検満連係エラーが発生した場合に出力。 

ｂ．説 明 

エラー内容を確認し、必要に応じ検満倉出設備登録、検満倉出

設備連係を実施する（エラー確認方法は、「計測器管理システ

ム＿オンライン操作ガイド」を参照）。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 
都度（「（行動系）検満倉出設備連係エラーリスト」としてＥＸ

ＣＥＬ出力も可能）。 

ｅ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（３５）設計中通電遮断時間変更リスト 

 

ａ．目 的 
計測器設計後にＮＷＳにて通電遮断の設定時間変更があった場合

に、システムにて自動更新された結果をリスト出力する。 

ｂ．説 明 

リスト内容を確認しエラー（注 15）等があれば通電遮断時間設定内容

を手更新する。 

（注 15）エラーの対応方法については以下のとおり。 

●「変則遮断時間設定要」の場合 

 

●「配電部に問い合わせ（パターンＣＤ、時刻）」の場合 

ｃ．帳票サイズ Ａ４横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 日次機械処理後、インフォメーションへのアラーム通知時 

ｅ．システム内保存期間 設計竣工後１２ヵ月間 
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（３６）計測器工事 仕入明細書 

 

ａ．目 的 
インボイス帳票の必要項目の記載。取引内容の詳細（数量、点数、

金額等）を記載。 

ｂ．説 明 
計測器工事設計毎に作成され、実施承認時、竣工時の数量および点

数、金額等を表示することで、本帳票１枚でインボイス対応が可能。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４横 

ｄ．出力タイミング 毎月２営業日 

ｅ．システム内保存期間 取引年度の翌年度４月１日から８年（文書管理システム内） 
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３－２．計測器管理システムから出力可能なＥＸＣＥＬファイル 

（１）計測器月別検満計画表 

 

ａ．目 的 検満計画結果の資材担当箇所報告 

ｂ．説 明 
当該ファイルを「特別検定計器予告期報」と共に、事業所毎に資材

担当箇所へ報告する（毎年７月末、１月末）。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 検満計画時 

ｅ．システム内保存期間 今回分作成時に前回作成分を削除 

 

（２）特別検定計器予告期報 

 

 

低圧 

 

 

高圧 

ａ．目 的 特別検定対象需要家および対象設備の資材担当箇所報告 

ｂ．説 明 
当該ファイルを「計測器月別検満計画表」と共に、事業所毎に資材

担当箇所へ報告する（毎年７月末、１月末）。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 検満計画時 

ｅ．システム内保存期間 今回分作成時に前回作成分を削除 
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（３）電力量計請求予告月報 

 

ａ．目 的 翌月分の計測器倉出予想数量の資材担当箇所報告 

ｂ．説 明 

当該ファイルを「特別検定計器予告月報」と共に、事業所毎に資材担

当箇所へ報告する（毎年１８日（注 16）締め切り）。 

当該ファイルの「翌月検満倉出数」は自動集計された結果が反映され

ているが、「翌月一般倉出数」は手補正が必要である。 

（注 16）１８日が非営業日の場合は、翌営業日。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４縦（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 資材担当箇所報告日の１営業日前（月報） 

ｅ．システム内保存期間 今回分作成時に前回作成分を削除 

 

（４）特別検定計器予告月報 

 

 

低圧 
 

 
高圧 

ａ．目 的 翌月倉出分の特別検定対象需要家および対象設備の資材担当箇所報告 

ｂ．説 明 

当該ファイルを「電力量計請求予告月報」と共に、事業所毎に資材担

当箇所へ報告する（毎月１８日（注 16）締め切り）。 

（注 16）１８日が非営業日の場合は、翌営業日。 

ｃ．帳票サイズ Ａ３横（ＥＸＣＥＬ） 

ｄ．出力タイミング 資材担当箇所報告日の１営業日前（月報） 

ｅ．システム内保存期間 今回分作成時に前々回作成分を削除 
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３－３．計測器管理システムから出力可能なＣＳＶファイル 

（１）検満工事設計対象お客さまデータ 

■ ダウンロード項目 

1. 事業所 38. 指針区分＿時間帯４ 

2. 設計Ｎｏ 39. 指示数＿時間帯４ 

3. 工期（自） 40. 指針区分＿時間帯５ 

4. 工期（至） 41. 指示数＿時間帯５ 

5. 供給（受電）地点特定 42. 指針区分＿時間帯６ 

6. 負担金 43. 指示数＿時間帯６ 

7. 契約区分 44. 指針区分＿時間帯７ 

8. お客さま名 45. 指示数＿時間帯７ 

9. 住所 46. 指針区分＿時間帯８ 

10. 引込注 No 47. 指示数＿時間帯８ 

11. 契約電流 48. 指針区分＿時間帯９ 

12. 契約容量 49. 指示数＿時間帯９ 

13. 契約電力 50. 指針区分＿時間帯１０ 

14. 契約設備電力 51. 指示数＿時間帯１０ 

15. 最大受電電力 52. 力測桁数（整数部＆小数部） 

16. 夜間開始時刻ＣＤ 53. 指示数力測有効電力量 

17. 常予備区分 54. 指示数力測無効電力量 

18. 計量確定日 55. ＤＭ桁数（整数部＆小数部） 

19. 取付位置ＣＤ 56. 指示数累積最大需要電力 

20. 施設Ｎｏ 57. 受検年月 

21. 設備種別 58. 合番号Ｎｏ 

22. 相線電圧 59. ２次配線実亘長 

23. 容量 60. 計測器倉出確定フラグ 

24. メーカーＣＤ 61. 計測器倉出フラグ 

25. 型式ＣＤ 62. 施工会社ＣＤ 

26. 製造年 63. 施工年月日 

27. 製造番号（計器Ｎｏ） 64. ＳＭ_通信装置_メーカＣＤ 

28. 指示数桁 65. ＳＭ_通信装置_型式ＣＤ 

29. 乗率 66. ＳＭ_通信装置_製造年 

30. 検満年月 67. ＳＭ_通信装置_製造番号 

31. 指示数＿全日有効電力量 68. ＳＭ_通信装置_通信ＩＤ 

32. 指針区分＿時間帯１ 69. ＳＭ_通信装置_Ａルート通信方式ＣＤ 

33. 指示数＿時間帯１ 70. ＳＭ_通信装置_Ｂルート通信方式ＣＤ 

34. 指針区分＿時間帯２ 71. ＳＭ_指示数順潮流電力量 

35. 指示数＿時間帯２ 72. ＳＭ_指示数逆潮流電力量 

36. 指針区分＿時間帯３ 73. 作成年月日、時間 

37. 指示数＿時間帯３ 74. 作成者 

 1 

ａ．目 的 検満工事設計書別の検満工事対象お客さまの把握 

ｂ．説 明 必要に応じて出力し使用する。 

ｃ．出力タイミング 
当該設計の実施承認後から検収登録前まで、かつ検満倉出設備登

録が完了している契約について随時出力可能 

ｄ．システム内保存期間 随時（システム内に保存しない） 
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（２） 高圧検満工事対象お客さまデータ 

■ ダウンロード項目 

1. 事業所 

2. 供給地点特定番号 

3. 負担金 

4. お客さま名 

5. 住所 

6. 契約区分 

7. 部分供給区分 

8. 施設 No 

9. 常予備区分 

10. 設備種別 

11. 製造番号（計器 No） 

12. 計器・受量器 検満年月 

13. 工事予定年月 

14. 作成日付 

15. 作成者名 
 

ａ．目 的 高圧検満工事対象お客さまの把握 

ｂ．説 明 
料金担当箇所における無線検針対応などの事前準備資料として

利用する場合がある。 

ｃ．出力タイミング 検満計画確定後、随時出力可能 

ｄ．システム内保存期間 今回分作成時に前回作成分を削除 

 

（３）高圧検満計画対象お客さまデータ 

■ ダウンロード項目 

1. 事業所 14. 変成器_受検年月 

2. 供給（受電）地点特定番号 15. 検定種別 

3. 負担金 16. 工事予定年月 

4. お客さま名 17. 検満可能月フラグ１ 

5. お客さま住所 18. 検満可能月フラグ２ 

6. お客さま電話番号 19. 検満可能月フラグ３ 

7. 契約区分 20. 検満可能月フラグ４ 

8. 部分供給区分 21. 年次点検日 

9. 施設 No 22. 主任技術者所属 

10. 常予備区分 23. 主任技術者氏名 

11. 設備種別 24. 主任技術者電話番号 

12. 計器 No 25. 作成日付 

13. 計器・受量器_検満年月 26. 作成者名 
 

ａ．目 的 高圧検満時における作業スケジュール調整用情報の提供 

ｂ．説 明 高圧検満におけるお客さまとの停電調整等に活用する。 

ｃ．出力タイミング 検満データ抽出時に対象お客さま分のみ出力可能 

ｄ．システム内保存期間 今回分作成時に前回作成分を削除 
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（４）年度末設備情報 

■ ダウンロード項目 

設備区分毎のダウンロード項目は下表のとおり。 

ダウンロード項目 

設備区分 

計器・

受量器 

，ＳＭ 

変成

器 
タイムス

イッチ 
併用開

閉器 
契約用ブ

レーカ 
通信

端末 
付属

装置 

1. 事業所 CD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
2. 契約者 SEQ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
3. 契約区分 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
4. 施設 No ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
5. SPID ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
6. 送電メニュー ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
7. 契約種別 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
8. 多回路合成区分 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
9. 設備種別 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
10. 取付位置 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
11. 相 ○ ○  ○ ○   
12. 線 ○ ○  ○ ○   
13. 電圧 ○ ○  ○ ○   
14. 容量 ○ ○ ○ ○ ○   
15. メーカーCD ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
16. 型式 CD ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
17. 製造年 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
18. 合番号 No ○ ○      
19. 検満年 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
20. 検満月 ○ ○ ○ ○  ○ ○ 
21. 通信装置メーカーCD ●       
22. 通信装置型式 CD ●       
23. 通信装置製造年 ●       
24. 通信方式（Aルート） ●       
25. 通信方式（Bルート） ●       
26. 【端子部】設備種別 ●       
27. 【端子部】相 ●       
28. 【端子部】線 ●       
29. 【端子部】電圧 ●       
30. 【端子部】容量 ●       
31. 【端子部】メーカーCD ●       
32. 【端子部】型式 CD ●       
33. 【端子部】製造年 ●       
34. 受検年  ○      
35. 受検月  ○      
36. 施工年月日   ○ ○    
37. 製造番号      ○  

●：ＳＭ専用項目 

ａ．目 的 年度末時の設備数量把握および官庁報告用資料の作成 

ｂ．説 明 計測器工事設備計画作成時の資料として活用する。 

ｃ．出力タイミング 随時 

ｄ．システム内保存期間 今回分作成時に前回作成分を削除 
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３－４．経理・資材帳票 

（１）営業修繕工事事業所別実績表 

 

KIM380 EK0100FV 

ａ．目 的 計測器工事票単位の修繕実績 

ｂ．説 明 
当月勘定扱い分の支払先別一覧であり、誤り等があれば当該帳票を

参考に訂正を行う。 

ｃ．帳票サイズ Ｂ４横（ホスト出力） 

ｄ．出力タイミング 月報 

 

（２）配電計器工事債務内訳表 

 

ES0090FV 

ａ．目 的 取引先別の計測器工事費内訳 

ｂ．説 明 当月勘定分として取引先（協同組合等）へ支払う計測器工事費の内

訳である 

ｃ．帳票サイズ Ｂ４横（ホスト出力） 

ｄ．出力タイミング 月報 
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（３）計測器受払データリスト 

 

 

ａ．目 的 計測器管理システムに入力した設計データの確認 

ｂ．説 明 
「計測器工事設計票」において受払いを行った資材のリストであ

り、経理実績として計上する。 

ｃ．帳票サイズ Ａ４横（資材配給端末より出力） 

ｄ．出力タイミング 
必要の都度（当該帳票の有無については、資材システム（貯蔵品管

理システム）業務処理工程検索画面により確認が可能） 

 

  



 161 

（参考）計測器関係書類の保管・保存期間 上長回付 
保管・保存期間（年） 

本店 事業所 

３－１．計測器管理システムから出力可能な帳票 

（１） 計測器倉出・倉入合計票 ○ ――― ――― 

（２） 計測器未竣工工事内訳表（月処理のみ） ○ ――― １ 

（３） 計測器竣工工事内訳表 ○ ――― １（５） 

（４） 計測器工事票 ○ ――― １ 

（５） 計測器実施承認票 電子承認 ――― （５） 

（６） 計測器予算総括表 電子承認 ――― （５） 

（７） 計測器予算内訳表 電子承認 ――― （５） 

（８） 計測器予実算管理表（建口）  ――― ――― 

（９） 計測器予実算管理表（除口）  ――― ――― 

（１０） 計測器予実算管理表（修繕・諸費）  ――― ――― 

（１１） 計測器受払データエラーリスト  ――― ――― 

（１２） 計測器設備訂正承認リスト ○（注 17） ――― １（５（注 18）） 

（１３） 計測器チェックリスト（設備整合性） ○ ――― １ 

（１４） 倉出計測器設備票  ――― １ 

（１５） 倉出計測器設備票（高圧）  ――― １ 

（１６） 計測器建仮工事月報（建設工事口） ○ （１０） ５（１０（注 19）） 

（１７） 計測器建仮工事月報（除却工事口） ○ （１０） ５（１０（注 19）） 

（１８） 計測器関係修繕工事月報 ○ （１０） ５（１０（注 19）） 

（１９） 計測器受払業務委託実績表（当社用） ○ （１０） ５（１０（注 19）） 

（２０） 計測器受払業務委託実績表（委託先用）  ――― （１０（注 19）） 

（２１） 計測器受払業務委託内訳表  ――― （８） 

（２２） 計測器受払委託支払明細表  ――― （８） 

（２３） 計測器工事件数月報（材料）  （１０） （１０（注 19）） 

（２４） 計測器工事件数月報（工量）  （１０） （１０（注 19）） 

（２５） 計測器工事会社別箱板個数月報 ○ ――― ３（３） 

（２６） 検満自動設計対象外リスト  ――― ――― 

（２７） 検満計測器工事票  ――― ５ 

（２８） 検満計測器工事票（高圧）  ――― ５ 

（２９） 検満計画データ作成エラーリスト  ――― ――― 

（３０） 計測器検満アラームリスト ○ ――― ５ 

（３１） 計測器工事実績管理表  （３） （３） 

（３２） 計測器工事委託実績票 ○ ――― ５ 

（３３） 未反映契約異動データ一覧 〇 ――― １ 

（３４） (行動系)検満倉出設備連係エラーリスト  ――― ――― 

（３５） 設計中通電遮断時間変更リスト  ――― １ 

（３６） 計測器工事 仕入明細書  ――― （８） 

※上長回付が必要な帳票について、上長は担当から遅滞無く回付されるよう管理すること。 

※カッコ内の数字は、計測器管理システムにおける保存期間。 

（注 17）：次の項目の設備登録訂正については電子承認とする。計器・受量器情報の「相線電圧」、「計器 No」、  

「乗率」、「合番号（略称・No）」、「指示数桁」および「検満年月」。 

変成器情報の「相線電圧」、「合番号（略称・Ｎｏ）」および「受検年月」。 

（注 18）：電子承認対象は承認日より５年、それ以外は操作日（登録訂正日）より５年。 

（注 19）：前々年度以前のものは３月（年度末）実績のみ出力可。 
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（参考）計測器関係書類の保管・保存期間 上長回付 
保管・保存期間（年） 

本店 事業所 

３－２．計測器管理システムから出力可能なＥＸＣＥＬファイル 

（１） 計測器月別検満計画表 ――― ――― ――― 

（２） 特別検定計器予告期報 ――― ――― ――― 

（３） 電力量計請求予告月報 ――― ――― ――― 

（４） 特別検定計器予告月報 ――― ――― ――― 

３－３．計測器管理システムから出力可能なＣＳＶファイル 

（１） 検満工事設計対象お客さまデータ ――― ――― ――― 

（２） 高圧検満工事対象お客さまデータ ――― ――― ――― 

（３） 高圧検満計画対象お客さまデータ ――― ――― ――― 

（４） 年度末設備情報 ――― ――― ――― 

３－４．経理・資材帳票 

（１） 営業修繕工事事業所別実績表 ――― ――― ５ 

（２） 配電計器工事債務内訳表 ――― ――― ５ 

（３） 計測器受払データリスト ――― ――― ――― 
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４．計量法 

 

（１）計量法とは 

計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与

することを目的とした、各種計量器の検定等に関する規定である。 

なお、当社におけるお客さまとの電気料金取引に使用する計器、および証明に使用する計

器は、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要がある

ものとして、計量法の中でも特に厳しい基準が適用される「特定計量器」に指定されている。 

 

（２）検定の種類 

ａ．提出検定 

提出検定とは、単独計器または変成器付計器と変成器を対で日本電気計器検定所に提出

して検査を受ける時の検定をいう。 

ｂ．出張検定 

出張検定とは、変成器付計器だけを日本電気計器検定所に提出して検査を受け、変成器

はその所在の場所で検査を受ける検定をいう。 

ｃ．特別検定 

特別検定とは、変成器付計器だけを日本電気計器検定所に提出して検査を受け、変成器

そのものは提出しない時の検定をいう。 

ｄ．特殊検定 

特殊検定とは、日本電気計器検定所で型式承認されていない特殊な仕様の計器に係る検

定をいう。 

当該計器については、型式承認と同等の試験を受け、さらに提出検定を受けなければな

らない。 

なお、特殊検定の検定有効期間については、日本電気計器検定所で型式承認されている

ものと同じく、計量法施行令で定められた期間である。 

 

（３）検定の区分 

ａ．一般検定 

一般検定とは、単独計器の提出検定、または変成器付計器と変成器との個々の組合せを

指定した検定をいう。 

ｂ．特定検定 

特定検定とは、変成器付計器の群と変成器の群との組合せを指定した検定をいう。 
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ｃ．一般検定と特定検定の対応一覧 

（ａ）ＶＣＴ１台＋計器１台 

ＶＣＴ１台に計器１台と通信端末１台を接続する場合の検定区分は以下のとおり（以

下に無い組合せはすべて一般検定）。 

相線電圧： 

三相３線式 6,600Ｖ 

普通級 精密級 

20/5A 50/5A 100/5A 200/5A 300/5A 500/5A 

一般用ＶＣＴ 特定検定 特定検定 特定検定 特定検定 特定検定 特定検定 

耐塩用ＶＣＴ 特定検定 特定検定 特定検定 特定検定 特定検定 一般検定 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ｂ）ＶＣＴ１台＋計器２台 

ＶＣＴ共用の場合で、ＶＣＴ１台に計器と通信端末を２台ずつ接続する場合の検定区

分は以下のとおり（以下に無い組合せはすべて一般検定）。 

相線電圧： 

三相３線式 6,600Ｖ 

普通級 精密級 

20/5A 50/5A 100/5A 200/5A 300/5A 500/5A 

一般用ＶＣＴ 特定検定 特定検定 一般検定 一般検定 一般検定 一般検定 

耐塩用ＶＣＴ 特定検定 特定検定 一般検定 一般検定 一般検定 一般検定 

特に、精密級のＶＣＴ共用は「一般検定」のため、誤って特定検定品を施設しないよ

う注意すること（過去に誤って施設した事例あり）。 
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（４）検定の種類・区分と対象計器 

 

検定の区分 

一般検定 特定検定 

単独計器の提出検定又

は変成器付計器と変成

器との個々の組合せを

指定した検定 

変成器付計器の群と変

成器の群との組合せを

指定した検定 

検定の種類 対象となる計器等 

提出検定 

計器および変成器

が提出されたとき

の検定 

・単独計器 

・変成器付計器＋変成器 

・変成器付計器、 

・変成器 

出張検定 

変成器付計器だけ

が提出され、変成器

はその所在の場所

で検査する検定 

・変成器付計器 

（提出検定要） 

・変成器 

 

特別検定 

変成器付計器だけ

が提出され、変成器

は提出されないと

きの検定 

・変成器付計器  

特殊検定 

日本電気計器検定

所で型式承認して

いないものを、いき

なり検定すること 

・単独計器 

・変成器付計器＋変成器 

（日本電気計器検定所

の型式承認をとってい

ないものすべて） 
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（５）計量器の有効期間と精度階級 

 

ａ．有効期間 

計器の種類 
定格電流 

（Ａ） 
有効期間 

単独計器（注 20） 普通電力量計 

Ⅱ形 
２０ 

電子式 １０年 

誘導形 ７年 

６０ 誘導形 ７年 

Ⅲ形 

３０ 

１２０ 
１０年 

６０ 電子式 １０年（注 22） 

Ⅳ形 ２００ １０年 

Ⅴ形 ２５０ １０年 

変成器付計器（注 21） 

普通電力量計 

精密電力量計 

特別精密電力量計 

 

無効電力量計 

最大需要電力計 

５ 

電子式 ７年 

（注 23） 

誘導形 ５年 

※「計量法施行令 第 18 条」参照 

（注 20）単独計器とは、計器用変成器（変流器または計器用変圧器・変流器）と組み合わせず単独で使用

する計器をいう。 

（注 21）変成器付計器とは、計器用変成器と組み合わせて使用する計器をいう。 

（注 22）平成 19 年 5 月 16 日施行の計量法施行令改正により、7 年から 10 年に延伸化された。 

（注 23）『定格電圧が 300Ｖ以下の電力量計で定格一次電流が 120Ａ以下の変流器とともに使用されるもの

（定格電圧が 300Ｖを超える変成器とともに使用されるものを除く）』は、有効期間が「７年」に

なる。 

なお、平成 14 年 7 月 3 日施行の計量法施行令改正前の変成器付計器（上記『 』に該当するも

のを除く）の有効期間については、電子式、誘導形ともに「５年」になる。 

 

ｂ．精度階級 

取引又は証明における計量に使用する電力量計の種類については、以下を最低の基準と

して選定すること。 

ただし、力率測定用のものは、この限りではない。 

契約最大電力 電力量計の種類 

10,000ｋＷ以上 特別精密級 

500ｋＷ以上 10,000ｋＷ未満 精密級 

500ｋＷ未満 普通級 

（計量法関係通達「取引又は証明における計量に使用する電力量計の種類について(H5.11.1 発信)」 参照） 
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（６）変成器付計器の検定サイクル 

ａ．誘導形変成器付計器の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年サイクルで取替た場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変成器の最大使用期間 
 

誘導形変成器付計器の有効期間は５年である。 

変成器付計器における検定は、これとともに使用する変成器を添えて検査申請すること

となっている（注 24）が、原検定（注 25）の受検年月から１４年（注 26）を経過していない場合は、

変成器を添えないで検査申請が可能（＝特別検定が可能）である。 

また、この場合における変成器の使用期間については、計器の検定有効期間により最大

で１９年となる。 

（注 24）「計量法 第 73 条 第 2 項」参照 

（注 25）「原検定」とは、提出および出張検定において合番号が付された時の検定をいう。 

（注 26）変成器付電気計器の検査を受けようとする場合に、計器とともに使用する変成器を添えなければ

ならない期間（＝特別検定が可能な期間）は、「特定計量器検定検査規則（以下、検則とする）   

第 4 条第 5 項」に規定されている。 

原検定
（初回）

5年
（2回目）

10年
（3回目）

14年
（4回目）

変成器を添えないで検査申請が可能な期間
変成器の
提出が必
要な期間

計器の有効期間 計器の有効期間

15年
（5回目）

計器の有効期間

変成器の使用期間

 

原検定
（初回）

5年
（2回目）

10年
（3回目）

14年
（4回目）

変成器を添えないで検査申請が可能な期間

計器の有効期間

変成器の提出が

必要な期間

計器の有効期間 計器の有効期間

19年
（5回目）

計器の有効期間

変成器の使用期間
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ｂ．電子式変成器付計器の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子式変成器付計器の有効期間は７年（注 27）である。 

変成器付計器における検定は、これとともに使用する変成器を添えて検査申請すること

となっているが、原検定の受検年月から１４年を経過していない場合は、変成器を添えな

いで検査申請が可能（＝特別検定が可能）である。 

また、この場合における変成器の使用期間については、計器の検定有効期間により最大

で２１年となる。 

（注 27）計量法施行令の改正（平成 14年 7月 3 日改正）により、5 年から 7 年に延伸化された。 

原検定
（初回）

7年
（2回目）

14年
（3回目）

変成器を添えないで検査申請が可能な期間
変成器の提出が

必要な期間

計器の有効期間

21年
（4回目）

変成器の使用期間

計器の有効期間 計器の有効期間
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（７）特定検定の高圧計器における変成器取替工事の一部緩和措置 

電子式変成器付計器の検定サイクルは、変成器の受検年から１４年を経過し変成器の使

用期間である２１年までの間は提出検定とすることを運用の原則としているが、検定の区

分が特定検定の計測器であって、変成器取替工事に必要な停電調整が困難であるなど、お

客さまの都合上、やむを得ない場合に限り、本運用を超えて「特定検定実施要領（日本電

気計器検定所）」の取り扱いに基づき、状況に応じて次のとおり変成器付計器のみの取替

工事としても良い。 

ａ．検満計画時に工事変更する場合 

 配電担当者は、「計測器月別検満計画表」および「特別検定計器請求予告期報」と工事変

更する理由を記載した「高圧検満計画対象お客さまデータ」を添付のうえ、上長へ回付

する。 

 上長は、「高圧検満計画対象お客さまデータ」および「特別検定計器請求予告期報」を確

認し、工事変更した対象が特定検定の計器であること、変成器の使用期間内であること

を確認したうえで、検満工事計画反映指示のシステム処理を行う。 

ｂ.設計時に工事変更する場合 

 配電担当者は、計測器管理システムの「計測器設備・登録訂正」の計器・変成器諸元画

面をハードコピーし、工事変更する理由を記載して、上長回覧する。 

 上長は、工事変更した対象が特定検定の計器であること、変成器の使用期間内であるこ

とを確認する。 

ｃ．実施承認後に工事変更する場合 

 配電担当者は、「計測器工事確認票（検収票）」を出力、工事変更する理由を記載し、計

測器管理システムの「計測器設備・登録訂正」の計器・変成器諸元画面ハードコピーを

添付のうえ、上長へ回付する。 

 上長は、「計測器工事確認票（検収票）」で変成器付計器と変成器の取替工事から変成器

付計器のみの取替工事へ変更したこと、および計器・変成器諸元画面ハードコピーで工

事変更した対象が特定検定の計器であること、変成器の使用期間内であることを確認す

る。 

ｄ．工事竣工後 

 配電担当者は、計測器チェックリストに「特別検定誤りの恐れあり」のメッセージが出

力されるので、計測器管理システムの「計測器設備・登録訂正」の計器・変成器諸元画

面ハードコピーを添付のうえ、上長へ回付する。 

 上長は、変成器が使用期間内であることを確認する。 

ｅ．変成器の管理 

 配電担当者は、変成器の使用期間内における停電取得可能年月を計測器管理システムの

計測器設備登録訂正 - 検満情報 – 標準期間外検満工事年月へ入力後、「計測器設備訂正

承認リスト」を出力し、計測器管理システム「計測器設備・登録訂正」の計器・変成器

諸元画面ハードコピーを添付のうえ、上長へ回付する。 

 上長は、停電取得可能年月が変成器の使用期間内であることを確認する。 
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（８）検定公差と使用公差 
 

ａ．検定公差 
「検定公差」とは、電力量計、無効電力量および最大需要電力量計の検定時における器

差（計器の誤差）の基準である。 

なお、「公差」とは、電力量計、無効電力量および最大需要電力量計が変成器とともに

使用される場合の、検定時における計器の器差と変成器の合成誤差を代数和した値である

総合誤差の基準である。 

計器種類毎の検定公差および公差は、次のとおり。 

 

種 類 
負荷電流 

（定格電流に対する百分率） 

検定公差 

（％） 

公 差 

（％） 

特別精密電力量計 

10%以下 0.8 
力率 0.5 1.1 

力率 1 1.0 

10%を超え 100%以下 0.5 
力率 0.5 0.7 

力率 1 0.6 

精密電力量計 

10%以下 1.5 
力率 0.5 2.0 

力率 1 1.8 

10%を超え 100%以下 1.0 
力率 0.5 1.3 

力率 1 1.2 

普通電力量計 --- 
力率 0.5 2.5 力率 0.5 2.5 

力率 1 2.0 力率 1 2.0 

無効電力量計 --- 2.5 2.5 

最大需要電力計 --- 3.0 3.0 

※ 検定公差は「検則 第 680 条」「検則 第 724 条」を参照。 

※ 公差は「検則 第 767 条」を参照。 

また、器差検定の方法は、下表の左欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、同

表の中欄に掲げる力率及び同表の右欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において、器

差を測定して行う。 

種 類 力率 定格電流に対する負荷電流の百分率（％） 

特別精密電力量計 
0.5 10,20,50及び 100 

1 5,20,50及び 100 

精 密 電 力 量 計 
0.5 10,20,50及び 100 

1 5,20,50及び 100 

普 通 電 力 量 計 

0.5 20及び 100 

1 

2（Ⅴ形に限る）, 2.5（Ⅳ形に限る）, 3.3（Ⅲ形に限る） 

5（Ⅱ形又は変成器とともに使用されるものに限る）, 

50及び 100 

無 効 電 力 量 計 
0 100 

0.866 20,50及び 100 

（最大需要電力計の器差検定の方法については省略） 

※器差検定の方法は「検則 第 706 条」「検則 第 750 条」「検則 第 778 条」を参照。 
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ｂ．使用公差 

「使用公差」とは、電力量計、無効電力量および最大需要電力量計の使用中における器

差（計器の誤差）の基準である。 

なお、「公差」とは、電力量計、無効電力量および最大需要電力量計が変成器とともに

使用される場合の、使用中における計器の器差と変成器の合成誤差を代数和した値である

総合誤差の基準である。 

計器種類毎の使用公差および公差は、次のとおり。 

 

種 類 
負荷電流 

（定格電流に対する百分率） 

使用公差 

（％） 

公 差 

（％） 

特別精密電力量計 

10%以下 1.4 1.4 

10%を超え 100%以下 0.9 0.9 

精 密 電 力 量 計 

10%以下 2.5 2.5 

10%を超え 100%以下 1.7 1.7 

普 通 電 力 量 計 --- 3.0 3.0 

無 効 電 力 量 計 --- 4.0 4.0 

最大需要電力 計 --- 4.0 4.0 

※ 使用公差は「検則 第 708 条」「検則 第 752 条」を参照。 

※ 公差は「検則 第 781 条」を参照。 

 

また、器差検査の方法は、下表の左欄に掲げる種類に応じ、定格周波数、定格電圧、お

よび同表の中欄に掲げる力率及び同表の右欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合におい

て、器差を測定して行う。 

 

種類 力率 定格電流に対する負荷電流の百分率（％） 

特別精密電力量計 1.0 10,50及び 100 

精 密 電 力 量 計 1.0 10,50及び 100 

普 通 電 力 量 計 1.0 20,50及び 100 

無 効 電 力 量 計 0.866 50 

最大需要電力計 1.0 50 

※ 器差検査の方法は「検則 第 710 条」「検則 第 754 条」「検則 第 783 条」を参照。 
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５．荷札 

 

 計測器返納票 

（Ｃ票、Ｄ票） 

変成器付計器取付取外指針票 

（Ｇ票、Ｈ票） 

 

 

 

 

 

 

北海道電力ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 

北 海 道 電 力 ﾈ ｯ ﾄ ﾜ ｰ ｸ 株 式 会 社 
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６．修繕工事関係用紙一覧 

 

（１）計器箱・板修繕工事内訳表 

＊各事業所独自で作成している様式も可。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）計測器関係修繕工事設計書 
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（３）計測器工事設計票（一般用）Ａ票 
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（４）計測器工事検収処理票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測器工事検収処理票

長 長 担　当

１．工　事　会　社　名

２．電　話　連　絡　件　数

３．工　事　票　Ｎ　ｏ　．

４．住所・お客さま名

５．検　　収　　員

６．検　収　結　果

（１）　１次検収　　　　良　・　不良

（２）　２次検収　　　　良　・　不良

（３）　改修指示

内　　　　　容 改修期日

不良工事

改　修　報　告　書

長 長 担　当

［北電］
［工事会社］

上記個所の改修を完了しましたので、お届けします。

１．検　査　員

２．改修年月日　　　平成　　　年　　　月　　　日

３．確認年月日　　　平成　　　年　　　月　　　日
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７．計測器業務の年間予定 

年   間   予   定 

月  項         目 

４月 
 ➢ 一般損益予算（下部配付） 

➢ 第４四半期決算処理[建仮（特定）] 

５月 
  

６月 

 ➢ 資材棚卸 

➢ 計測器工事設備計画策定（工事数量策定） 

➢ 竣工確認（「竣工件名 未竣工データ一覧表」の出力・整理）【１回目】 

７月 

 ➢ 検満工事計画策定（下期工事分） 

➢ 期末予想[建仮（特定）、一般修繕、一般損益]【１回目】 

➢ 第１四半期決算処理[建仮（特定）] 

８月 
  

９月 

 ➢ 計測器工事設備計画策定（予算策定） 

➢ 竣工確認（「竣工件名 未竣工データ一覧表」の出力・整理）【２回目】 

 

１０月 

 ➢ 短期収支計画策定[修繕、除却、一般損益] 

➢ 第２四半期決算処理[建仮（特定）] 

➢ 期末予想[建仮（特定）、一般修繕、一般損益]【２回目】 

１１月 
  

１２月 
 ➢ 竣工確認（「竣工件名 未竣工データ一覧表」の出力・整理）【３回目】 

１月 

 ➢ 年度予算計画策定[修繕、除却、一般損益] 

➢ 検満工事計画策定（翌上期工事分） 

➢ 期末予想[建仮（特定）、一般修繕、一般損益]【３回目】 

➢ 第３四半期決算処理[建仮（特定）] 

２月 
  

３月 

 ➢ 建仮（特定）工事予算決定通知 

➢ 一般修繕予算決定通知 

➢ 一般損益予算決定通知 

➢ 竣工確認（「竣工件名 未竣工データ一覧表」の出力・整理）【４回目】 

➢ 計測器業務委託の付託 

 

http://wwwgyomu1/intra/honten/keiri/homepage/manyu/tokutei/tokutei_index.html
http://wwwgyomu1/intra/honten/keiri/homepage/manyu/tokutei/tokutei_index.html
http://wwwgyomu1/intra/honten/keiri/homepage/manyu/tokutei/tokutei_index.html
http://wwwgyomu1/intra/honten/keiri/homepage/manyu/tokutei/tokutei_index.html
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８．計測器事故処理関係資料 

（１）高低圧事故計測器調査原票 

 

（システム自動付番、各事業所ごとの一連番号）

※回覧印は日付印を押印すること

１．現地・設備・事故発生状況（発生事業所記入）

　事故発生状況

　《事故発生時の状況に関する補足事項》

２．調査結果（北海電工記入）

□ 事故 □ 器差 □ 有(No )

□ 管理代行 □ 調査不要 □ 無

　事故箇所  《調査内容の補足事項》 □ システム入力あり

□ 1.外観・全体 □ 2.端子部 □ 3.表示異常・消灯

□ 4.内部部品機構 □ 5.開閉機能 □ 6.電子回路

□ 7.通信機能 □ 8.時計機能 □ 9.メモリ・データ

□ 10.異常なし

□ 11.その他 （ ）

　事故原因

□ 1.風雨・雪害・浸水 □ 2.雷害 □ 3.火災

□ 4.汚損・劣化 □ 5.過負荷・異常電圧 □ 6.製造・修理不良

□ 7.施工不良 □ 8.落下・衝撃 □ 9.部品故障

□ 10.部品不良 □ 11.再現せず

□ 12.その他 （ ）
　型名：　　　　 製造番号※ 製造年※ 検満年月※

　型式CD※　 需要者名※ 修理年月 修理番号

※は発行内容と異なる場合に記入　　　

原票番号 発　行　箇　所 北海電工

保守管理者 主任 担当 調査

発行： xxxx年xx月xx日

高低圧事故計測器調査原票

北海電工管理番号

事業所コード 計器区分

発生場所（住所）

需要者名

相線電圧 相線 電圧 容量 製造年 年製

供給地点特定番号 製造者

契約電流/容量/電力 計器No/製造番号 型式CD

事象発生年月日 検満年月

雷発生有無 協定有無

供給支障事故有無 自動検針有無

VCT事故時のﾘﾚｰ動作 「SM不具合調査票」

受付年月日 調査完了年月日

調査内容 別紙報告書有無
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記載例 

（システム自動付番、各事業所ごとの一連番号）

※回覧印は日付印を押印すること

１．現地・設備・事故発生状況（発生事業所記入）

　事故発生状況

　《事故発生時の状況に関する補足事項》

２．調査結果（北海電工記入）

□ 事故 □ 器差 □ 有(No )

□ 管理代行 □ 調査不要 □ 無

　事故箇所  《調査内容の補足事項》 □ システム入力あり

□ 1.外観・全体 □ 2.端子部 □ 3.表示異常・消灯

□ 4.内部部品機構 □ 5.開閉機能 □ 6.電子回路

□ 7.通信機能 □ 8.時計機能 □ 9.メモリ・データ

□ 10.異常なし

□ 11.その他 （ ）

　事故原因

□ 1.風雨・雪害・浸水 □ 2.雷害 □ 3.火災

□ 4.汚損・劣化 □ 5.過負荷・異常電圧 □ 6.製造・修理不良

□ 7.施工不良 □ 8.落下・衝撃 □ 9.部品故障

□ 10.部品不良 □ 11.再現せず

□ 12.その他 （ ）
　型名：　　　　 製造番号※ 製造年※ 検満年月※

　型式CD※　 需要者名※ 修理年月 修理番号

※は発行内容と異なる場合に記入　　　

原票番号 1123112020015 発　行　箇　所 北海電工

保守管理者 主任 担当 調査

発行： 2021年1月21日

高低圧事故計測器調査原票

北海電工管理番号

事業所コード 3100000　札幌 計器区分 ＳＭ

発生場所（住所） 札幌市中央区大通東３丁目２－１　○○マンション２０１

需要者名 ○○　太郎

相線電圧 相線 1P2W 電圧 100V 容量 30 A 製造年 2017 年製

供給地点特定番号 010-1232006301-00899-21-00 製造者 三菱

契約電流/容量/電力 30 A 計器No/製造番号 M171381878 型式CD A1A

事象発生年月日 2021年1月19日 検満年月 2027年10月

雷発生有無 雷発生　無 協定有無 協定　有

供給支障事故有無 供給支障事故　有 自動検針有無 自動検針　有

VCT事故時のﾘﾚｰ動作 ＤＧＲ 「SM不具合調査票」 添付　無

９．表示不良

ブラックアウト
3側CT製造番号：754134

受付年月日 調査完了年月日

調査内容 別紙報告書有無

システム自動付番

事故調査原票システム

作成時の入力範囲

単３や三相のＣＴ2個組の場合、

2個目の製造番号は、補足事項へ入力すること

単３や三相のＣＴ2個組の場合、

2個目の製造番号は、補足事項へ入力すること
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（２）スマートメーター（ＳＭ）不具合調査票 

※回覧印は日付印を押印すること

１．現地・設備情報

／ 形 ／

／ Ａ

【不具合種別】

□ 表示不良 □ 表示消灯 □ 計量不審 □ 時刻ズレ □ 開閉器異常 □ 不通電

□ 通信端末異常 （ □ 通信不良 、 □ LED遷移異常 ）

□ その他 （ ）

２．不具合の内容

３．現地写真

発　行　箇　所

保守管理者 主　任 担当

発生場所（住所）

発行： xxxx年xx月xx日

スマートメーター(ＳＭ)不具合調査票

発生事業所名 引込柱番号

事象発生日時 不具合SM取付日

製造年/検満年月 年製 計量部形名/型式CD

通信ID 計器No/容量

計量部製造者

通信端末製造者

ブラックアウト

以下の事故・不具合の場合は発行不要とする。

（１）器差試験（お客さま対応上で必要な場合）。

（２）原因が明らかに判明している場合。

①破損、焼損、浸水、腐食によるもの。

②雷害（外観が破損しているものに限る）。

③施工不良（過電圧印加、ネジ損傷等）。
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４．確認事項（不具合発生時の状況を記入）

①建屋種別 □ 戸建住宅 □ 集合住宅

□ 当社BOX

□ 私製BOX

□ 当社BOX

□ シャフト内 □ 私製BOX

③取付高さ ｍ／階）

①異音の有無 □ あり □ なし

②発熱の有無 □ あり □ なし

①計量値の表示状態 □ 点灯 □ 点滅※ □ 消灯

　   （※点滅周期： □ 一定 □ 不定 □ その他 ）

②計量値の動作有無 □ あり □ なし

□ 点灯 □ 点滅 □ 消灯

□ 点灯 □ 点滅 □ 消灯

①1S-2S （ Ｖ） ④1L-2L （ Ｖ）

②2S-3S （ Ｖ） ⑤2L-3L （ Ｖ）

③1S-3S （ Ｖ） ⑥1L-3L （ Ｖ）

① 1　S （ Ａ）

② 2　S （ Ａ）

③ 3　S （ Ａ）

①計量器取付ねじ □ 良好 □ 不良

②計器電流バー取付ねじ □ 良好 □ 不良

③断路用端子取付ねじ □ 良好 □ 不良

④端子ねじ □ 良好 □ 不良

①コネクタの接続状態 □ 良好 □ 不良

②ＰＬＣ信号線の接続状態 □ 良好 □ 不良

①点灯状態 □ 点灯 □ 点滅 □ 消灯

②点灯色 □ 赤色 □ 橙色 □ 緑色

①点灯状態 □ 点灯 □ 点滅 □ 消灯

②点灯色 □ 赤色 □ 橙色 □ 緑色

５．添付資料

□ SMイベントデータログ □ 30分指示数

□ その他 （ ）

【留意事項】

ＳＭ不具合の原因調査に当たり、不具合発生時の状況を維持する必要があるため、以下のことに留意願います。

・不具合が発生した現地の状況（作業手順、ＳＭ計量部の液晶表示や通信端末のＬＥＤ等）について可能な限

　り詳しく記載願います。

・製造メーカーでの原因調査にあたり、不具合品の状態を維持する必要があるため、極力電圧の印加や端子

　ねじ等を緩めることはしないこと。

項目 確認事項 備考欄

S
M
本
体

取付環境 ②設置場所

屋外壁
・BOXの材質、窓の有無等、

  詳細を備考欄に記載

屋内壁
・BOXの材質、窓の有無等、

  詳細を備考欄に記載

（地上※から
※集合住宅の場合、

  階数を記載

　液晶表示の
　   状態

③動作表示

順動作：

逆動作：

電圧確認

計
量
部

計量部の状態

　ねじの締付
　   状態

通
信
端
末

通信線

　動作ＬＥＤの

　最終点灯状態

　電波ＬＥＤの

　最終点灯状態

　※１：Ｎのみ

端
子
部

電流確認
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記載例 

 

※回覧印は日付印を押印すること

１．現地・設備情報

／ 形 ／

／ Ａ

【不具合種別】

■ 表示不良 □ 表示消灯 □ 計量不審 □ 時刻ズレ □ 開閉器異常 □ 不通電

□ 通信端末異常 （ □ 通信不良 、 □ LED遷移異常 ）

■ その他 （ ）

２．不具合の内容

３．現地写真

発　行　箇　所

保守管理者 主　任 担当

発生場所（住所） 札幌市中央区大通東３丁目２－１　○○マンション２０１

発行： 2021年1月21日

スマートメーター(ＳＭ)不具合調査票

発生事業所名 札幌支店 引込柱番号 414236-982172

事象発生日時 2021年1月19日 07:00 不具合SM取付日 2020年1月1日

製造年/検満年月 2017 年製 2027年10月 計量部形名/型式CD ZK1-TCLr

【6月25日】
・定例検針時に液晶表示が「消灯」しているとの連絡あり。
・直営にて現地調査実施。液晶表示「消灯」確認後、端子カバーを開け、通信端末のＬＥＤも「消灯」していること
を確認。
・各相の電圧、電流に異常が無い事からＳＭの不具合と判断し、取替えを実施。
・取替後、新規ＳＭの正常動作を確認。

【その他】
・前回定例検針から当該事象発見までに雷害などの事象なし（LLsＭａｐで確認済み）

A1A

通信ID M1202013605294 計器No/容量 M171381878 30

計量部製造者 三菱

通信端末製造者 三菱電機

ブラックアウト

以下の事故・不具合の場合は発行不要とする。

（１）器差試験（お客さま対応上で必要な場合）。

（２）原因が明らかに判明している場合。

①破損、焼損、浸水、腐食によるもの。

②雷害（外観が破損しているものに限る）。

③施工不良（過電圧印加、ネジ損傷等）。

調査票システム作成時

の入力範囲

・システムへ写真データをアップロードする

・Excel出力時は、写真データが重なり配置されているため、

写真サイズや表示位置を変更する

 

 

４．確認事項（不具合発生時の状況を記入）

①建屋種別 ■ 戸建住宅 □ 集合住宅

□ 当社BOX

■ 私製BOX

□ 当社BOX

□ シャフト内 □ 私製BOX

③取付高さ ｍ／階）

①異音の有無 □ あり ■ なし

②発熱の有無 □ あり ■ なし

①計量値の表示状態 □ 点灯 □ 点滅※ ■ 消灯

　   （※点滅周期： □ 一定 □ 不定 □ その他 ）

②計量値の動作有無 □ あり ■ なし

□ 点灯 □ 点滅 ■ 消灯

□ 点灯 □ 点滅 ■ 消灯

①1S-2S （ Ｖ） ④1L-2L （ Ｖ）

②2S-3S （ Ｖ） ⑤2L-3L （ Ｖ）

③1S-3S （ Ｖ） ⑥1L-3L （ Ｖ）

① 1　S （ Ａ）

② 2　S （ Ａ）

③ 3　S （ Ａ）

①計量器取付ねじ ■ 良好 □ 不良

②計器電流バー取付ねじ ■ 良好 □ 不良

③断路用端子取付ねじ ■ 良好 □ 不良

④端子ねじ ■ 良好 □ 不良

①コネクタの接続状態 ■ 良好 □ 不良

②ＰＬＣ信号線の接続状態 □ 良好 □ 不良

①点灯状態 □ 点灯 ■ 点滅 □ 消灯

②点灯色 ■ 赤色 □ 橙色 □ 緑色

①点灯状態 ■ 点灯 □ 点滅 □ 消灯

②点灯色 □ 赤色 □ 橙色 □ 緑色

５．添付資料

□ SMイベントデータログ □ 30分指示数

■ その他 （ ）

【留意事項】

ＳＭ不具合の原因調査に当たり、不具合発生時の状況を維持する必要があるため、以下のことに留意願います。

・不具合が発生した現地の状況（作業手順、ＳＭ計量部の液晶表示や通信端末のＬＥＤ等）について可能な限

　り詳しく記載願います。

・製造メーカーでの原因調査にあたり、不具合品の状態を維持する必要があるため、極力電圧の印加や端子

　ねじ等を緩めることはしないこと。

項目 確認事項 備考欄

S
M
本
体

取付環境

鉄製BOX、窓あり

②設置場所

屋外壁
・BOXの材質、窓の有無等、

  詳細を備考欄に記載

屋内壁
・BOXの材質、窓の有無等、

  詳細を備考欄に記載

（地上※から 1.8
※集合住宅の場合、

  階数を記載

　液晶表示の
　   状態

③動作表示
順動作：

逆動作：

電圧確認

105 104

計
量
部

計量部の状態

LLsMapデータ

　ねじの締付
　   状態

通
信
端
末

通信線

　動作ＬＥＤの

　最終点灯状態

　電波ＬＥＤの
　最終点灯状態

　※１：Ｎのみ

端
子
部

電流確認

12

12

調査票システム作成時

の入力範囲

・添付資料が電子データの場合は、システムへアップロードする

・紙の場合は、SM倉入時に添付する

・添付資料が電子データの場合は、システムへアップロードする

・写真データをアップロードする
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（３）計第９２号様式 

「計第９２号様式」は封筒になっており、「高低圧事故計測器調査原票」を折りたたんで

入れ、事故計器とともに本店倉庫の委託会社へ送付する。 

「スマートメーター（ＳＭ）不具合調査票」を作成した場合は、必ず同封すること。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道電力ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 
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９．パルス提供関係資料 

パルス検出器（分離器、変換器、増幅器）一覧表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パルス形態 パルス定数 パルス形態 パルス定数

１：１出力 オープンコレクタ 2000pulse

2000pulse分配 水銀リレー無電圧接点 2000pulse

１：１出力 オープンコレクタ 50000pulse

2000pulse分配 水銀リレー無電圧接点 2000pulse

2000pulse分配 オープンコレクタ 2000pulse

１：１出力 2000pulse

変換出力 任意設定pulse(50000pulse未対応)

2000pulse分配 2000pulse

50000pulse分配 50000pulse

変換出力 水銀リレー無電圧接点 任意設定pulse

変換出力 任意設定pulse

変換出力 任意設定pulse

任意設定pulse

１：１出力 オープンコレクタ 50000pulse

2000pulse分配 水銀リレー無電圧接点 2000pulse

富士
PD3

富士
FX3A

DCパルス 50000pulse

DCパルス 2000pulse

水銀リレー無電圧接点

DCパルス 50000pulse

オープンコレクタ

フォトモスリレー無電圧接点

DCパルス 50000pulse

大崎
OCK-4A

DCパルス 2000pulse

大崎
OCK-2
OCK-2K

DCパルス 2000pulse

DCパルス 50000pulse

サービスパルス（50,000pulse）対応パルス変換器

接続図
一次入力

出力方式
二次入力

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

CB
CA
C1
C0
R
G
F

MB
MA

AC100V

１：１出力

変換出力

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

CB
CA
C1
C0
R
G
F

MB
MA

AC100V

50000,2000pulse分配

変換出力，１：１出力

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

C3B
C3A
C2B
C2A
C1B
C1A
R0
R2
R1

AC100V

MB
MA

分配

分配

変換

分配

変換

変換

変換

変換

変換

S12
S11
CB
CA
R
G
F

MB
MA

AC100V

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

１：１出力

変換出力

パルス形態 パルス定数 パルス形態 パルス定数

１：１出力 オープンコレクタ 2000pulse

2000pulse分配 水銀リレー無電圧接点 2000pulse

１：１出力 オープンコレクタ 50000pulse

2000pulse分配 水銀リレー無電圧接点 2000pulse

2000pulse分配 オープンコレクタ 2000pulse

１：１出力 2000pulse

変換出力 任意設定pulse(50000pulse未対応)

2000pulse分配 2000pulse

50000pulse分配 50000pulse

変換出力 水銀リレー無電圧接点 任意設定pulse

変換出力 任意設定pulse

変換出力 任意設定pulse

任意設定pulse

１：１出力 オープンコレクタ 50000pulse

2000pulse分配 水銀リレー無電圧接点 2000pulse

サービスパルス（50,000pulse）対応パルス変換器

接続図
一次入力

出力方式
二次入力

大崎
OCK-4A

DCパルス 2000pulse

大崎
OCK-2
OCK-2K

DCパルス 2000pulse

DCパルス 50000pulse

水銀リレー無電圧接点

DCパルス 50000pulse

オープンコレクタ

フォトモスリレー無電圧接点

DCパルス 50000pulse

富士
PD3

富士
FX3A

DCパルス 50000pulse

DCパルス 2000pulse

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

CB
CA
C1
C0
R
G
F

MB
MA

AC100V

１：１出力

変換出力

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

CB
CA
C1
C0
R
G
F

MB
MA

AC100V

50000,2000pulse分配

変換出力，１：１出力

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

C3B
C3A
C2B
C2A
C1B
C1A
R0
R2
R1

AC100V

MB
MA

分配

分配

変換

分配

変換

変換

変換

変換

変換

S12
S11
CB
CA
R
G
F

MB
MA

AC100V

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

１：１出力

変換出力

パルス形態 パルス定数 パルス形態 パルス定数

変換出力 任意設定pulse

１：１出力 2000pulse

変換出力 任意設定pulse

１：１出力 50000pulse

変換出力 任意設定pulse

2000pulse分配 水銀リレー無電圧接点 2000pulse

2000pulse分配 水銀リレー無電圧接点 任意設定pulse

50000pulse分配 オープンコレクタ 50000pulse

変換出力 半導体リレー無電圧接点 任意設定pulse

変換出力 半導体リレー無電圧接点 任意設定pulse

１：１出力 オープンコレクタ 50000pulse

東芝
KE9A

DCパルス 2000pulse

サービスパルス（50,000pulse）対応パルス変換器

接続図
一次入力

出力方式
二次入力

半導体リレー無電圧接点

DCパルス 50000pulse

東芝
KE8A

DCパルス 2000pulse

半導体リレー無電圧接点

DCパルス 50000pulse

東芝
KE6A

DCパルス 2000pulse

DCパルス 50000pulse

三菱
PC11A

DCパルス 2000pulse

DCパルス 50000pulse

資料１２

C2B
C2A
C1B
C1A
R
G
F

MB
MA

AC100V

変換出力

１：１出力

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

CB
CA

R1
R0

MB
MA

AC100V

変換出力

C2
C1
R
G
F
KE6A

※KE8Aの単独使用不可。KE6A(パルス検出器)とセットとする。

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

C2
C1
CB
CA
R
G
F

MB
MA

AC100V

変換出力

１：１出力

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

C2
C1
CB
CA
R
G
F

MB
MA

AC100V

2000pulse分配

50000pulse分配

通信端子

C1 C2

検出器

電力需給用複合計器

C21
C20
CB
CA
R
G
F

MB
MA

AC100V

変換出力

１：１出力
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１０．電力取引用計量器の取替完了のお知らせ 

 

電力取引用計量器の取替完了のお知らせ 

 

                様 

  

    日頃より電気事業にご協力をいただき誠にありがとうございます。 

     この度、お客さま宅に設置されております電力取引用計量器（電気メーター）の 

工事を実施いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

※１ 順潮流：お客さまが使用される電力の流れ 

※２ 逆潮流：太陽光などの再生可能エネルギー発電設備からの電力の流れ 

（発電設備をお持ちでないお客さまにも表示されます） 

 

北 海 道 電 力 ﾈｯﾄﾜｰｸ株 式 会 社 

 

計 量 器 １ 計 量 器 ２ 

新
（
取
付
）
計
器 

指示数 万 千 百 十 一   乗 率 

新
（
取
付
）
計
器 

指示数 万 千 百 十 一   乗 率 

順潮流※１１        (倍) 順潮流※１１        (倍) 

順潮流※１２        時間帯

別計器 

順潮流※１２        時間帯

別計器 順潮流※１３        順潮流※１３        

逆潮流※２        
ｽﾏｰﾄ 

ﾒｰﾀｰ 
逆潮流※２        ｽﾏｰﾄ 

ﾒｰﾀｰ 

計 器 番 号 （下３桁） 計 器 番 号 （下３桁） 

旧(

取
外)

計
器 

指示数 万 千 百 十 一   乗 率 

旧(

取
外)

計
器 

指示数 万 千 百 十 一   乗 率 

順潮流※１１        (倍) 順潮流※１１        (倍) 

順潮流※１２        時間帯

別計器 

順潮流※１２        時間帯

別計器 順潮流※１３        順潮流※１３        

逆潮流※２        ｽﾏｰﾄ 

ﾒｰﾀｰ 
逆潮流※２        ｽﾏｰﾄ 

ﾒｰﾀｰ 

計 器 番 号 （下３桁） 計 器 番 号 （下３桁） 

工 事 理 由 

□ 計量器の新設に伴う工事      □ 計量器の検定期間満了に伴う取替工事 

□ 契約変更に伴う計量器の取替工事  □ 計量器の故障に伴う取替工事 

□ その他（                               ） 

工事年月日 年     月     日 

本票記載者  
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１１．ほくでんネットワークから電気メーター取替のお知らせ 

（１）当社にて検満工事を実施する場合 
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（２）低圧検満業務を委託している場合 
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１２．停電作業による電気メーター取替時のお願い 
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１３．ほくでんネットワークから電気メーターの取替完了のお知らせ  
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１４．検満計測器工事票 受渡票 

（１）委託会社（道央統括支店直轄区域内を除く）用 

※工事票合計枚数を記入する。

検満計測器工事票　受渡票［正］
委託会社（道央統括支店直轄区域内を除く）用

①

発行箇所

発行日

【注意事項】

本書は、工事設計書受渡し単位に２部（正・副）作成し、受渡票［正］を配電担当箇所、

受渡票［副］を委託先が１年間保存すること。

担当者

連絡先

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

Ⅰ.
－－－－

Ⅱ.

受渡方法 立　会　い　の　み

③

当社　回付確認

④

道央統括支店直轄区域内以外の委託会社　回付確認

上長 担当

【備考】

上長 担当

受

渡

し

時

（
配

電

担

当

箇

所
→

委

託

先

）

② ⑤

設計No. 帳票種別 受渡枚数 返付確認（返付日・返付者） 返付枚数

Ⅰ.
－－－－
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※工事票合計枚数を記入する。

検満計測器工事票　受渡票［副］
委託会社（道央統括支店直轄区域内を除く）用

①

発行箇所

発行日

【注意事項】

本書は、工事設計書受渡し単位に２部（正・副）作成し、受渡票［正］を配電担当箇所、

受渡票［副］を委託先が１年間保存すること。

担当者

連絡先

受

渡

し

時

（
配

電

担

当

箇

所
→

委

託

先

）

② ⑤

設計No. 帳票種別 受渡枚数 返付確認（返付日・返付者） 返付枚数

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

受渡方法 立　会　い　の　み

③

当社　回付確認

④

道央統括支店直轄区域内以外の委託会社　回付確認

上長 担当

【備考】

⑥

当社　受領確認

上長 担当
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（２）委託会社（道央統括支店直轄区域内）用 

※工事票合計枚数を記入する。

【立会いの場合】

【送付の場合】

発行箇所

発行日

担当者

連絡先

受渡数

(不要分)

受渡数

(不要分)

受渡数 受渡数 受渡数 受渡数

(不要分) (不要分) (不要分) (不要分)

受渡数配電

受領日 (不要分)

⑨

【注意事項】本書は、工事設計書受渡し単位に［正］・［副］を作成し、受渡票［正］は配電担当、受渡票［副］（写しを含む）は料金担当

（委託先含む）および検満業務委託先が1年間保存すること。

設計No. 帳票種別
受渡

枚数

（ ）

配電

担当

配電

担当

配電

担当

配電

担当

配電

担当

配電

担当

（ ）

（ ）

Ⅰ.

Ⅱ.
（ ）

配電

担当

（ ）

③

（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

北海

上長

北海

担当

④

受渡内容・方法確認

配電

上長

Ⅰ.

Ⅱ.

(不要分) (不要分)

（ ） （ ）

配電

担当

（ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ）

配電

担当

配電

担当

配電

担当

配電

担当

（ ） （ ）（ ）

（ ）

②

①

受渡数

(不要分)

受渡数

分割1一括 分割2 分割3 分割4 分割5

配電

受領日

配電

受領日

配電

受領日

配電

受領日

配電

受領日

料金

引受日

料金

引受日

(不要分) (不要分)

料金

引受日

料金

引受日

受渡数 受渡数 受渡数

料金

引受日

料金

引受日

（ ）

⑧

⑦

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

Ⅱ.

Ⅰ.

配電

担当

配電

担当

配電

担当（ ） （ ）

配電

担当

（ ）

配電

担当

配電

担当

（ ） （ ）

（ ） （ ）

配電

担当

配電

担当

配電

担当

（ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

配電

担当（ ）

（ ）

（ ）

配電

担当

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

配電

担当

（ ）

配電

担当

（ ） （ ）（ ）

配電

担当

（ ） （ ）

（ ） （ ）

配電

担当

配電

担当

配電

担当

（ ） （ ）

配電

担当

（ ） （ ）

配電

担当

配電

担当

配電

担当

（ ） （ ）

配電

担当（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

配電

担当

配電

担当

配電

担当

（ ）（ ） （ ）

引渡発送

方法

立　会

送　付

Ⅱ.

Ⅰ.

受渡確認（立会）

⑥

⑤

受渡確認（送付）

配電

担当

発送連絡

引受連絡

⑩
連絡日

連絡日

受渡履歴

検満計測器工事票　受渡票［正］
委託会社（道央統括支店直轄区域内）用

全数返付

配電
上長

配電
担当

配電

担当

北海

担当

北海
担当
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⑨

※工事票合計枚数を記入する。

【立会いの場合】

【送付の場合】

【立会いの場合】 【送付の場合】

連絡日
料金
北海
担当

連絡日

分割1 分割2 分割3 分割4 分割5

送付

（ ）

料金
担当

（ ）

設計No. 帳票種別
受渡
枚数

受渡履歴

料金
担当

一括

①

発行箇所

発行日

担当者

連絡先料金担当送付

⑩ ⑬⑪ ⑫

発行回 ブロック

Ⅰ.

Ⅱ.

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ）
Ⅰ.

Ⅱ.

（ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ）
Ⅰ.

Ⅱ.
（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

Ⅰ.

Ⅱ.
（ ） （ ）

⑧
連絡日

⑦ 北海
担当

配電
担当

北海
上長

配電
担当

配電

担当

⑤

受渡確認（立会）

⑥

受渡確認（送付）

③ ④

北海
上長

北海
担当

受渡内容・方法確認

配電

上長

配電
担当

引渡発送

引受確認

引受連絡

方法

北海
担当

⑭

Ⅰ.

Ⅱ.

立会

送付

受渡
区分

受渡
方法

②

Ⅰ.

Ⅱ. 送付

⑯ ⑰ ⑱
引渡発送 発送連絡 引受連絡

（ ）

⑮

全数

分割（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ）

立会

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

分割

立会

立会

送付

立会

（ ） （ ）

上段：受渡数
下段：（工事不要枚数[再掲]）

送付

（ ） （ ）

立会

送付

（ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

【注意事項】本書は、工事設計書受渡し単位に［正］・［副］を作成し、受渡票［正］は配

電担当、受渡票［副］（写しを含む）は料金担当（委託先含む）および検満業務委託先

が1年間保存すること。

検満計測器工事票　受渡票［副］　　（　　/　　）
委託会社（道央統括支店直轄区域内）用

分割
合計

受渡方法・場所

分割

全数

分割

全数

分割

全数

分割

全数

分割

全数

返付（料金→配電）

料金
担当

配電
担当

（ ） （ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）

全数

立　会

送　付

受渡確認（立会）

北海
担当

⑲ ⑳

全数引渡完了（北海→料金）

北海
上長

北海
担当

（ ） （ ）

（ ） （ ）

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ）
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（３）施工会社用 

【立会いの場合】

※工事票合計枚数を記入する。

③

【送付の場合】

検満計測器工事票　受渡票［正］
施工会社用

①

発行箇所

発行日

【注意事項】

本書は、工事設計書単位に２部（正・副）作成し、受渡票［正］を配電担当箇所、

受渡票［副］を施工会社が１年間保存すること。

担当者

連絡先

回

付

時

（
配

電

担

当

箇

所
→

施

工

会

社

）

②

設計No. 帳票種別 受渡枚数

Ⅰ.

受渡方法

④

配電担当箇所　回付確認

⑤

施工会社　受領確認

Ⅱ. 会社名

受領日

立　会　い　　・　　送　　付 受領者

上長 担当 送付者

連絡日

⑥ 送付確認
送付日

⑦
送付連絡

確　認
先方対応者

⑧
受領連絡

確　認

連絡日

先方対応者

返付確認
（返付日・返付者）

【送付の場合】

送付連絡確認
（連絡日・先方対応者）

受領連絡確認
（連絡日・先方対応者）帳票種別 Ⅰ Ⅱ

返

付

時

（
施

工

会

社
→

配

電

担

当

箇

所

）

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

受渡

方法
返付枚数

工事不要分

枚数（再掲）
返付枚数

工事不要分

枚数（再掲）

一括返付

持参

送付
－－－－

分

割

返

付

初回

持参

－－－－

送付

中間１

持参

－－－－

送付

中間２

持参

－－－－

送付

中間３

持参

－－－－

送付

－－－－

送付

－－－－

送付

中間５

持参

－－－－

送付

中間４

持参

中間６

持参

中間８

持参

－－－－

送付

中間７

持参

－－－－

送付

⑬

配電担当箇所　完了確認
【備考】

上長 担当

－－－－

送付

返付枚数合計

最終

持参

印
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【立会いの場合】

※工事票合計枚数を記入する。

③

【送付の場合】

担当 送付者
⑥ 送付確認

返付確認
（返付日・返付者）

Ⅰ Ⅱ

－－－－

発行日

【注意事項】

本書は、工事設計書単位に２部（正・副）作成し、受渡票［正］を配電担当箇所、

受渡票［副］を施工会社が１年間保存すること。

担当者

連絡先

持参

送付

検満計測器工事票　受渡票［副］
施工会社用

①

帳票種別 受渡枚数

発行箇所

⑤

施工会社　受領確認

会社名

受領日

立　会　い　　・　　送　　付 受領者

送付日

送付

中間５

⑬

配電担当箇所　受領確認

送付

返付枚数合計

最終

持参

【備考】

中間７

持参

送付

中間８

⑨ ⑩

分
割

返
付

初回

持参

帳票種別

送付

中間２

持参

送付

中間１

持参

送付

中間４

持参

送付

中間３

持参

中間６

持参

送付

持参

送付

【送付の場合】

送付連絡確認
（連絡日・先方対応者）

受領連絡確認
（連絡日・先方対応者）

受渡

方法

⑦
送付連絡

確　認

連絡日 －－－－

先方対応者 －－－－

⑧
受領連絡

確　認

連絡日

先方対応者

⑪ ⑫

④

Ⅱ.

回
付

時

（
配

電
担
当

箇
所
→

施
工
会

社

）

②

設計No.

Ⅰ.

上長

配電担当箇所　受渡確認

受渡方法

一括返付
持参

送付

返
付
時

（
施
工

会
社
→

配
電

担
当
箇

所

）

返付枚数
工事不要分

枚数（再掲）
返付枚数

工事不要分

枚数（再掲）

印印
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（４）料金担当箇所用 

※工事票合計枚数を記入する。

【持参の場合】

③

【送付の場合】

【備考】

⑬

配電担当箇所　完了確認

上長 担当

返
付

時

（
料
金
担

当
箇
所
→

配
電

担
当

箇
所

）

⑨ ⑩ ⑪ ⑫

受領連絡確認
（連絡日・先方対応者）帳票種別 Ⅰ Ⅱ

一括返付

持参

送付
－－－－

受渡

方法
返付枚数

返付確認
（返付日・返付者）

【送付の場合】

送付連絡確認
（連絡日・先方対応者）

⑥ 送付確認

⑧
受領連絡

確　認

連絡日

先方対応者

送付日

送付者

⑦
送付連絡
確　認

連絡日

先方対応者

ブロック④ ブロック⑤

Ⅰ.

Ⅱ.
回

付
時

（
配
電
担

当
箇
所
→

料

金
担
当

箇
所

）

②

設計No. 帳票種別 回付枚数 発行回 ブロック① ブロック② ブロック③

※発行回・ブロックは必要な場合のみ記入する。

受渡方法 持　　参　　・　　送　　付

⑤

料金担当箇所　受領確認

会社名

④

配電担当箇所　回付確認 受領日

上長 担当 受領者

検満計測器工事票　受渡票［正］
料金担当箇所用 ①

発行箇所

発行日

担当者

【注意事項】

本書は、工事設計書単位に２部（正・副）作成し、受渡票［正］を配電担当箇所、

受渡票［副］を料金担当箇所が１年間保存すること。

連絡先

印
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※工事票合計枚数を記入する。

【持参の場合】

③

【送付の場合】

⑬

配電担当箇所　受領確認

【備考】

返
付

時

（
料
金

担

当
箇
所
→

配

電

担

当

箇

所

）

⑨ ⑩ ⑪

一括返付

持参

送付

⑫

受渡

方法
返付枚数

返付確認
（返付日・返付者）

【送付の場合】

送付連絡確認
（連絡日・先方対応者）

受領連絡確認
（連絡日・先方対応者）帳票種別

⑥ 送付確認

Ⅰ Ⅱ

⑧
受領連絡

確　認

連絡日

先方対応者

送付日

送付者

⑦
送付連絡
確　認

連絡日 －－－－

先方対応者 －－－－

ブロック④ ブロック⑤

Ⅰ.

Ⅱ.
回

付

時

（
配
電

担

当

箇
所
→

料

金

担

当

箇

所

）

②

設計No. 帳票種別 受渡枚数 発行回 ブロック① ブロック② ブロック③

※発行回・ブロックは必要な場合のみ記入する。

受渡方法 持　　参　　・　　送　　付

⑤

料金担当箇所　受領確認

会社名

④

配電担当箇所　受渡確認 受領日

上長 担当 受領者

検満計測器工事票　受渡票［副］
料金担当箇所用 ①

発行箇所

発行日

担当者

【注意事項】

本書は、工事設計書単位に２部（正・副）作成し、受渡票［正］を配電担当箇所、

受渡票［副］を料金担当箇所が１年間保存すること。

連絡先

印印
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１５．計測器返納連絡書 

 

北海電気工事（株）計測器部計器Ｇ物流管理Ｔ　御中

担当者

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

トール

NTT

FAX

ポリ容器 箱 kg ポリ容器 箱 kg ポリ容器 箱 kg

ＶＣＴ  台  kg ＶＣＴ 台 kg ＶＣＴ 台 kg

ダンボール 箱 kg ダンボール 箱 kg ダンボール  箱  kg

その他 その他 その他

（　　　　　　） （　　　　　　） （　　　　　　）

計 個 ｋｇ 計 個 ｋｇ 計 個 ｋｇ

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

トール

NTT

FAX ←入力可能セル011-676-0022

北海電気工事（株）計測器部
計器Ｇ　物流管理Ｔ ※事業所発送日の　2営業日前までに

haisou@hokkaidenki.co.jp
北海電気工事計測器部へ送付するようお願い致します。

80-7741

011-676-0019

【　特記事項　】

kg  -  kg箱 kg -

事業所発送日

【 検満 】 返納分荷姿内訳 【 一般 】 返納分荷姿内訳 【　合　計　】

平成31年3月18日

計測器返納連絡書

下記日程にて、計測器類を返納致しますので、運送手配をお願い致します。

返納事業所

2023年 3月 18日 
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１６．未使用計測器（残材品等）関係書類 

 

（１）残材・移管（不良品）破損受渡書 

 

 【記入例】 

 

  残材・移管（不良品）破損受渡書 
 

   損害賠償対象（ 有 ・ 無 ） 
 

  事 業 所 名 ： ○ ○ 支 店           

消込 No.（設計 No.）：××××   
 

確認年月日 20xx年 xx月 xx日 製造番号 12345678 
 

種別 計器 ＴＳ ＶＣＴ その他： 

破損箇所 端子ネジ 
プレッシャー

ネジ 

ガラスカバー

筐体 
その他： 

破損時期 運搬中 施工中 不明 その他： 

 

 

判定結果（本店倉庫の委託
会社記入欄） 

良品 ・ 要修理 ・ 廃品 
品名 

コード 
 

 

ほくでんＮＷ 
工事組合・委託

会社 

上長 担当 上長 担当 

印 印 印 印 

端子ネジ（プレッシャーネジ

含）のネジ切れ・折れは損害

賠償対象外のため 
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（２）電力量計類の破損について 

 

【記入例】 

電力量計類の破損について 

 

北海道電力ﾈｯﾄﾜｰｸ株式会社 

●●支店   ●●Ｇ 宛 

 

電力量計類の破損に関して、下記のとおり報告します。 

なお、本件は、当方の行為により発生したことに相違ないため、後日、貴社か

ら損害賠償の請求を受けた場合は、当方が全額支払います。 

１．発生年月日 ××年××月××日（×曜日） 

２．発生場所 ××市××区××条××丁目××―×× 

３．破損品目 低圧電力量計 単三 １００Ｖ ３０Ａ ：  １台 

４．破損箇所 計器焼損 

５．破損状況 
上記場所において電力量計施設の際，誤って結線し計器を焼

損させたもの。 

６．特記事項  

××年××月××日 

 

郵 便 番 号： 

住 所： 

会 社 名： 

代表者役職名： 

代 表 者 名：                    印 

 

（本件事務手続の連絡先） 

電 話 番 号 (      )   ‐       本 件 

担当者名 
 

ＦＡＸ番号 (      )  ‐       
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（３）損害賠償対応依頼票 

 

【記入例】 

〇〇○○年○○月○○日 

損害賠償対応依頼票 

 

資材担当箇所損害賠償担当ＧＬ 殿 

○○統括支店配電部○○ＧＬ 

 

下記の案件につきまして、損害賠償の対応方よろしくお願いいたします。 

№ 項    目 記     載 

１ 不具合等の発生（発見）時期 ○○○○年○○月○○日 

２ 
対象機器名 
および仕様 

品名 CD（7 桁） 06XXXXX 

品名仕様 低圧電力量計 単三 １００Ｖ ３０Ａ 

台数 １台 

製造番号 XXXXXXXXXX  ※可能な範囲で記載願います 

３ 
不具合内容 
（不具合発生時の状況） 

別紙「電力量計類の破損について」のとおり報告を受けた。 

４ 
不具合の起因者の可能性のあ
るメーカーまたは施工会社 

○○電設株式会社 

５ 
損害賠償の可能性があると判
断した理由 

施工会社から報告を受け、対象機器を確認したところ、報告ど

おり破損していたため。 

６ 
不具合の（推定）原因または原
因の究明方法 

別紙「電力量計類の破損について」のとおり。 

７ 
主管部の対応方針 
（支払保留の依頼をする場合
は、この欄に記載のこと） 

※何かあれば記載する。 

８ 基本契約の内容 

ａ．名 称：「取引用計測器工事に関する契約書」 

ｂ．契 約 年 月 日：２０１９年３月２９日 

ｃ．発 注 者：北海道電力株式会社 

ｄ．代 理 人：北海道電気工事業工業組合 

ｅ．協 同 組 合：各地方電気工事業協同組合１から１１ 
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№ 項    目 記     載 

 

 

９ 個別注文の内容 
（計測器工事） 

ａ．工 事 設 計 №：×××××× 

ｂ．注 文 年 月 日：○○○年○○月○○日 

ｃ．保 証 期 間：○年 

ｄ．契 約 金 額：○○○，○○○円 

ｅ．契 約 先 名：○○電設株式会社 

10 不具合への対策 

破損品は、北海電気工事計測器部へ不良残材として倉入す

る。 

（工事施工は、代替品を引当し実施する） 

11 
その他特記事項 
（損害賠償担当に知らせておく
べき情報） 

※何かあれば記載する。 

12 添付資料 別紙「電力量計類の破損について」 

13 連絡先 ○○統括支店配電部○○Ｇ：氏名○○（トール ○○－○○○○）  

※本票の作成時に記入不可能な項目は、「後日報告」と記載し、記載内容が確定次第、別紙にて報告すること。 

 

［資材担当箇所用欄］ 

コメント 資材担当箇所 

担当グループ 

 

 

 
部長 ＧＬ 担当 
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１７．低圧検満業務委託計画表 

 

○○年度 低圧検満業務委託計画表 

 

○○支店 

 

 単位 委託予定数量 

検満計画・設計 台  

工程管理・検収 台  

現地検収 台  

   

   

   

合  計 台  
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１８．誤差試験 

 お客さまの申し出のほか、必要に応じて誤差試験を実施する。誤差試験の実施方法は次

のいずれかを基本とする。 

 

（１）現地にて誤差試験を行う場合 

  ａ．試験方法 

  （ａ）試験はお客さまの了解を得たうえで、実負荷で行う。 

  （ｂ）試験は回転標準電力量計を使用する。 

 

  ｂ．誤差計算 

計器の回転数Ｎ（標準１０回）の時の標準器の実回転数をＴとすると、Ｎ回転に

対する算定回転数を次式で表す。 

Ｍ＝Ｎ・Ｋ／Ｒ 

    ただし、Ｒは計器定数（rev／kWh）、Ｋは標準器定数（rev／kWh）とする。 

 

    次に、計器の誤差Ｓ（％）は、次式で算出する。 

Ｓ＝１００・（Ｍ－Ｔ）／Ｍ＋ｂ 

    ただし、ｂは標準器の校正値（％）とする。 

  

  ｃ．規定値 

    上記（ｂ）の計算方法を用いて算出した場合の使用公差は次のとおりとする。 

種    類 負荷電流（定格比） 使用公差（以下） 

特別精密電力量計 
１／１０以下 １４／１，０００ 

１／１０超過１０／１０以下 ９／１，０００ 

精密電力量計 
１／１０以下 ２５／１，０００ 

１／１０超過１０／１０以下 １７／１，０００ 

普通電力量計 １０／１０以下 ３０／１，０００ 

最大需要電力量計 １０／１０以下 ４０／１，０００ 

無効電力量計 １０／１０以下 ４０／１，０００ 

 

（２）現地にて誤差試験を行わない場合 

「Ⅶ．計測器関連業務 １．計測器事故処理業務」に則り、誤差試験を社外へ依頼

し、実施する。 

 



206 

 

１９．変成器付計測器工事自主検査票兼現地検査処理票 

（１）低圧単相２線式用 

電圧確認（ＭＣが設置している場合は、ＭＣの電源側で測定）
ＴＳがある場合、取外(既設)ＴＳの電源は、ＭＣおよびＣＴの電源側に接続されている。
取外(既設)ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。
Ｐ１は、取外(既設)ＣＴの電源側に接続されている。
合番号・二次配線（色の照合）の確認
・計器とＣＴの二次配線を確認し、一致の場合、「レ」を記入。不一致の場合、現地の配線色を記入

１Ｓ Ｐ１ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ １Ｌ

Ｐ２

１Ｓ Ｐ１ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ １Ｌ

Ｐ２

・計器のみ取替の場合、【計器のみ取替】を確認

・組替の場合、【組替】を確認

取付計器の回転(動作)は、良好である。
取付計器の「変成器付計器取付取外指針票(Ｇ票)」を、取外計器にそのまま添付されている。

(組替時)

Ｐ１は、取付ＣＴの電源側に接続されている。
取付ＴＳの電源は、ＭＣおよびＣＴの電源側に接続されている。
取付ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。

自主検査年月日：      年    月    日 

取外(既設)

【工事における自主検査】

取外(既設) 端子記号

中線 確認

合番号 端子記号

ＣＴ１ 確認

設計Ｎｏ 検満計測器工事票ページ

取外(既設) 合番号 端子記号

計
器
の
み
取
替
照
合
（

工
事
後
）

既
設
照
合
（

工
事
前
）

組
替
照
合
（

工
事
後
）

計器 確認

取付

低圧変成器付計器工事 自主検査票兼現地検査処理票（単相２線式用）

確認

取付 合番号 端子記号

取付

合番号 端子記号

ＣＴ１

端子記号

中線 確認

計器 確認

工
事
前
確
認

工
事
後
確
認

工事前確認で誤りがあった場合は、
工事を一時中断し、ほくでんＮＷ(または業務委託先)へ連絡すること

（注意）計器と別場所に設置等、既設ＣＴを確認できない場合

・既設ＣＴの合番号欄および二次配線確認欄に「－」を記入

・合番号・二次配線の照合は、取外(既設)計器欄と取付計器欄との間で行う。

自主検査者 施工者

※本様式の使用を基本とするが、各事業所で修正する場合（ただし、基本的な内容の変更および削除は不可）は、上長の確認を得ること。
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（裏面） 

【書類検収】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆書類検収結果 良     ・     不良

【現地検査】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆現地検査年月日

◆現地検査結果

（１）１次検査 良     ・     不良

（２）２次検査 良     ・     不良

（３）改修指示

改  修  報  告

上記箇所の改修を完了しましたので、お届けします。

改修年月日（施工会社記入） ：

改修確認日　　　　　　　　 ：

（「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」記入）

結線図（参考）
（１）計器＋ＣＴ

（２）計器＋ＣＴ＋ＭＣ
◆当社設備のＭＣ ◆お客さま設備のＭＣ

年      月      日

年      月      日

内          容 改 修 期 限

不  良
工  事

年      月      日

上    長 確認者

上    長 検査員

負
荷
側

1L

変流器（ＣＴ）

P21SP1

電源側

Ｋ側
（電源側） （負荷側）

L側

計器
（電力量計）

１Ｓ Ｐ１ １ＬＰ２

負
荷
側

1L

変流器（ＣＴ）

P21SP1

電源側

（お客さま設備）

TS

MC

1S 2S 2L 1L
黒 白 白 黒

L1

L2

L3 T3

T2

T1

A2

A1

Ｋ側
（電源側） （負荷側）

L側

計器
（電力量計）

１Ｓ Ｐ１ １ＬＰ２

負
荷
側

1L

変流器（ＣＴ）

P21SP1

電源側

MC

L1

L2

L3 T3

T2

T1

A2

A1

Ｋ側
（電源側） （負荷側）

L側

（ほくでん設備）

TS

1S 2S 2L 1L
黒 白 白 黒

計器
（電力量計）

１Ｓ Ｐ１ １ＬＰ２

MC

（当社設備）

上    長 確認者

「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄

施工会社使用欄
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（２）低圧単相３線式用 

【工事における自主検査】

電圧確認（ＭＣが設置している場合は、ＭＣの電源側で測定）
ＴＳがある場合、取外(既設)ＴＳの電源は、ＭＣおよびＣＴの電源側に接続されている。
取外(既設)ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。
Ｐ１・Ｐ３は、取外(既設)ＣＴの電源側に接続されている。
合番号・二次配線（色の照合）の確認
・計器とＣＴの二次配線を確認し、一致の場合、「レ」を記入。不一致の場合、現地の配線色を記入

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ １Ｌ

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ

Ｐ２

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ １Ｌ

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ

Ｐ２

・計器のみ取替の場合、【計器のみ取替】を確認

・組替の場合、【組替】を確認

取付計器の回転(動作)は、良好である。
取付計器の「変成器付計器取付取外指針票(Ｇ票)」を、取外計器にそのまま添付されている。

(ＭＣ取替時)

中線(中性線・接地側電線)は、ＭＣを素通ししている。

(組替時)

Ｐ１・Ｐ３は、取付ＣＴの電源側に接続されている。
取付ＴＳの電源は、ＭＣおよびＣＴの電源側に接続されている。
取付のＭＣ電源は、ＣＴの電源側に接続されている。
取付ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。

自主検査年月日：      年    月    日 

計
器
の
み
取
替
照
合
（

工
事
後
）

既
設
照
合
（

工
事
前
）

計器 確認

取外(既設) 合番号 端子記号

ＣＴ１ 確認

取外(既設) 合番号 端子記号

ＣＴ３ 確認

取外(既設)

設計Ｎｏ 検満計測器工事票ページ

取外(既設) 合番号 端子記号

端子記号

中線 確認

取付 合番号 端子記号

ＣＴ３

組
替
照
合
（

工
事
後
）

計器 確認

取付 合番号 端子記号

ＣＴ１

確認

取付 端子記号

中線 確認

低圧変成器付計器工事 自主検査票兼現地検査処理票（単相３線式用）

確認

取付 合番号 端子記号

（注意）計器と別場所に設置等、既設ＣＴを確認できない場合
・既設ＣＴの合番号欄および二次配線確認欄に「－」を記入
・合番号・二次配線の照合は、取外(既設)計器欄と取付計器欄との間で行う。

工事前確認で誤りがあった場合は、
工事を一時中断し、ほくでんＮＷ（または業務委託先）へ連絡すること

工
事
前
確
認

工
事
後
確
認

自主検査者 施工者

※本様式の使用を基本とするが、各事業所で修正する場合（ただし、基本的な内容の変更および削除は不可）は、上長の確認を得ること。
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（裏面） 

【書類検収】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆書類検収結果 良     ・     不良

【現地検査】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆現地検査年月日

◆現地検査結果

（１）１次検査 良     ・     不良

（２）２次検査 良     ・     不良

（３）改修指示

改  修  報  告

上記箇所の改修を完了しましたので、お届けします。

改修年月日（施工会社記入） ：

改修確認日　　　　　　　　 ：

（「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」記入）

結線図（参考）
（１）計器＋ＣＴ

（２）計器＋ＣＴ＋ＭＣ
◆当社設備のＭＣ ◆お客さま設備のＭＣ

年      月      日

年      月      日

内          容 改 修 期 限

不  良
工  事

年      月      日

上    長 検査員

１Ｓ
茶

Ｐ１
赤

Ｐ３ ３Ｓ
黒

３Ｌ
緑

Ｐ２
白

１Ｌ
黄

端子台拡大

青

3L

変流器（ＣＴ3）

変流器（ＣＴ1）

3SP3

P2

1L1SP1

電源側

Ｋ側
（ 電源側） （ 負荷側）

L側

Ｋ側
（ 電源側） （ 負荷側）

L側

計器
（ 電力量計）

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｌ３Ｓ １ＬＰ２

負荷側

電圧側電線

接地側電線
白

電圧側電線
赤（黒）

黒（赤）

負荷側3L

Ｋ側

変流器（ＣＴ3）

変流器（ＣＴ1）

3SP3 P2

1L1SP1

電源側

（お客さま設備）

TS

MC

1S 2S 2L 1L
黒 白 白 黒

L1

L2

L3 T3

T2

T1

A2

A1

（電源側） （ 負荷側）
L側

Ｋ側
（電源側） （ 負荷側）

L側

計器
（ 電力量計）

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｌ３Ｓ １ＬＰ２

電圧側電線

接地側電線
白

電圧側電線

※TSの電源取得
200V： 電圧側電線－ 電圧側電線間
100V： 電圧側電線－ 接地側電線間

赤（黒）

黒（赤）

上    長 確認者

3L

変流器（ＣＴ3）

変流器（ＣＴ1）

3S
P3

P2

1L1SP1

計器
（ 電力量計）

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｌ３Ｓ １ＬＰ２

電源側

MC

L1

L2

L3 T3

T2

T1

A2

A1

Ｋ側
（電源側） （負荷側）

L側

Ｋ側
（電源側） （負荷側）

L側

（ ほくでん設備）

TS

1S 2S 2L 1L
黒白 白黒

負荷側

電圧側電線

接地側電線
白

電圧側電線

※TSの電源取得
200V： 電圧側電線－ 電圧側電線間
100V： 電圧側電線－ 接地側電線間

赤（黒）

黒（赤）

MC

（当社設備）

上    長 確認者

「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄

施工会社使用欄
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（３）低圧三相３線式用 

【工事における自主検査】

電圧確認（ＭＣが設置している場合は、ＭＣの電源側で測定）
ＴＳがある場合、取外(既設)ＴＳの電源は、ＭＣおよびＣＴの電源側に接続されている。
取外(既設)ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。
Ｐ１・Ｐ３は、取外(既設)ＣＴのＫ側に接続されている。
合番号・二次配線（色の照合）の確認
・計器とＣＴの二次配線を確認し、一致の場合、「レ」を記入。不一致の場合、現地の配線色を記入

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ １Ｌ

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ

Ｐ２

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ １Ｌ

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ

Ｐ２

・計器のみ取替の場合、【計器のみ取替】を確認

・組替の場合、【組替】を確認

取付計器の回転(動作)は、良好である。
取付計器の「変成器付計器取付取外指針票(Ｇ票)」を、取外計器にそのまま添付されている。

(ＭＣ取替時)

中線は、ＭＣを素通ししている。

(組替時)

取付ＴＳの電源は、ＭＣおよびＣＴの電源側に接続されている。
Ｐ１・Ｐ３は、取付ＣＴの電源側に接続されている。
取付ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。

自主検査年月日：      年    月    日 

合番号

端子記号

確認

端子記号

端子記号

確認

端子記号

確認

端子記号

合番号

合番号

取外(既設)

取付

ＣＴ１

確認

端子記号

確認

端子記号

確認

確認

端子記号

ＣＴ３

中線

取付

取外(既設)

取外(既設)

合番号

中線

ＣＴ３

ＣＴ１

計器

確認

合番号

低圧変成器付計器工事 自主検査票兼現地検査処理票（三相３線式用）

設計Ｎｏ 検満計測器工事票ページ

既
設
照
合
（

工
事
前
）

組
替
照
合
（

工
事
後
）

計
器
の
み
取
替
照
合
（

工
事
後
）

取外(既設)

計器

取付

取付

合番号工
事
前
確
認

工
事
後
確
認

（注意）計器と別場所に設置等、既設ＣＴを確認できない場合

・既設ＣＴの合番号欄および二次配線確認欄に「－」を記入

・合番号・二次配線の照合は、取外(既設)計器欄と取付計器欄との間で行う。

自主検査者 施工者

工事前確認で誤りがあった場合は、
工事を一時中断し、ほくでんＮＷ（または業務委託先）へ連絡すること

※本様式の使用を基本とするが、各事業所で修正する場合（ただし、基本的な内容の変更および削除は不可）は、上長の確認を得ること。
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（裏面） 

【書類検収】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆書類検収結果 良     ・     不良

【現地検査】＜ 「ほくでんＮＷまたは「業務委託先」使用欄 ＞

◆現地検査年月日

◆現地検査結果

（１）１次検査 良     ・     不良

（２）２次検査 良     ・     不良

（３）改修指示

改  修  報  告

上記箇所の改修を完了しましたので、お届けします。

改修年月日（施工会社記入） ：

改修確認日　　　　　　　　 ：

（「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」記入）

結線図（参考）
（１）計器＋ＣＴ

（２）計器＋ＣＴ＋ＭＣ
◆当社設備のＭＣ ◆お客さま設備のＭＣ

内          容 改 修 期 限

年      月      日

年      月      日

年      月      日

不  良
工  事

上    長 確認者

上    長 検査員

１Ｓ
茶

Ｐ１
赤

Ｐ３ ３Ｓ
黒

３Ｌ
緑

Ｐ２
白

１Ｌ
黄

端子台拡大

青
3L

3

3SP3

P2

1L1SP1
2

1

電源側

K側
（電源側） （負荷側）

L側

計器
(電力量計)

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｌ３Ｓ １ＬＰ２

白

黒（赤）

K側
（電源側） （負荷側）

L側

変流器(CT3)

変流器(CT1)

赤（黒）

1,2,3は、
相回転順

負荷側

黒（赤）

赤（黒）

3L

Ｋ側

変流器（ＣＴ3）

変流器（ＣＴ1）

3

3S
P3

P2

1L1SP1
2

1

電源側

（お客さま設備）

TS

MC

1 S 2S 2 L 1L
黒 白 白 黒

L1

L2

L3 T3

T2

T1

A2

A1

（ 電源側） （ 負荷側）
L側

Ｋ側
（ 電源側） （ 負荷側）

L側

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｌ３Ｓ １ＬＰ２

白

計器
(電力量計)

負荷側

1,2,3は、
相回転順

赤（黒）

黒（赤）

3L

3

3S
P3

P2

1L1SP1

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｌ３Ｓ １ＬＰ２

2

1

白

電源側

MC

L1

L2

L3 T3

T2

T1

A2

A1

TS

1S 2S 2L 1L
黒 白 白 黒

（ほくでん設備）

計器
(電力量計)

1,2,3は、
相回転順

負荷側

K側
（電源側） （負荷側）

L側

変流器(CT3)

変流器(CT1)

（負荷側）
L側K側

（電源側）

MC

（当社設備）

上    長 確認者

「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄

施工会社使用欄
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（４）ＴＳ機能付ＣＴ付ＳＭ（単相２線式用） 

電圧確認（ＭＣが設置している場合は、ＭＣの電源側で測定）
ＴＳがある場合、取外(既設)ＴＳの電源は、ＭＣおよびＣＴの電源側に接続されている。

取外(既設)ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。

Ｐ１は、取外(既設)ＣＴの電源側に接続されている。

合番号・二次配線（色の照合）の確認

・計器とＣＴの二次配線を確認し、一致の場合、「レ」を記入。不一致の場合、現地の配線色を記入

１Ｓ Ｐ１ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ １Ｌ

Ｐ２

１Ｓ Ｐ１ 空 空 空 Ｐ２ １Ｌ

Ｌ１ Ａ１ 空 Ｌ３ Ａ２

１Ｓ Ｐ１ １Ｌ

Ｐ２

・計器のみ取替の場合、【計器のみ取替】を確認

・組替の場合、【組替】も確認

取付計器の動作は、良好である。

取付計器の「変成器付計器取付取外指針票(Ｇ票)」を、取外計器にそのまま添付されている。

電源/制御ケーブルの内、電源ケーブルはＣＴ１次側に接続されている。

【組替】

Ｐ１は、取付ＣＴの電源側に接続されている。

取付ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。

自主検査年月日：      年    月    日 

設計Ｎｏ 検満計測器工事票ページ

【工事における自主検査】

取外(既設) 合番号 端子記号

ＴＳ機能付変成器付ＳＭ工事 自主検査票兼現地検査処理票（単相２線式用）

計
器
の
み
取
替
照
合
（

工
事
後
）

ＭＣ 確認

取外(既設)

電源/制御ケーブル

中線 確認

合番号

ＣＴ１ 確認

端子記号

取付
ＳＭ

既
設
照
合
（

工
事
前
）

Ａ２

取付 端子記号※ Ａ１ Ａ２
電源/制御ケーブル

既設
電源/制御ケーブル

端子記号※組
替
照
合
（

工
事
後
） 取付

電源/制御ケーブル

※電源ケーブルの端子記号がチェック票と異なる場合、端子記号を確認欄へ記入。 

確認

計器 確認

取外(既設) 合番号 端子記号

補助端子記号

確認

端子記号

Ａ１Ｌ１ Ｌ３

※電源ケーブルの端子記号がチェック票と異なる場合、端子記号を確認欄へ記入。 

Ｌ１ Ｌ３

取付 合番号 端子記号

ＣＴ１ 確認

ＭＣ 確認

中線 確認

端子記号

工
事
前
確
認

工
事
後
確
認

工事前確認で誤りがあった場合は、
工事を一時中断し、ほくでんＮＷ（または業務委託先）へ連絡すること

（注意）計器と別場所に設置等、既設ＣＴを確認できない場合

・既設ＣＴの合番号欄および二次配線確認欄に「－」を記入

・合番号・二次配線の照合は、取外(既設)計器欄と取付計器欄との間で行う。

自主検査者 施工者

※本様式の使用を基本とするが、各事業所で修正する場合（ただし、基本的な内容の変更および削除は不可）は、上長の確認を得ること。
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（裏面） 

【書類検収】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆書類検収結果 良     ・     不良

【検査結果（書類検査・現地検査）】＜  「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄  ＞

◆検査年月日（現地検査の場合記入）

◆検査結果

（１）１次検査 良     ・     不良

（２）２次検査 良     ・     不良

（３）改修指示

改  修  報  告

上記箇所の改修を完了しましたので、お届けします。

改修年月日（施工会社記入） ：

改修確認日　　　　　　　　 ：

（「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」記入）

結線図（参考）
（１）ＴＳ機能付ＣＴ付ＳＭ＋ＣＴ＋ＭＣ

◆ＭＣ電源側設置（当社設備ＭＣ）

◆ＭＣ負荷側設置（お客さま設備ＭＣ）

年      月      日

年      月      日

内          容

年      月      日

改 修 期 限

不  良
工  事

上    長 検査員

L3

L2

L1

T3

T2

T1

電源側

ＭＣ

（ほくでん設備）

L1 A1 L3 A2

圧着端子（2Y-3)
絶縁キャップ

L3

L2

L1

T3

T2

T1

負荷側

【電源/制御ケーブル接続箇所拡大図】

電源側

L1 A1 L3 A2

圧着端子（2Y-3)
絶縁キャップ

P1 1S 1L P2

A2
A1

ＭＣ

（お客さま設備）

負荷側

P1 1S 1L P2

電源/制御ケーブル：2sq×4c(CVV)

※ 2本（黒・白）のみ使用

電源/制御ケーブル：2sq×4c(CVV)

※ 2本（赤・緑）のみ使用

L1 A1 L3 A2

圧着端子（2Y-3)
絶縁キャップ

電源/制御ケーブル：2sq×4c(CVV)

電源/制御ケーブルは

通信端末側面へ配線する。

電源/制御ケーブルは

通信端末側面へ配線する。

S
C

-
N

6
Z

1
2

交
流

電
磁

接
触

器

１
L
１

３
L
２

５
L
３

L1

L3

【主回路端子】

L1

L3

A1

A2

【補助回路端子】

A1

A2

絶縁キャップ
絶縁キャップ

圧着端子 Ｙ形
（２Ｙ－４）

圧着端子 Ｒ形

（ボルト適合サイ ズ）

A2
A1

約170mm

約170mm

Ｋ側

（電源側）

Ｋ側
（電源側）

Ｌ側
（負荷側）

Ｌ側
（負荷側）

【ＳＭ補助端子 拡大図】

CT1次側から電源取得

（引込口配線と接続）

CT1

CT1

上    長 確認者

ＭＣ

（当社設備）

上    長 確認者

「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄

施工会社使用欄
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（５）ＴＳ機能付ＣＴ付ＳＭ（単相３線式用） 

【工事における自主検査】

電圧確認（ＭＣが設置している場合は、ＭＣの電源側で測定）
ＴＳがある場合、取外(既設)ＴＳの電源は、ＭＣおよびＣＴの電源側に接続されている。

取外(既設)ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。

Ｐ１・Ｐ３は、取外(既設)ＣＴの電源側に接続されている。

合番号・二次配線（色の照合）の確認

・計器とＣＴの二次配線を確認し、一致の場合、「レ」を記入。不一致の場合、現地の配線色を記入

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｌ

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ

Ｐ２

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

空 Ｌ３ Ａ２

１Ｌ

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ

Ｐ２

・計器のみ取替の場合【計器のみ取替】を確認

・組替の場合、【組替】も確認
取付計器の動作は、良好である。
取付計器の「変成器付計器取付取外指針票(Ｇ票)」を、取外計器にそのまま添付されている。
電源/制御ケーブルの内、電源ケーブルはＣＴ１次側に接続されている。

(ＭＣ取替時)
中線(中性線・接地側電線)は、ＭＣを素通ししている。

【組替】
Ｐ１・Ｐ３は、取付ＣＴの電源側に接続されている。
取付ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。

自主検査年月日：      年    月    日 

取外(既設) 合番号 端子記号

ＭＣ 確認

ＣＴ３ 確認

取付 端子記号

取外(既設) 端子記号

ＣＴ３

取付 端子記号※ Ａ１ Ａ２

Ａ１ Ａ２

計
器
の
み
取
替
照
合
（

工
事
後
）

電源/制御ケーブル
組
替
照
合
（

工
事
後
）

電源/制御ケーブル

既設 端子記号※

中線

取付

ＣＴ１

取付

ＭＣ

※電源ケーブルの端子記号がチェック票と異なる場合、端子記号を確認欄へ記入。 

※電源ケーブルの端子記号がチェック票と異なる場合、端子記号を確認欄へ記入。 

Ｌ１ Ｌ３

Ｌ１ Ｌ３

１Ｓ Ｐ１

合番号 端子記号

端子記号合番号 １Ｓ Ｐ１

電源/制御ケーブル
確認

確認

確認

Ｌ１

設計Ｎｏ 検満計測器工事票ページ

計器 確認

既
設
照
合
（

工
事
前
）

取外(既設) 合番号 端子記号

ＣＴ１ 確認

１Ｓ

中線 確認

Ｐ１

Ａ１

ＴＳ機能付変成器付ＳＭ工事 自主検査票兼現地検査処理票（単相３線式用）

端子記号

確認

合番号

取外(既設) 端子記号合番号

確認

取付
ＳＭ

電源/制御ケーブル
補助端子記号

確認

１Ｓ Ｐ１

工
事
後
確
認

（注意）計器と別場所に設置等、既設ＣＴを確認できない場合

・既設ＣＴの合番号欄および二次配線確認欄に「－」を記入

・合番号・二次配線の照合は、取外(既設)計器欄と取付計器欄との間で行う。

工事前確認で誤りがあった場合は、
工事を一時中断し、ほくでんＮＷ（または業務委託先）へ連絡すること

工
事
前
確
認

自主検査者 施工者

※本様式の使用を基本とするが、各事業所で修正する場合（ただし、基本的な内容の変更および削除は不可）は、上長の確認を得ること。
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（裏面） 

【書類検収】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆書類検収結果 良     ・     不良

【現地検査】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆現地検査年月日

◆検査結果

（１）１次検査 良     ・     不良

（２）２次検査 良     ・     不良

（３）改修指示

改  修  報  告

上記箇所の改修を完了しましたので、お届けします。

改修年月日（施工会社記入） ：

改修確認日　　　　　　　　 ：

（「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」記入）

結線図（参考）
（１）ＴＳ機能付ＣＴ付ＳＭ＋ＣＴ＋ＭＣ
◆ＭＣ電源側設置（当社設備ＭＣ）

◆ＭＣ負荷側設置（お客さま設備ＭＣ）

年      月      日

改 修 期 限

不  良
工  事

年      月      日

年      月      日

内          容

上    長 検査員

電源側
L1 A1 L3 A2

圧着端子（2Y-3)
絶縁キャップ

負荷側

【電源/制御ケーブル接続箇所拡大図】

電源側

L1 A1 L3 A2

圧着端子（2Y-3)
絶縁キャップ

L3

L2

L1

T3

T2

T1

ＭＣ

（ほくでん設備）

A2
A1

CT1次側から電源取得

（引込口配線と接続）

ＭＣ

（お客さま設備）

負荷側

電源/制御ケーブル：2sq×4c(CVV)

※ 2本（黒・白）のみ使用

電源/制御ケーブル：2sq×4c(CVV)

※ 2本（赤・緑）のみ使用

L1 A1 L3 A2

圧着端子（2Y-3)
絶縁キャップ

電源/制御ケーブル：2sq×4c(CVV)

電源/制御ケーブルは

通信端末側面へ配線する。

電源/制御ケーブルは

通信端末側面へ配線する。

S
C

-
N

6
Z

1
2

交
流

電
磁

接
触

器

１
L
１

３
L
２

５
L
３

L1

L3

【主回路端子】

L1

L3

A1

A2

【補助回路端子】

A1

A2

絶縁キャップ
絶縁キャップ

圧着端子 Ｙ形圧着端子 Ｒ形

接地側電線

白

電圧側電線
黒（赤）

電圧側電線

赤（黒）

電圧側電線
赤（黒）

接地側電線
白

電圧側電線

黒（赤）

200V：電圧側電線ー電圧側電線間

100V：電圧側電線ー接地側電線間

P1 1S 1L

P2

P2

P3
3S

3L

Ｋ側
（電源側）

Ｌ側
（負荷側）

Ｋ側

（電源側）
Ｌ側

（負荷側）

Ｋ側
（電源側）

Ｌ側
（負荷側）

Ｋ側
（電源側）

Ｌ側

（負荷側）

CT1

CT3

CT3

CT1

P1 1S 1L

P3 3S 3L

L3

L2

L1

T3

T2

T1

A2
A1

約170mm

約170mm

【ＳＭ補助端子 拡大図】

ＭＣ

（当社設備）

上    長 検査員

上    長 確認者

「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄

施工会社使用欄
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（６）ＴＳ機能付ＣＴ付ＳＭ（三相３線式用） 

【工事における自主検査】

電圧確認（ＭＣが設置している場合は、ＭＣの電源側で測定）
ＴＳがある場合、取外(既設)ＴＳの電源は、ＭＣおよびＣＴの電源側に接続されている。

取外(既設)ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。

Ｐ１・Ｐ３は、取外(既設)ＣＴの電源側に接続されている。

合番号・二次配線（色の照合）の確認

・計器とＣＴの二次配線を確認し、一致の場合、「レ」を記入。不一致の場合、現地の配線色を記入

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｌ

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ

Ｐ２

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

空 Ｌ３ Ａ２

１Ｌ

Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ

Ｐ２

・計器のみ取替の場合【計器のみ取替】を確認

・組替の場合、【組替】も確認
取付計器の動作は、良好である。
取付計器の「変成器付計器取付取外指針票(Ｇ票)」を、取外計器にそのまま添付されている。
電源/制御ケーブルの内、電源ケーブルはＣＴ１次側に接続されている。

(ＭＣ取替時)
中線は、ＭＣを素通ししている。

【組替】
Ｐ１・Ｐ３は、取付ＣＴの電源側に接続されている。
取付ＣＴの向きは、Ｋ側が電源側である。

自主検査年月日：      年    月    日 

設計Ｎｏ 検満計測器工事票ページ

取外(既設) 合番号 端子記号 １Ｓ Ｐ１

既
設
照
合
（

工
事
前
）

計器 確認

取外(既設) 合番号 端子記号 １Ｓ Ｐ１

ＣＴ１ 確認
計
器
の
み
取
替
照
合
（

工
事
後
）

取外(既設) 合番号 端子記号

ＣＴ３ 確認

Ａ２Ａ１

ＭＣ 確認

取外(既設) 端子記号

中線 確認

取付 合番号

取付
ＳＭ

合番号 端子記号 １Ｓ Ｐ１

Ｌ１ Ａ１

確認

取付 合番号 端子記号 １Ｓ Ｐ１

既設
電源/制御ケーブル

端子記号※

※電源ケーブルの端子記号がチェック票と異なる場合、端子記号を確認欄へ記入。 

Ｌ１ Ｌ３

Ａ１ Ａ２

ＭＣ 確認

取付
電源/制御ケーブル

端子記号※

※電源ケーブルの端子記号がチェック票と異なる場合、端子記号を確認欄へ記入。 

Ｌ１ Ｌ３

組
替
照
合
（

工
事
後
）

確認

補助端子記号

ＣＴ１ 確認

ＴＳ機能付変成器付ＳＭ工事 自主検査票兼現地検査処理票（三相３線式用）

確認

端子記号

ＣＴ３ 確認

取付 端子記号

中線

工
事
後
確
認

（注意）計器と別場所に設置等、既設ＣＴを確認できない場合

・既設ＣＴの合番号欄および二次配線確認欄に「－」を記入

・合番号・二次配線の照合は、取外(既設)計器欄と取付計器欄との間で行う。

工事前確認で誤りがあった場合は、
工事を一時中断し、ほくでんＮＷ（または業務委託先）へ連絡すること

工
事
前
確
認

自主検査者 施工者

※本様式の使用を基本とするが、各事業所で修正する場合（ただし、基本的な内容の変更および削除は不可）は、上長の確認を得ること。
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（裏面） 

【書類検収】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆書類検収結果 良     ・     不良

【現地検査】＜ 「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄 ＞

◆現地検査年月日

◆検査結果

（１）１次検査 良     ・     不良

（２）２次検査 良     ・     不良

（３）改修指示

改  修  報  告

上記箇所の改修を完了しましたので、お届けします。

改修年月日（施工会社記入） ：

改修確認日　　　　　　　　 ：

（「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」記入）

結線図（参考）
（１）ＴＳ機能付ＣＴ付ＳＭ＋ＣＴ＋ＭＣ
◆ＭＣ電源側設置（当社設備ＭＣ）

◆ＭＣ負荷側設置（お客さま設備ＭＣ）

年      月      日

年      月      日

年      月      日

内          容 改 修 期 限

不  良
工  事

電源側
L1 A1 L3 A2

圧着端子（2Y-3)
絶縁キャップ

負荷側

【電源/制御ケーブル接続箇所拡大図】

電源側

L1 A1 L3 A2

圧着端子（2Y-3)
絶縁キャップ

L3

L2

L1

T3

T2

T1

ＭＣ

（ほくでん設備）

A2
A1

ＭＣ

（お客さま設備）

負荷側

電源/制御ケーブル：2sq×4c(CVV)

※ 2本（黒・白）のみ使用

電源/制御ケーブル：2sq×4c(CVV)

※ 2本（赤・緑）のみ使用

L1 A1 L3 A2

圧着端子（2Y-3)
絶縁キャップ

電源/制御ケーブル：2sq×4c(CVV)

電源/制御ケーブルは

通信端末側面へ配線する。

電源/制御ケーブルは

通信端末側面へ配線する。
S

C
-

N
6

Z
1

2

交
流

電
磁

接
触

器

１
L
１

３
L
２

５
L
３

L1

L3

【主回路端子】

L1

L3

A1

A2

【補助回路端子】

A1

A2

絶縁キャップ
絶縁キャップ

圧着端子 Ｙ形
（２Ｙ－４）

圧着端子 Ｒ形
（ボルト適合サイ ズ）

２ 白

１ 黒（赤）

３ 赤（黒）

P1 1S 1L

P2

P3
3S

3L

Ｋ側
（電源側）

Ｌ側
（負荷側）

Ｋ側
（電源側）

Ｌ側
（負荷側）

Ｋ側
（電源側）

Ｌ側
（負荷側）

Ｋ側
（電源側）

Ｌ側
（負荷側）

CT1

CT3

CT3

CT1

P1 1S 1L

P2

P3 3S 3L

L3

L2

L1

T3

T2

T1

A2
A1

約170mm

約170mm

【ＳＭ補助端子 拡大図】

CT1次側から電源取得

（引込口配線と接続）

１ 黒（赤）

２ 白

３ 赤（黒）

1,2,3は相回転順

1,2,3は相回転順

上    長 確認者

ＭＣ

（当社設備）

上    長 検査員

上    長 確認者

「ほくでんＮＷ」または「業務委託先」使用欄

施工会社使用欄

 



218 

 

（７）高圧ＶＣＴ単独用 

【工事着手前確認事項】

他電源（ 常時 ・ 予備 ・ 発電設備 等）の　有　・　無 他電源「有」の場合、受電設備の現地確認（　　　　月　　　　日）

停電範囲の確認 他電源「有」の場合、作業工区内の充電部の　有　・　無

短絡接地器具の取付位置 他電源「有」かつ充電部「有」の場合、対策の確認

先方作業の　有　・　無

ＶＣＴ容量・文字色の確認 →

合番号・二次配線（色の照合）の確認

・計器とＶＣＴの二次配線を確認し、一致の場合、「レ」を記入。不一致の場合、現地の配線色を記入

　→計器のみ取替の場合、【計器のみ取替照合】を確認

　→組替の場合、【既設照合】および【組替照合】を確認

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

(工事前)

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

(工事後)

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

▲ 電圧確認（計器のＰ１、Ｐ２、Ｐ３で測定）

▲ 相回転の確認 → 正相    ・    逆相

▲ 取付計器の動作は、良好である。

取外(既設)計器と取付計器の計器識別シールは一致しているか。（新設工事は確認不要）

取付計器の「変成器付計器取付取外指針票(Ｇ票)」を、取外計器にそのまま添付。（新設工事は確認不要）

▲ Ｃ１・Ｃ２の接続・締付けは、良いか。(パルス提供ありの場合)

▲ ＤＴ・ＳＧの接続・締付けは、良いか。(通信端末ありの場合)

▲ 通信端末の電源取得先（Ｐ３・Ｐ２）の接続・締付けは良いか。

▲

(ＶＣＴ取替時、使用材料等を記入)

号 個／ 号 個 一般用 個

・ 個／ ・ 個 耐塩用 個

自主検査年月日：      年    月    日 

ＶＣＴ運搬※２

蓄力コネクタ

引下カバー

※１　緑：強（８以上），オレンジ：中（５～７），赤：弱（３～４），消灯：圏外（２以下）

通信端末のＬＥＤ表示状態は良いか。（ＰＷ（電源）：緑点灯、Ａ（Ａルート電波）：点灯※１）

施工
日時

計器停電(取外):　　　　年　　月　　日　　　時　　　分

計器充電(取付):　　　　年　　月　　日　　　時　　　分

取付 ▲合番号 端子記号

ＶＣＴ 確認

 運搬  　　ｍ／地下・地上　　階 融着テープ

組
替
照
合
（

工
事
後
）

計器 確認

試験用開閉器 端子記号

計器側 確認

ＶＣＴ側 確認

ＶＣＴ側 確認

ＶＣＴ 確認

取付 ▲合番号 端子記号

取外(既設) ▲合番号 端子記号

新旧計器のパルス定数は同じか（パルス提供ありの場合）
黄色：特定品

赤色：特定品以外

取外(既設) ▲合番号 端子記号

既
設
照
合
（

工
事
前
）

計器 確認

試験用開閉器 端子記号

計器側 確認

黄色  ・  赤色

▲の項目は、電設工事や当社資産化工事等で、ほくでんＮＷが送電・現地検収・設置する場合は工事会社の自主検査は不要。

高圧計測器工事　自主検査票兼現地検査処理票

設計Ｎｏ

容量 Ａ  文字色

検満計測器工事票ページ

自主検査者 施工者

工
事
前
確
認

工
事
後
確
認

（注意）計器のみ取替の場合、活線近接となることからＶＣＴの二次配線確認は行わない。
・合番号、二次配線の照合は、取外(既設)計器と取付計器欄のみ行う。

工事前確認で誤りがあった場合は、工事を一時中断し、ほくでんＮＷへ連絡すること

計
器
の
み
取
替
照
合

※２ VCT運搬

車両から降ろし、改めて運搬が必要

な場合に記載する

※本様式の使用を基本とするが、各事業所で修正する場合（ただし、基本的な内容の変更および削除は不可）は、上長の確認を得ること。
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（裏面） 

【書類検収】 ＜ ほくでんＮＷ使用欄 ＞

◆書類検収結果 良     ・     不良

【現地検査】 ＜ ほくでんＮＷ使用欄 ＞

◆現地検査年月日

◆現地検査結果

（１）１次検査 良     ・     不良

（２）２次検査 良     ・     不良

（３）改修指示

改  修  報  告

上記箇所の改修を完了しましたので、お届けします。

改修年月日（施工会社記入） ：

改修確認日（ほくでんＮＷ記入） ：

結線図（参考）

年      月      日

不  良
工  事

年      月      日

年      月      日

内          容 改 修 期 限

上    長 確認者

上    長 検査員

１Ｓ
茶

Ｐ１
赤

Ｐ３ ３Ｓ
黒

３Ｌ
緑

Ｐ２
白

１Ｌ
黄

端子台拡大

青

下面
(VCT側)

上面
(計器側)1S P1 P3 3S 3L P2 1L

1S P1 P3 3S 3L P2 1L

1S P1 P3 3S 3L P2 1L

電源側
(K側)

負荷側
(L側)

DM復帰
設定
記憶

C1 C2 DT SG D1S P1 P23S 1LP3 3L

2次端子

UK

VK

WK

UL

VL

WL

電源側
(K側)

負荷側
(L側)

1,2,3は、
相回転順

3

2

1

上    長 確認者

施工会社使用欄

ほくでんＮＷ使用欄
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（８）高圧ＶＣＴ共用 

【工事着手前確認事項】

他電源あり（ 常時 ・ 予備 ・ 発電設備 等） 受電設備の現地確認（　　　　月　　　　日）

停電範囲の確認 作業工区内の充電部の　有　・　無

短絡接地器具の取付位置 充電部「有」の場合、対策の確認

先方作業の　有　・　無

【ＶＣＴ共用時における自主検査】

【計器払出時に「ほくでんＮＷ」が確認】

供給用・受給用計器の精度階級の確認。

→ 普通級（500kW未満） 精密級（500～10000kW未満）

→ 普通級（500kW未満） 精密級（500～10000kW未満）

供給用・受給用計器の検定区分は良いか。（精密級がある場合、一般検定品を使用すること）

【送電前確認】

ＶＣＴ容量・文字色はよいか。 →

（100A以上の場合、一般検定品（赤字）を使用すること）

「供給用」・「受給用」のシール貼付は良いか。

試験用開閉器（計器側）Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３配線は棒端子圧着し絶縁キャップが取付られているか。

先方ＶＣＴ撤去後の配線接続状態は良いか。（先方ＶＣＴ撤去ありの場合）

下記チェック欄にて合番号・二次配線（色の照合）を確認し、一致の場合「レ」を記入。

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

１Ｓ Ｐ１ Ｐ３ ３Ｓ ３Ｌ Ｐ２ １Ｌ

【送電後確認】

▲ 電圧確認（計器のＰ１、Ｐ２、Ｐ３で測定）

▲ 相回転の確認 → 正相    ・    逆相

▲ 取付計器の動作は、良好である。

供給用計器と受給用計器の計器識別シールは一致しているか。

▲ Ｃ１・Ｃ２の接続・締付けは良いか。(パルス提供ありの場合)

▲ ＤＴ・ＳＧの接続・締付けは良いか。(通信端末ありの場合)

▲ 通信端末の電源取得先（供給用：Ｐ３・Ｐ２、受給用：Ｐ１・Ｐ２）の接続・締付けは良いか。

▲

(施工時の使用材料等を記入)

号 個／ 号 個 一般用： 個 太さ： ｓｑ

・ 個／ ・ 個 耐塩用： 個 長さ： ｍ

自主検査年月日：      年    月    日 

※１　緑：強（８以上），オレンジ：中（５～７），赤：弱（３～４），消灯：圏外（２以下）

ＶＣＴ運搬※２

蓄力コネクタ

引下カバー

通信端末のＬＥＤ表示状態は良いか。（ＰＷ（電源）：緑点灯、Ａ（Ａルート電波）：点灯※１）

制御ケーブル 運搬  　　ｍ／地下・地上　　階／屋上 融着テープ

共用ＶＣＴ
▲合番号 端子記号

確認

試験用開閉器 端子記号

供給用計器側 確認
　　　　　　　　テープ色別処理

　　　※1L：茶→黄、3L：黒→緑 受給用計器側 確認

配
線
の
照
合

確認

受給用

計器

計器No ▲通信ID ▲合番号 端子記号

ＶＣＴ側 確認

確認

黄色（50A 以下）：特定検定品 

赤色（100A以上）：一般検定品 

供給用

計器

計器No ▲通信ID ▲合番号 端子記号

容量 Ａ 文字色 黄色　・　赤色

高圧計測器工事（ＶＣＴ共用）自主検査票兼現地検査処理票

▲の項目は、電設工事や当社資産化工事等で、ほくでんＮＷが送電・現地検収・設置する場合は工事会社の自主検査は不要。

設計Ｎｏ

供給用：

受給用：

検満計測器工事票ページ

自主検査者 施工者

※２ VCT運搬：車両から降ろし、改めて運搬が必要な場合に記載する

工事前確認で誤りがあった場合は、工事を一時中断し、ほくでんＮＷへ連絡すること

施工
日時

計器停電(取外):　　　　年　　月　　日　　　時　　　分

計器充電(取付):　　　　年　　月　　日　　　時　　　分
供給用

需給用
施工
日時

計器停電(取外):　　　　年　　月　　日　　　時　　　分

計器充電(取付):　　　　年　　月　　日　　　時　　　分

※本様式の使用を基本とするが、各事業所で修正する場合（ただし、基本的な内容の変更および削除は不可）は、上長の確認を得ること。
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（裏面） 

【書類検収】 ＜ ほくでんＮＷ使用欄 ＞

◆書類検収結果 良     ・     不良

【検査結果（現地検査）】＜ ほくでんＮＷ使用欄 ＞

◆検査年月日

◆検査結果
（１）１次検査 良     ・     不良
（２）２次検査 良     ・     不良

（３）改修指示

改  修  報  告

上記箇所の改修を完了しましたので、お届けします。

改修年月日（施工会社記入） ：

改修確認日（ほくでんＮＷ記入）：

結線図（参考）

年      月      日

年      月      日

内          容 改 修 期 限

不  良
工  事

【試験用開閉器（計器側）】

・１Ｌ（茶ケーブルにテーピング黄）

・３Ｌ（黒ケーブルにテーピング緑）
・Ｐ１・Ｐ２・Ｐ３は圧着端子を使用

上    長 検査員

2次端子

UK

VK

WK

UL

VL

WL

電源側
(K側)

負荷側
(L側)

1,2,3は、
相回転順

3

2

1

供給用

電源側

（Ｋ側）
負荷（受給）側

（Ｌ側）

緑黒青赤 白 黄茶

3L3SP3P1 P2 1L1S

緑黒青赤 白 黄茶

3L3SP3P1 P2 1L1S

緑黒青赤 白 黄茶

3L3SP3P1 P2 1L1S

緑黒青赤 白 黄茶

3L3SP3P1 P2 1L1S

受給用

上面

（計器側）

下面

（VCT側）
緑黒青赤 白 黄茶

3L3SP3P1 P2 1L1S

受給用

：電流回路

：電圧回路

上    長 確認者

上    長 確認者

施工会社使用欄

ほくでんＮＷ使用欄

供給用
P3-P2 受給用

P1-P2
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